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寸

特掲診療料

第 1 部

医学管理等

特掲診療料は，基本診療料として一括に支払うことが妥当ではな

い特別の診療行為に対して， 行った場合に個々にその費用を算定で

きるものです。 その個別の費用を算定するに当たっては，それぞれ

要件が決められていて， その要件を満たした旨が診療録等へ明記さ

れている必要があります。

医学管理等の項目の算定に当たっては， 特に，指導内容 ・ 治療計

画等診療録に記載すべき事項力t\ 算定要件としてそれぞれの医学管

理料ごとに定められています。

主病又は対象疾病等を明確にし， 算定要件を十分に確認し， 算定

する旨を診療録に記載するほか 診療計画及び診療内容の要点を記

載します。
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参考/個別指導の状況 ※重複する内容は編集しま した

.医学管理等全般
-薬剤jを投与せず，適正な治療管理を行っていないに

もかかわらず算定した。

〈記載〉 ・血中濃度を測定していないにもかかわらず， 誤って

-必要事項の記載が乏しい，判読できない例が認めら 算定した。

れた。指導内容 治療計画等の記載すべき事項が初回月加算について，血中濃度を頻固に測定してい

算定要件としてそれぞれの医学管理料ごとに定めら ないにもかかわらず算定した。

れている。

.8000 特定疾患療養管理料

〈記載〉

- 管理内容及び療養上の指導の要点を記載していない

又は乏しい。

- 管理内容の要点、記載が画一的かつ不十分。患者個々

に応じた内容を記載する。

-主病が明確になっていない。

- 主病に対する管理内容が明確に記載されていない0

・ 算定根拠を明確に記載し， 事務部門への指示を明確

にする。

〈算定〉

- 厚生労働大臣が定める疾患を主病としない患者につ

いて算定した。

- 主病を中心とした療養上必要な管理が行われていな

.8001 ・ 3 悪性腫害特異物質治療管理料

〈記載〉

- 腫虜マー力一検査の結果及び治療計画の要点を診療

録に記載していない又は乏しい。

〈算定〉

-悪性腹蕩であると既に確定診断がされた患者につい

て， 腫蕩マーカー検査を行い，結果に基づいて計画

的な治療管理を行った場合に算定する。

- 悪性腫療であると確定診断がされていない患者に対

し算定 した。

-腫湯マー力一検査を当該管理料で算定した。

-初回月加算について. 1 回目の当該管理料を算定す

べき月以外の月に算定した。

- 初回月加算について，適切な治療管理を行うために

多項目の腫霧マーカ 検査を行うととが予想される

初回月に限って算定するものである。

.8001 ・ 4 小児特定疾患カウンセリング料

〈記載〉

-診療録に診療計画及び診療内容の要点の記載がな

い， 乏しい又は画一的0

・ 当該疾患の原因と考えられる要素，診療計画及び指

導内容の要点等力ウンセリングに係る概要について

診療録への記載が不十分。

〈算定〉

・ 厚生労働大臣が定める患者以外について算定した。

.8001 ・ 6 てんかん指導料

〈記載〉

診療録に診療計画及び診療内容の要点の記載がな

い，乏しい又は画一的。

.8001 ・ 7 難病外来指導管理料

〈記載〉

-診療録に診療計画及び診療内容の要点の記載がな

い， 乏しい又は画的。

い。

治療計画に基づいた療養上の管理が行われていない。

再診が電話等により行われた場合に， 誤って算定し

。た

- 看護に当たっている家族とは言えないのに算定した。

訪問診療を行った後に， 家族等が単に薬剤lを取りに

来た場合に算定した。

-施設入所者に対し，定期的に訪問して診療を行った

場合に算定した。

・ 慢性痔痛疾患管理料で算定すべきところ特定疾患療

養管理料で算定した。

.8001 ・ 2 特定薬剤治療管理料

〈記載〉

- 治療計画の要点について，診療録lこ明確に記載する0

. 薬剤の血中濃度及び治療計画の要点を診療録に記載

していない又は乏しい。

〈算定〉

対象患者以外の患者に算定した。

- 血中濃度を測定し，その結果に基っき薬剤の投与量

を精密に管理した場合に算定する。
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-厚生労働大臣が定める疾患を主病とする診断根拠が 計測した機能指標の値及び指導内容の要点、を記載し

ない。 ていない。

〈算定〉

・実態的に主病である難病に対する治療が行われてい

ない場合について算定した。

.8001 ・ 8 皮膚科特定疾患指導管理料

〈記載〉

- 診療録に診療計画及び診療内容の要点の記載がな

い，又は乏しい。

対象となる特定疾患でないにもかかわらず算定した。

皮膚科と他の診療科を同一医師が併せ担当している

にもかかわらず算定した。

.8001 ・ 9 外来栄養食事指導料

〈記載〉

-診療録に医師が管理栄養士に対して指示した事項の

記載がない.又は乏しい。

例 管理栄養士の指導事項は，当該患者ごとに適切

なものとするが，少なくとも熱量熱量構成

蛋白質量-脂質量についての具体的な指示を含

まなければならない。

・ 管理栄養士が作成した患者ごとの栄養指導記録に，

指導内容の要点(食事計画案又は具体的な献立等を

含む)及び指導時間の記載がない。

栄養指導記録には管理栄養士の記名を行う。

食事計画案を必要に応じて患者に交付する。

指導時間の栄養指導記録への記載が画一的である。

〈算定〉

-実施した保険医療機関の管理栄養士ではない場合で

算定した。

-初回の指導について，概ね30分以上行っていない。

.8001 ・ 10 入院栄養食事指導料

〈記載〉

- 医師が管理栄養士に対して指示した事項の記載がな

い， 又は乏しい0

・栄養指導記録に指導時聞が記載されていない。

.8001 ・ 11 集団栄養食事指導料

〈記載〉

- 栄養指導記録に記載された指導時間が画的である。

.8001 ・ 12 心臓ペースメーカー指導管理料

〈記載〉

.8001 ・ 13 在宅療養指導料

〈記載〉

-医師から保健師又は看護師への指示事項の記載がな

0
 

1
 
1U
 

患者ごとの療養指導記録が作成されていない。

-保健師又は看護師が作成する患者ごとの療養指導記

録に， 指導の要点及び指導実施時間を明記 していな

い。

.8001 ・ 15 慢性維持透析患者外来医学管理料

〈記載〉

- 特定の検査結果及び計画的な治療管理の要点を記載

していない，又は記載が乏しい。

- 検査結果の評価の記載が乏しい。具体的に記載して

計画的な治療管理を行う。

〈算定〉

・計画的な治療管理が行われていない。

別に算定できない検査料について算定した。

例副甲状腺ホルモン (PTH )

.8001 ・ 16 端息治療管理料

〈記載〉

- 計画的な治療管理に関する記載がない。

-ピークフロー値に係る評価記録が不十分。

〈算定〉

ピークフローメーターを用いた計画的な治療管理を

行っていない。

.8001 ・ 17 慢性痩痛疾患管理料

〈記載〉

- 療法の実施内容の記載が乏しい。

〈算定〉

適応する疾患以外の患者に算定した。

マッサージ又は器具等による療法を行わずに算定し

た。

.8001 ・ 20 糖原病合併症管理料

〈記載〉

- 糖尿病足病変ハイリスク要因に関する評価結果につ

いての記載が乏しい。

.8001 ・ 21 耳鼻阻喉科特定疾患指導管理料
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〈記載〉

・ 診療計画及び指導内容の要点の記載がない， 又は，

乏しい。

• B001 ・ 22 がん性悪痛緩和指導管理料

〈記載〉

-治療計画及び指導内容の要点の記載が乏しい。

- 麻薬の処方前の痔痛の程度(終痛の強さ，部位， 症

状，頻度等) ， 麻薬処方後の効果判定，副作用の有

無，治療計画及び指導内容の要点を記載していな

い，又は乏しい。

• B001-2-3 乳幼児育児栄養指導料

〈記載〉

育児，栄養その他療養上必要な指導内容の要点の記

載が不十分，又は記載がない。

• B001 ・2-6 夜間休日救急搬送医学管理料

〈算定〉

- 初診ではない患者に対して算定した。

• B001-2-11 小児かかりつけ診療料

〈記載〉

指導内容の記載が乏しい。

〈算定〉

- 継続診療中の患者に対して， 転帰を治癒とし， 改め

て小児かかりつけ診療料(処方せんを交付する場合

/初診時)を算定した。

• B001-3 生活習慣病管理料

〈記載〉

療養計画書が作成されていない。

療養計画書の記載に不備がある。

療養計画書の記載内容が患者個々の特性に応じた内

容となっていない。

-療養計画書を患者へ交付していない又は患者の署名

を受けていない。

-初回の療養計画書を交付した後， 継続の療養計画書

が 4 月に 1 回以上交付されていない。

・ 療養計画書の内容に変更がない場合においても， 4 

月に 1 回以上は交付する。

交付した療養計画書の写しを鮎付する。

- 療養計画書により丁寧に説明を行い，患者の同意を

得るとともに，当該計画書に患者の署名を受ける。

〈算定〉

-患者の病状の悪化等の場合には.翌月に当該管理料

を算定しないことができる。再度算定するにあた

り，療養計画書の内容に変更が生じた場合には， 患

者に対して説明を行い，同意を得るとともに，当該

計画警に患者の署名を受ける。

• B001 ・3-2 ニコチン依存症管理料

〈記載〉

- 治療管理の要点を記載していない。

- 禁煙治療にあたり，患者の同意を得ていない。

- ニコチン依存症と診断された根拠が記載されていな

し 1。

〈算定〉

禁煙治療のための標準手順書に従っていない。

-禁煙治療を行っている旨を保険医療機関内の見やす

い場所に掲示していない。

• B001-6 肺血栓塞栓症予防管理料

〈記載〉

肺血栓塞栓症を発症する危険性について評価してい

ない。

〈算定〉

弾性ストッキング又は間歓的空気圧迫装置を用いた

医学管理を行っていないにもかかわらず算定した。

. 関係学会から示されている標準的な管理方法に沿っ

た医学管理が行われていない。

• B001 ・7 リンパ浮腫指導管理料

〈記載〉

- 指導内容の要点記載は， 実施内容を具体的に記載す

る。

• B004 退院時共同指導料 1

〈記載〉

指導内容の要点記載がない。

患者又は家族等に提供した文書の写しの添付がない。

〈算定〉

退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を共同

して行っているものの， 文書により情報提供してい

ないにもかかわらず算定した。

-実際に実施した日と算定日に誤りがある。

• B005-1-2 介護支援等連携指導料

〈記載〉

- 行った指導内容等の要点の記載がない。



-ケアプランの写しを添付していない。

• B006-3 退院時リハビリテーション指導料

〈記載〉

患者又はその家族等退院後患者の看護に当たる者に

対して行った指導内容の要点の記載が不十分，又は

記載がない。

-入院期聞が通算される再入院をした場合に算定した。

• B007 退院前訪問指導料

〈算定〉

. DPC患者が， 定められた入院期間を超え，出来高

に変更となった際の未退院者に誤って算定した。

• B008 薬剤管理指導料

〈記載〉

服薬指導及びその他の薬学的管理指導の記載が画一

的， かつ，不十分。

薬剤管理指導記録が整備されていない，副作用歴，

患者への指導及び患者からの相談事項の記載がない

等記載内容が不十分。

• B008・2 薬剤総合評価調整管理料

〈記載〉

-医師が内服薬を調整するにあたっては， 評価した内

容及び調整の要点を記載する。

〈算定〉

・ 内服を開始して 4週間以上経過した内服薬が 6種類

以上処方されていない患者について算定した。

• B009 診療情報提供料(1 )

〈記載〉

-提供した文書の写しを添付していない0

. 診療情報提供書の記載もれ又は不十分。

- 診療情報提供書に，紹介先の保険医療機関名，患者

の住所，電話番号，傷病名等，紹介目的， 既往症及

び家族歴等の記載がない。

-診療情報提供書の様式について，月IJに定める様式で

示している項目がすべて網羅されていない様式を使

用している。例住所，電話番号欄がない

- 紹介先の機関ごとに所定の様式又はこれに準じた様

式の文書に必要事項を記載する。

-診療録に記載していない傷病名を紹介文書に記載し

た。

-保険薬局への診療情報提供において，処方主主の写 し
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が添付されていない。

退院時診療情報等添付加算について， 診療情報提供

文書に添付した画像情報等の写しを貼付していない。

〈算定〉

診療に基っき，別の保険医療機関での診療の必要を

認めこれに対し患者の同意を得て，診療状況を示す

文書を添えて患者の紹介を行った場合に算定できる。

- 紹介先の医療機関を特定せすに，診療状況を示す文

書を患者に交付したものについて算定した。

- 紹介先機関での受診が決まっていない段階で算定し

た。

- 主治医が自らに対して情報提供したものについて算

定した。

-単なる紹介先機関への返事， 自院の治療にあたり他

院ヘ意見を求める文書について算定した。

-紹介した患者に対して検査資料等の提供の際にも算

定した。

-他医療機関からの患者に関する問い合わせの回答に

ついて算定した。

-単なる画像等の提供を依頼した文書を交付したもの

で算定した。

- 入院中の患者が他医療機関に受診する際に， 当該診

療に必要な診療情報を文書により提供した場合に算

定した。

- 同一の紹介先保険医療機関で，同一月に複数回算定

した。

- 特別の関係にある機関に提供した場合に算定した0

.告示 ・ 通知で定められた紹介先以外の機関に対し，

診療情報を提供した場合に算定した。

. I診療情報提供料( 1 ) J で算定すべきところ「診療

情報提供料(II ) J で算定。

- 退院時診療情報等添付加算について，必要な情報を

添付していないものについて算定した。

• B010 診療情報提供料 ( n )

- セカンド - オピニオンではないものを誤って算定し

た。

• B011-3 薬剤情報提供料

〈記載〉

薬剤情報を， 提供した旨の記載がない0

・ 情報提供文書の，記載事項が乏しい。

患者の手帳の持参状況を明確にする。

〈算定〉

処方内容に変更がないにもかかわらず， 月 2 回以上
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算定した0

・薬剤の処方日数のみの変更の場合等， 誤って算定。

処方皇室料を算定した場合には，薬剤情報提供料の算

定はできない。

- 手帳記載加算の算定にあたり，所有している手帳を

持参しなかった患者に対してシールを交付したのみ

で算定した。

.8013 療養費同意書交付料

〈記載〉

-医師が療養の給付を行うことが困難であると認めた

医学的根拠について記載がない。

〈算定等〉

・ 主治の医師以外が診療に基づかずに交付している。

ー 患者の希望による交付(療養の給付が困難と医学的

判断していない)。

- 連月で療養費同意書交付料を算定している。 3 月を

経過してさらに施術を受ける必要がある場合におい

て，同意書を再度交付する場合に算定する。

- 医師が療養の給付を行うことが困難であると認めた

患者に対して算定するものであること。患者の状況

を的確に把握し，往療の必要性，同意するマツサ

ジの範囲に留意し， 自己の専門外にわたるものであ

るという理由によって，みだりに施術業者の施術を

受けさせることに同意を与えてはならない。

.8014 退院時薬剤情報管理指導料

〈記載〉

-薬剤l情報を提供した旨及び提供した情報並びに指導

した内容の要点を診療録(薬剤管理指導料を算定し

ている場合は，薬剤l管理指導記録でも可)に記載し

ていない。

-薬剤管理指導の内容について， 要点の記載が不十分。

文書提供している薬剤情報等の説明内容が画一的。
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通則オンライン医学管理料 図

オンライン医学管理料は，対面診療の原J!iJのもとで，対面診療とオンライン

診察引 を組み合わせた診療計画を作成し，当該言 | 匝iに基づいて，オンライン

診察による計画的な療養上の医学管理を行うことを評価したものです。 オンラ

イン診察の後の対面診療|時に，特定管理料等れと併せて算定します;:~ J 

算定に当た っては， 患者の同意を得た上で，対而による診療とオンライン診

察を組み合わせた診療計画(対而による診療の1'/，11隔は 3 月以内のものに限る)制

を作成 します。

.規定 [記載]

当該計画に沿って，オンライン診察による計画的な療養上の医学管理Hを行っ

た際には， 当該管理の内容，当該管理Hに係るオンライ ン診察を行っ た|三1. 診察

H寺閑等の要点を診療録に記載する。

.記載等のポイント

口対面による診療とオンライン診察を組み合わせた診療計画(対面による

診療の間隔は 3 月以内のものに限る)を作成する。

ロオンライン医学管理に係るオンライン診察を行った日， 診察時間を記載

する。

口オンライ ン医学管理の内容の要点を記載する。

.記載例

症例 .外傷性てんかん， 38歳， 男性， てんかん指導料算定患者

オンライン診療及び医学管理について同意済み。

オンライン診療計画書作成済み。 診療計画内容省略

5 月O日 10 : 15~ 10 : 30 オンライン診療 (A医師)

A ) 本人確認。 居宅であることを確認。 その他省略

S) 服薬 ・ 飲み忘れな し (空シート画像) その他省略

0 , P) 引き続き内服をきちんと行う。 飲み終わった薬の薬包とシートを

確認し，服薬表をつける乙と。飲み忘れ，発作が再発した場合の緊急対

応(近医の00を受診→当院ヘ連絡し受診)を文書にして，家族に分か

りやすい定位置に設置しておく。

次回のオンライン診察予約 (6 月O日 )0 7 月 O日は外来予約。てんか

ん指導以外の疾病が発症した場合は外来診療するとと。

オンライン医学管理

※ A003オンライン診療料

を参!般

※ 2 特定管理料等とは，

BOOO特定疾患療養管理!料，

BOO I の í 5 J 小児科療養指

導料，同 í 6 J てんかん指導

料，同 í 7 J 難病外来指導管

理料，同 í27J 粕尿病透析

予防指導管理料， BOOI-2-9 

地域包括診療料， BOOI-2-10 

認知症地域包括診療料又は

BOO I -3生活習慣病管理!料を

いいます

※ 3 ォ シライン診察による |去
学管理を行う医f:îlîは，特定管

理料等をZ平定する |祭に診療を

行う医f:ilî と同ーのものに限り

ます

※ 4 当該診療言| 闘に基づかな

い他の傷病に対する診察は，

対面診療で行うことが原則で

あり，オンライン医学管理料

は算定できません

( l 同怒を得て，診療計画を

作成します

( 2 オンライン医学管理に係

るオンライン診察を行った

日，診察H寺 |測を記載します

( 3 オンライン医学管理の内

容の要点，オンライン医学管

理が行われた旨を記載します

(診療計画に基づく医学管理

であ? ことが必袈です)



80 第2章特掲診療料第 1 部医学管理等

8000 特定疾患療養管理料

特定疾患療養管理料は，生活習慣病等の厚生労働大臣が定める疾患を主病と

する態者、川 に対して，プライマ リ ケア機能を担う地域のかかり つけ医師v が

計画的に療養上の管理を行うことを5判~Iiしたものであり ，治療計画に基づき，

JJ~薬， 運動，栄養等の療一養上の管理を行った場合に，月 2 回に限り算定でき ま
す 3. ;:, .1. 'i " :; 。

胆規定[記載]

官耳目内容の要点を診療録に記 ， 1証する。

.記載等のポイント

ロ治療計画を作成する。

口主病を明確にし，記載する。

口当該管理料を算定する旨を記載する。

口管理内容及び療養上の指導の要点を記載する(服薬，運動，栄養等の療

養上の管理など)。

口管理内容の要点は画一的でなく，患者個々に応じた内容を記載する。

口診療録に，指導内容を列挙した印鑑を押した場合は要件を満たしたこと

にならない。

胆記載例

※ l 実際に主病を中心とした

療養上必要な管理が行われて

いない場合又は笑1底的に主病

に対する治療が行われていな

い場合には算定できません

※ 2 診療所及び言午可病床数が

200床未満の病院において算

定できます

※ 3 AOOO初診料をの定した

初診の日文は当該保険医療機

関から退院した日からそれぞ

れ起算して l か月を経過した

日以降に算定できます

※ 4 診察に基づき計画的な診

療計画を立てている場合であ

っ て，必要やむを得ない場合

に，看護に当たっている家族

等を通して療養上の管理を行

っ たときにおいても ， 算定で

きます

※ 5 再診が電話等により行わ

れた場合にあっては， TI:定で

きません

症例: 糖尿病(主)，高血圧症，脂質異常症，初診日 HO.5 .15 ， ⑨ I 主病を明確にし，記"出し

初診時に検査を行い，結果説明時に治療方針について本人と家族 | ます

(妻)に説明済み(自宅での食事及び運動について指導し 内服服 | ( 2 治療計画を作成します

用にで 3 か月後に再検査)

8 月 7 日再診

S) 体重 50.8kg 血圧 112/58 

食事薄味に慣れてきた。分量も測定して調理してもらっている。

毎朝30分，夫婦で散歩している

特に日常に変化なし

0) 本日定期検査実施 一検査指示書省略一

胸部X -P :np

ECG: 上室性期外収縮

血糖110mg / dl ， HbA1c 6.2%，生化学異常なし(検査結果詳

細省略)

A, P) 

内服効果あり病状は安定。内服管理はできており残薬はなし。

病状変化時は速やかに受診するよう指示。

特定疾患療養管理

運動を継続し， 食事は塩分を少なくするように指示。

食事の管理状況で，食事指導も検討する。

内服継続， 28日処方。次回診療予約 9 月 4 臼

(処方内容省略)

( 3 当該管理!料を算定する旨

を明言己します

( 4 管理内容及び奇襲縫上の指

導の要点を記載します
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8001 特定疾患治療管理料 r 1 J ウイルス疾患指導料

ウイルス疾患指導料は，対象となるウイルス疾患に椛思していることが明ら

かにされた i時点以降に，療養上必要な指導及び感染予防川 に関する指導を行

った場合川 に算定できます。

l 対象疾患及び算定回数 |

JfF炎ウイルス，成人T 刺1111包白血病ウイルス……患者 I 人につき川到限り

後天性免疫不全症候群. I-II V感染者…・・ ・・患者 l 人につき月 I 回限り

胆規定[記載]

指導内容の要点を診療録に記載する。

.記載等のポイント

口当該管理料を算定する旨を記載する。

口療養上の指導の要点，感染防止のための指導の要点を記載する。

.記載例

症例 : C型肝炎 (初目指導)

7 月 13 日

S: 倦怠感，食欲不振。本人と妻が来院。

O 目 黄痘(ー)理学的所見異常な し

血液一般， PT ， 肝機能検査 :AST. ALT: 軽度上昇(数値は省略)

腹部超音波 肝左葉の腫大軽度，表面軽度不整

A , P) C型肝炎診断。

本日，本人と家族(妻)に感染防止及び日常への指導。次回，肝臓食に

ついて栄養食事指導。来月も採血と US。その状況で薬物療法を検討。

ウイルス疾患指導料

肝硬変への移行など危険性について説明。

禁酒するように指示。過労を避け， 十分な休養をとる。

栄養についての指導を行い，次回，集団栄養食事指導予約 8月 24日

感染防止に，血液や血液が混入した体液が他の人に接触しないように注

意する乙と。

歯ブラシの共用はしない。

等日常生活の注意点などを指導。
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仇
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の
導
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※
 

ます

※ 2 指導対象は，他人に対し

感染させる危険がある者又は

その家族です

( I 肝 炎ウイルス疾患につい

ての指導は，患者 l 人につき

I 巨lに限られます

( 2 診断が確定後に，指導を

行います

( 3 当該管理料を算定する旨

を言[!，I武 し ます

( 4 療養上の指導の要点を記

1出します

⑨ 5 感染防止のための指導の

袈点を記"古します
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8001 特定疾患治療管理料 r2 J 特定薬剤治療管理料 図

特定薬剤l治療管理料 1 は，対象患者引 に対して，投与薬剤jの血中濃度を測

定 し， その結果に基づいて薬剤の投与量を精密に管理した場合に算定します。

治療に当た っ ては治療計画を作成し， 診療録には要件の根拠となる ものが明記

されていなければな り ません。 検査依頼書控えや検査結果控えの添付だけでは

なく ，検査結果を踏まえて投与量についてのプラ ンなどが明記されている必要

があり ます。

特定薬剤治療管理料 2 は，サ リ ドマイド及びその誘導体を投与している患者

について，服薬に係る安全管理の遵守状況を確認し，その結果を所定の機関に

報告する等 ~ 2 によ り ，投与の妥当性を確認した上で，必要な指導等を行った

場合に算定します。

.規定 [記載]

(特定薬剤治療管理料1) 薬剤の血中濃度， 治療言 | 直iの要点を診療録に記載す

る 。

(特定薬剤治療管理料 2 ) 診療録等に指導内容の要点を記録する。

.記載等のポイント

口当該管理料を算定する旨を記載する。

〈特定薬剤治療管理料1)

口傷病病を明確にし，記載する。

口薬剤の血中濃度の結果及びその値に基つく治療計画の要点を記載する。

口初回の算定月を明記する。

〈特定薬剤治療管理料 2)

口指導内容の要点を記録する。

胆記載例

症例 : 心不全， 頻脈性心房細動ほか， 特定薬剤治療管理料 1 の算定患者

初回算定臼O年3 月 10日，ジゴキシン錠 (0 . 125mg) 投与中

1 1 月 10日

S) 省略

0 ) ジコキシン 血液濃度 : O.8ngjml 血清カリウム : 4.0meqjl 

その他省略

A , P ) 正常範囲内なので， 内服を現在量で維持し経過観察。

月 1 回の血液検査， X-P , ECGを実施。

〈指導事項〉

・ 血清カリウムがさ らに低く なる と脈の乱れ， 食欲不振， n~気等中毒症状

が現れるので 1 月後に受診のこと。

-脈が普段と違うことに気づいたら ， 必ず受診のこと0

・バナナを食べるように心がけること。

特定薬剤治療管理 1 (初回O年3 月)

処方 d 0 (処方内容省略)

※ I 対象患者は， ジギタ リ ス

製剤又は抗てんかん剤を投与

している患者，免疫抑制剤lを

投与 している臓器移植後の患

者その他別に厚生労働大臣が

定める患者です。 それぞれ対

象となる疾患も定められてい

ます

※ 2 医師及び薬剤師が，当該

薬剤lの管理の状況について確

認及び適正使用に係る必要な

説明を行い，当該医薬品の製

造販売を行う企業に対して確

認票等を用いて定期的に患者

の服薬に係る安全管理の遵守

状況等を報告 します

( l 心疾患態者Aであって ジギ

タ リ ス製剤lを投与 しているの

で， 算定対象患者です

( 2 傷病名，投与製剤が明記

さ れている ことが大切です

( 3 薬剤lの凶l中滋度の結果を

記載 します

( 4 検査結果に基づいた治療

計画の要点、を記載 します

( 5 当該管理!料を野定する旨

を言èff苦 し ます

( 6 初回算定年月が明記され

ています
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8001 特定疾患治療管理料 r3J 悪性腫窮特異物質治癒管理料

症候などから種々の検査等が行われ診断が確定されますが，がんの疑いで)j車

協マーカー検査を行った場合は，検査料として算定します。 !ill性!店協特異物質

治療管理料は，悪性!庫高言と確定診断がされた患者に. I陸揚マーカー検査 ~ 1 を

行い，検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に算定できるもの

です、 に この管理料には，眠妨マーカー検査，検査に係る採血及び検査の結

果に基づく治療管理!に係る費用が含まれます。

治療に当たっては検査結果から治療計画を作成し，診療録にその要点を記載

しなければなりません。 検査依頼書控えや検査結果控えの添付だけではなく，

検査結果を踏まえてのプランなどが明記されている必要があります。

胆規定 [記載]

l四銭マーカー検査の結果及び治療~i l 耐1，の ~!なを診療録に記載する。

ー記載等のポイント

口悪性腫蕩と確定診断した旨を明確に記載する。

口臆蕩マーカー検査の結果，及びその値に基づいた治療計画の要点を記載

する。

口当該管理料を算定する旨を記載する。

胆記載例

症例 乳癌， 開始年月日O年 2 月 7 日 初回管理料算定O年2 月

7 月 5 日

S) 全身倦怠感があるも，他の症状はなし。

0) C E A : 4.0ng/ml. C A 1 5-3 ・ 45U/ml. C A 15-3前回より急上昇

本日迅速検査: CRNN 0.76 AST 16 しDH 268 BS 101 

HbA1c 5.7 

CRP 0.30 HB 12.0 WBC 6.7 PしT 22.3 

A. P) 再発・転移等考えられるため. C T等画像診断が必要

キCT. 血液検査 7ハ 9予約

CT等の結果で，現在の治療を変更するか否か検討する。

悪性腫蕩特異物質治療管理料

他省略

※ 1 ，血病マーカー検査以外で

あっても，骨転移診断のため

のi悩石酸抵抗性酸ホスファタ

ーゼ(内分泌学的検査)など

対象となるものもあります

※ 2 月 l 回限りの算定です。

l 月のうち 2 回以上腕溺マー

カー検査を行っても，それに

係る~'i.用は別に算定できませ

ん。 多項目のl盟湯マーカー検

査を行う ことが予悲!される初

四月には加算があります

( l 確定診断した日を明確に

します

( 2 初回算定年月を l明確にし

ます

( 3 IJ重傷マーカー検査の結果

を言自主します

( 4 検査結果に基づいた治療

計画fJの要点を記，1出します

( 5 当該管沼!料をのー定する旨

を l明記します
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8001 特定疾患治療管理料 r4J 小児特定疾患力ウンセリング料

小児特定疾患カ ウンセリ ング料は， r乳幼児期及び学童期における特定の疾

患J ". I を有する患者及びその家族Mに対して日常生活の環境等を十分勘案 し

た上で，医師j'i<l が一定の治療計画に基づいて， 療養上必要なカウ ンセリ ング

を行っ た場合に算定できる ものです。

カ ウンセリ ングに当た っ ては治療計画を作成し， その概要が記載されていな

ければなり ません。 初回カウ ンセリ ング日 よ り 2 年間が算定限度であること ，

IPJー歴月 に 2 固まで算定でき る ことな どが定められていますので，カウ ンセリ

ンク。を行っ た月日にも留意 します。

.規定[記載]

当該疾病の原因と考え られる要素， 診療計画及び、指導内容の要点等カウ ンセ

リ ングに係る概要を診療録に記載する 。

.記載等のポイント

ロ診療計画を作成する。

ロカウンセリングを行った日及び当該カウンセリング料を算定する旨を記

載する。

同一月に 2回以上行った場合はその旨( 1 回目 2回目又は前回カウン

セリンク日など) “九

口第 1 回目の力ウンセリンク、を行った年月日を記載する。

ロカウンセリングの概要(当該疾患の原因と考えられる要素， 診療計画及

び指導内容の要点など)を記載する。 その記載は画一的でないものとす

る。

胆記載例

※ l 対象疾患 : 1 8歳未満の

気分障害，神経症性障害，ス

ト レス IMHili障害及び身体的要

因に関iili した行動症候tlf ， 心

理的発達の障害又は小児IUI及

び青年期に通常発症する行動

及び情緒の|邸筈の忠、者

※ 2 家族へのカウンセ リング

は，患者を伴った場合に|浪り

算定できます

※ 3 小児科又は心療内科を桜

携する保険医療機 |羽であっ

て， 小児科又は心療内科を担

当する医師が行っ た場合です

※ 4 月の l 回目と 2 回目で点

数が異なるため，明記 してお

く とよ いです

⑨ 算定JU11日j に限度'があるた

め，第 l 回目のカウンセリ ン

グを行った年月日を レセプト

の摘婆欄に記11誕します

症例・多動性障害， 12歳， 初回カウンセリング O年 6 月 6 日 | ( l 初回カウンセ リ ングの年

診療計画作成済み(薬物療法と月 1 回のカウンセリング。 環境整備 | 月日を明記します
など他省略 1 @2 診療計画を作成 し， 袈点

を言è!l誕 し ます

9 月 2 日

小児特定疾患カウンセリ ング( 1 回目) (初回O年 6 月 6 日)

本人と母親に実施

S) 担任の授業は寝ている。正直言って面白くない。

家では，ゲームでもテレビでも大声で批判している(母)。

通学はできている。書字は困難。 投薬による副作用(ー)

A , P) 

処方変更 : 0ピリファイを増量， スOラテラは漸減で観察。

学習の仕方を工夫しましょう。 声の音量調整を学びましょう。

環境整備=宇机や身の周りの整理整頓。 家族が注意して管理しましょう。

服薬は自己判断で服用をやめたりしないように。

次回は，ペアレントトレーニングを説明予定。

( 3 当該カウンセ リ ング料を

算定する旨を記載 します

( 4 説にカウンセ リ ングを行

ったのか記載 します

( 5 治療内容，指導内容，今

後の計画などの主主点、を記載し

ます
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小児科療養指導料は， r慢性疾患であっ て生活指導が特に必要な もの "， 1 を

主病とする患者又はその家紋に対 して，治療計 四iî ,. ~ に基づき療養上の指導を

行 っ た場合に算定します。

人工呼吸器導入H寺相談支援加鈴 は ， 人工H引吸器管理の適応と なる患者と病

状，治療方針等について話 し合い川， 当該患者に対し，その内容を文訟によ

り提供した場合に3事定します。

.規定 [記載]

- 指導内容の要J，~を診療録に記自滅する。

・(人工H手服部導入i時相談支援加算) 説|リ J ~手の内容の要点を診療録等に 記。|誕す

る。

胆記載等のポイン卜

口治療計画を作成する。

口主病を明確にし，記載する。

口当該指導料を算定する旨を記載する。

口療養上の指導の要点を記載する(日常生活，服薬，運動， 栄養など) 。

口要点は画一的でなく，患者個々に応じた内容を記載する。

〈人工呼吸器導入時相談支援加算〉

口説明等の内容の要点を記載する。

胆記載例

症例: 心房中隔欠損症 (主)， 9 歳，

初診月日O年 11 月 1 日 (検診で心雑音を指摘され， 超音波検査に

て診断)

12月 15臼

S) 運動時の息切れが時に有り。 母親と来院。

0) 不整脈なし， 心収縮期雑音聴取，その他理学的所見異常なし

絢部XP 心肥大等異常なし，心電図:不完全右脚ブロック

A , P) 

当面は経過観察とするが，精密検査の上， 手術の可否について検討。

小児科療養指導料

・栄養管理;高タンパク・高カロリー食て水分・ Na 負荷を避ける0

.臼常生活 ， カロリー消費量を少な く する。 長時間の入浴は避ける。

- 感染予防，インフルエンザなどの感染症にかかりやすく， 症状を顕在

させる事があるので， 感染源との接触をなるべく避ける(人混みをさ

ける) 。 家族全員の予防接種を。

-運動指示 ， 過度な競争運動は避けること。

・体調管理に十分注意し，症状変化の場合は速やかに受診するように指

刀て

※ I 1 対象疾患及び状態 1 : 脳

性府(1車， 先天性心疾患， ネフ

ローゼ症候1洋， ダウン症等の

染色体異常， 川附病で冠動脈

焔のあるもの， 脂質代謝障

害， 腎炎， ì笥 Jfll性貧血，再生

不良性貧J(Il ， J(Jl友病，血小板

減少性紫斑病， 先天性股関節

l脱臼，内反足， 二分脊椎，骨

系統疾態， 先天性四肢欠損，

分娩l麻棒， 先天性多発関節拘

縮症及び児蛍福祉法に規定す

る小児慢性特定疾病(小児慢

性特定疾病医療支援の対象に

相当する状態のものに|浪る)

並びに 同法第56条の 6 第 2

項に規定する障害児に該当す

る状態

※ 2 小児科のみを専任する医

印jiが作成する一定の治療計画

に基づき療縫上の指導を行っ

た上場合に|恨 り算定でき ます

※ 3 忠者やその家族等の心理!

状態 に十分配慮さ れた環境

で， j室町ji及ぴ看諮仰が必要に

応じてその他の職種と共同し

て ， 忠者やその家族等が十分

に理解 し，同意 した上で治療

方量| を選択できるよ う，説明

及び相談を行います

( l 主病を明確に します

( Z 家族への指導は，患者を

伴っ た場合に限りますので，

家族同伴の場合はその旨を記

載 します

( 3 治療計画jjの要点を記載し

ます

( 4 当該指導料を算定する旨

を診1i守主主に言ê íl出 し ま す

( 5 療養上の指導の要点を診

rm;kに言èll事 し ます
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8001 特定疾患治績管理料 r6J てんかん指導料

てんかん指導料は， rてんかん(外傷性のものを含む) J の患者又はその家族

に対して， 治療計画に基づき療主主上必婆な指導引 を行った場合に，月 l 回に

|浪り 算定できるものです。

治療計闘を作成 し， その治療計画の要点及び、実際に行った指導内容の要点を

診療録に記載しておく必要ーがあります。

胆規定 [記載]

診療百 | 画及び診療内平等の要点を診療録に記d古する。

.記載等のポイント

口治療計画を作成し，その要点を記載する。

口当該指導料を算定する旨を記載する。

口療養上の指導の要点を記載する。

口要点は画一的でなく ， 患者個々に応じた内容を記載する。

.記載例

症例 . てんかん 9 歳，

※ l 小児科，神経科，神経内

科， 粉事11科，脳神経外科文は

心療内科を標携する保険医療

機IIIJ において，その僚務する

診療科の専任の医r:iIiが行った

場合にn定します

治療計画作成済み(薬物療法と療養指導， 薬剤血中濃度測定で管 | ( l 治療計画を作成し， その

理，定期的に血液検査と E E G ， 状態により負荷 EEG ほか 袈点を記íI正します

12月 3 日

S) 本人と母親来院。 I ⑨ 2 本人以外が診察に入った

倦怠感(一) ， 日中の眠気(一 )，アドヒアランス良好 | 場合はその旨を記載します

発作(ー )

0 ) パルプロ酸血中濃度 (86.77μg/ m l ) ，その他血液検査の結果省略

A , P) 血中濃度有効濃度の範囲内なので， 内服継続。

来月は定期 EE G キ 1 /7予約

てんかん指導料

(生活上の注意)

-服薬で安定しているが規則正しい生活を維持し，十分睡眠をとること。

.テレビの画面等を長時間続けて見ないこと。

(薬物の服用に関して)

-薬物の定期的服用を。飲み忘れに注意。

・ 発疹等の副作用が出たら連絡の乙と。

(発作時の対応)

・ 発作時には必ず来院のこと。

-遠方にいるときは， 近医にて発作を止めてもらうこと。

( 3 当該指導料を算定する 旨

を言èíl読します

( 4 療養上の指導の要点を記

"誕 し ます
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難病外来指導管理料は. r厚生労働大 l主が定める疾病」 引 を主病とする患者

に対して，治療計画に基づ、き療養上の指導を行った場合に算定します ?:~

人工呼吸器導入時相談支援加算は，人工呼吸保管理の適応となる患者 と病

状，治療方針等について話し合いx 九 当該患者に対し，その内容を文書によ

り提供した場合に算定します。

胆規定[記載]

・ 診療計画及び診療内容の婆点を診療録に記叫する。

・(人工呼吸部導入|時相談支援川崎) 説明等の内科の要点を診療録等に記il世す

る 。

胆記載等のポイント

口診療計画を作成し，その要点を記載する。

口当該指導料を算定する旨を記載する。

口診療内容の要点を記載する。要点は画一的でなく，患者個々に応じた内

容とする。

〈人工呼吸器導入時相談支援加算〉

口説明等の内容の要点を記載する。

胆記載例

症例 ・ 皮府筋炎(主) 診療計画(薬物療法+療養指導。

初期PSL ; 40mg/日から開始，現在5mgまで減量)

0月O日

S: 気になることはない

0 握力右20kg 左 1 6kg 全身状態良好

胸部青，ラ音なし

顔貌: moon faceなし，ヘ リオ卜ロープ疹なし，頬部の紅潮な

し， 後頭部，胸部~前頚部の皮疹な し

手指 : Go社oron徴候なし，逆Gottoron徴候なし

肘:丘疹なし，紅斑なし，石灰化なし

膝:丘疹なし，石灰化なし

A : PSL減量後も症状， 検査結果は落ち着いている

P : PSL 5mgで継続

難病外来指導管理料

-お薬は忘れずに服用し，適度な運動と体調管理に十分注意し，症状変

化の場合は速やかに受診するように指示。

. 1 日 10分以上は汗をかく程度まで散歩等の運動を行う乙と。

-入浴については浴室を十分温めてから入浴をして，少なくとも20分

以上は入浴時間に費やすこと。

・余限に趣味を持ち，家族との会話や趣味を楽しむこと0

.定期的受診を。

※ l 図亙亙夏日・難病の!患者
に対する医療等に i刻する法律

(平成26年法律第50号 )第 5

条に規定する指定鍛病(同法

第 7 条第 4 Ji'iに規定する医療

受給者証を交付されている慰

者(同条第 1 Ji'i各号 に規定す

る特定医療費の支給認定に係

る基準を満たすものとして診

断を受けたものを含む) に係

るものに |浪る)その他これに

準ずる疾患

※ 2 厚生労働大陸が定める疾

態を主病とする患者にあって

も，実際に主病を中心とした

療養上必要な指導が行われて

いない場合又は笑態的に主病

に対する治療が行われていな

い場合には算定できません

※ 3 患者やその家族主?の心理!

状態に十分配慮された環境

で，医師及び宥殺師が必要に

応じてその仙の総額と共同し

て，患者やその家族等が十分

に理解し，同意した上で治療

方針を選択できるよう，説明

及び相談を行います

( l 主病を明確にします

( 2 診療昔Il面を作成し，その

袈点を記載します

( 3 診療計画への評Imi，継続

や変更などを記峨します

( 4 当該指導料を算定する旨

を言2Jril1 し ます

( 5 実態的に主病に対する治

療が行われ，主病を中心とし

た療養上必要な指導が行われ

ています
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8001 特定疾患治療管理料 rSJ 皮膚科特定疾患指導管理料

皮!匂科特定疾患指導管理料は 「厚生労働大臣が定める疾患 " ， 1 に提思して

いる患者に対 して， 計画的な医学管理を継続して行い，かつ， 療養上必要な指

導を行った場合に，月 l @]算定できるものです。

診療計画を作成し，計画の嬰点及ぴ指導内容の要点を診療録に記載しておく

必裂があります。

| 対象保険医療機関 |……下記の診療科を探勝するもの

皮府科，皮府泌尿骨骨科，

皮府科及び泌尿総科，形成外科若 しくはアレルギー

科

E翠l2S ~iji1.. 皮膚科又は皮膚泌尿器科を専任する医師i

.規定 [記載]

診療計画i及び指導内作の要点を診療録に記載する。

.記載等のポイント

口診療計画を作成し，その要点、を記載する。

口当該管理料を算定する旨を記載する。

口要点、は画一的でなく，患者個々に応じた内容を記載する。

.記載例

症例・ 尋常性乾癖，診療開始日O年 1 月 25 日

診療計画作成済み(生活指導+薬物療法+紫外線療法。 血液検査，

パッチテストの結果で内服療法， 紫外線療法など調整)

3 月 4 日

S) 紫外線療法の効果はあまり感じられない。軟膏は継続しているが，頭

皮なのでつけづらい，うまく塗れていない。簿み(+1+).フケが多

く人目が気になりストレスが強い。淳み止めの内服は眠くなってしま

い仕事に支障をきたすので. 3 日間服用して中止した。副作用的なも

のは感じられない

0 ) 前回検査結果.パッチテスト(一) . 1 9 E ( 一 ) .ア卜ピー鑑別試験

(一 ) . 抗核抗体(基準). 一血学，生化学内容省略一

〈検査結果伝票貼付〉

患部.右頭部の皮膚のほぼ全面~頭部の生え際まで。範囲の縮小なし。

A. P) アレルギ一反応なし。感染などの副作用なし。

日常生活の改善と外用療法 (00軟膏 1 日 1 回塗布) . 紫外線療

法2 回/週。 1 か月後に再調撃。 半年後に血液検査予定。

内服 (0口パタ ジン)中止。 外用 do

皮膚科特定疾患指導管理料

十分な睡眠と規則正しい生活。過労・ストレスを少なくする努力を。

食事はバランス良く，野菜や果物を入れて摂ること。

シャンプー・ リンスを刺激性の少ないものヘ変更。

皮膚の乾燥を避け， 清潔に保つ。

※ l 皮 l商科特定疾患指導管理!

料( 1 ) の対象疾患 : 天抱

泊，類天抱lii. エ リテマトー

デス(紅斑性 4良宿}，紅皮

症，尋常 1'1乾癖挙総 JEl抱

症， 先天性f!.~鱗癖，類乾獲~.

扇平苔括.HÉぴに結節性癖疹及

びその他のjl\'ij套(慢性型で経

過が 1 :年以上のものに|浪る)

皮膚科特定疾患指導管理料

( rr )の対象疾患 .帯状癒

疹， じんま疹， ア トピー性皮

膚炎 ( 1 6級以上の ri!:1者が縦

患 している助合に |浪るに尋

常性白斑，円形脱毛症. Jlr.漏

性皮J荷炎。 ただし，アトピー

性皮府炎については，外用療

法を必要とする場合に限る

( l 診療計画を作成 し， EE点

を言自証します

( 2 変更などがあったら，都

度，診療計闘の要点を記載し

ます

( 3 当該管型料をZ草定する旨

を記』餓します

( 4 指導内谷の主主点を記il誕し

ます
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8001 
8001 

特定疾患治療管理料 r9J 外来栄養食事指導料
特定疾患治癒管理料 r11 J 集団栄養食事指導料

外来栄養食事指導料及び集団栄養食事指導料は，対象となる患者に対 して，

医 r:mの指示に基づき，管理栄養士が僚主主のための栄養指導等を行った場合に算

定できるものです。

(外栄) ※外来忠者 ー l (集栄) ※外来及び入院患者

-厚生労働大臣が定める特別食 - 厚生労働大臣が定める特別食

を医師が必要と認めた者 を医師が必要と認めた者

対象!J:l者
- がん患者

-摂食機能又は I~!!~下機能が低下
した患者

-低栄養状態にある h!:l者

-患者ごとに， 実~l虫 ・ 非'i\五[{，YJ成，蛋白質，脂質その他の栄養素の
指示内容 it， 病態に応じた食事の形態等に係る情報のうち医r:mが必裂と

認めるものに閲する具体的な指示

指導者 当該保険医療機I~Iの管理!栄養士 2

人数 R患者ごと 複数の患者( 1 回= 1 5人以下)

- 患者ごとに食事計画家等を交 .40分を超える指導

指導内容
イ寸誌 3

-初回は概ね30分以上. 2 恒| 目

以降は概ね20分以上の指導

指導の首itれ等は， 次のよ う に な り ます。

|①医師の指示 |司②管理栄養士が食事計画を作成 ・ 交付 |司直重E

(カルテへ記載栄養指導記録に記誠)

診療録に管理栄養士への指示事項を記載するほか，指導実施日にはその旨を

記載 します。 ま た ， 患者ごとの栄養指導記録を作成 し，実際に行われた指導内

容及びJI寺 |尚も記載 しておかなければなりません。 さら に，外来栄養食事指導の

羽合は初回指導l時や計画変更!時には食事音| 匝iを交付する必要があります。

胆規定[記載]

|翠 r:m は， 診療録に管沼!栄俊一|ゴへの桁示 'JU(i を記減する。 ま た ， 1~{型Il栄主主士

は，患者ごとに栄養指導記録を作成するととも に， 指導内容のWi J ，'，(]J;..び指導!日t

川 を ，îc ， liXする。

.記載等のポイント

〈診療録〉

口管理栄養士への指示事項を記載する。

口必要カロリー量， 塩分制限， タンパク質量，脂肪摂取量などを具体的に

記載する。

口初回指導時や計画変更時には食事計画を交付する。

口当該指導料を算定する旨を記載する。

〈栄養指導記録〉

口患者ごとの栄養指導記録を作成する。

口指導内容の要点(具体的献立など)及び指導時間を記載する。 この場合

は画一的でない記載であること。

※ l 入院患者には 「入院栄鐙

食事指導料j が規定されてい

ます

※ 2 管理栄養士は常勤である

必要はなく ， 要件に適合 した

指導が行われていればP:ìÊで

きます

※ 3 初回の食事指導や食事言 |

画を変更する場合等は， !J.\者

の食事指導に係る理解のため

に食事言 1 IT!lî等を必ず交付する

必要がある (平24.4 .20医療

訴事務ìili絡)



90 第2章特掲診療料第 1 部医学管理等

.記載例

症例・ 2型糖尿病， 40歳，外来栄養食事指導

初回指導時に食事計画を交付済み(食事計画控え添付)

8 月 8 日

S ) 食事指導の内容に合わせた調理に慣れてきた。 身体が軽くなった感じ

がする。

これから旅行や飲み会が続き， 外食が多くなるので心配。

毎日の血圧は薬を忘れずに飲んでいるので安定している

0) B P ・ 145/110 P : 90 

本日血液検査 ・ x -P実施，即日結果説明済み (検査結果添付)

検査結果内容省略

X-P (n p) 
A , P) 内服は極力低めで維持し，食事療法， 運動など日常生活改善を主

とする

処方do 次回 1 か月後来院食事指導 9/5予約

特定疾患療養管理料 一指導内容省略ー

外来栄養食事指導料 (2 回目以降)

指示変更なし( 1 日の必要量: エネルギー所要量 2，400kcal ， 糖質 最

低150g，脂質 50~70g ， タンパク質最低60g，塩分制限 6g以下)

〈栄養指導記録〉

8 月 8 日 外来栄養食事指導実施時間 10:00-10:35 

指示変更なし( 1 日の必要量: エネルギー所要量 2，400kcal，糖質 最

低150g ， 脂質 50~70g，タンパク質最低60g，塩分制限 6g以下)

※献立及びカロリ一計算衰を持ってきてもらい確認=キカロリ一等オーバ

ーな日の代替献立を提示し説明

#毎回 : 主食 1 品， 主菜 1 品，副菜 2品を目標に揃える

#間食制限(食間は3時間以上あける， 食べるなら野菜など血糖あ

げにくい物)

※外食の主なカロリー及び栄養成分表を渡し， 旅行・飲み会の対策を説

明する。

( l 食事苦I-j函を交付します

( 2 当該指導料をf):定する旨

を記1l占 します

( 3 管理栄養士への指示事項
を， 必要カロリ -Q， 底分i!iIJ

|浪， タ ンパク質fîL 脂肪桜i収

益など具体的に記載します

( 4 患者ごとの栄養指導記録

を作成します

( 5 指導H抑制を記載します

( 6 指導内容の主主点(具体的

献立など) を記紋 します
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8001 特定疾患治療管理料 r12J 心臓ペースメーカー指導管理料

心臓ペースメーカ一指導管理料は，体内植込式心臓ペースメ ーカ _~::' I を

{史用してい る外来患者に対して，ペースメーカ一等のパルス 1I1阿，スパイ ク 1m

隔，マグネットレー ト，刺激|制直， !山込書事の機能指標を計 ìf!iJするとともに，療

養上必要な指導 、 ど を行った場合に月に I ITII に |浪り算定できるものです~<~ 。

電気|徐制u動部， - 11寺的ペーシング装位，ペースメーカー機能計測装置(ペーサ

ーグラフィー，プログラマー等)等を有する保険医療機関で算定 します。

植込型|徐調n重IJ f恨の導入期や移行JUJへIJII算，述隔モニタリングに対応した体内

植込式心臓ペースメーカ一等を使用している患者に対する加算などがあります。

.規定[記載]

計測した機能指標の値及び指導内科の~点を診療録に記載する。

胆記載等のポイント

口当該管理料を算定する旨を記載する。

口計測した機能指標の値(電池電圧，リー ドノ抵抗， ペースメ ーカーの作

動状況など)を記載する。

口指導内容の要点を記載する。

.記載例

症例徐脈頻脈症候群. P M 1 (DDD 50-120) 

4月 20日

S ) 特に問題な し。 5/1 -5/7の連休はハワイヘ家族旅行を予定。 ホテルで

はなく，コンドミ二アムに泊まる。

0) 創部: clear 

ECG : sinus ApVs. Vp 

CXR: リ ー ド著変なし

設定

抵抗

A 

507 

V 

468 

悶値 1 .2V /O.4ms 3.2V /O.4ms 

波高値 4.1mV 3.3mV 他省略

※ l 特定保険医療材料のペー

スメ ー カー，柏込製 |除制御j

#:{，問主主ペーシング機能付き

収i込型除却n動部及びおm~~自

動除制n重lJ í慌を指します

※ 2 心臓ペースメ ーカ -，1，心者

等の指導管理については， 関

係学会より f[{M事項が示され

るので， これらの事項を十分

参考とすべきものです

※ 3 プロ グラム変更に要する

1州市定点数に含まれます

。 植込型除調n出Yil:{移行JUI力II P:

を算定したILj合は， 活用型自

動除制n動部の使H1 IJf1始日及び

該当する算定婆件を診療報酬

明調n舎の摘嬰側に記E俄します

PM 1 =pacellla k巴r irnplanlation 

ペースメ ーカー船え込み術

( l 算定点数及び加1平等のた

め，該当する術式や術日など

を明確にします

( 2 討 ìl]lJした機能指標のイl自を

吉日11誕 します

A. p) Vpacing 1 .0msヘ変更しでも閥値改善なく. Auto Capture ( 3 計測値に基づくプランを

O.4msの方が電池消耗少ないため経過観察する方針とした。 I 記載 します

心臓ペースメーカ一指導管理料(口 )

-日常はいつもの留意点を忘れずに。脈の自己チェック。異常があれば

連絡のこと。

-旅行について ・ 金属探知機にとどまることは危険。 空港では， あらか

じめペースメーカ一手帳を提示して誘導を仰ぐ乙と。強力な磁場の発

生する場所には不用意に近つかないように事前に調べてい く こと。疲

れすぎないよう注意して， 十分な休養をとりながら楽しむこと。

・運動・入浴についての注意事項 など

( 4 当該管理料を1平定する旨

を百出版します

( 5 指導内容の袈点を記載 し

ます
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8001 特定疾患治療管理料 r13J 在宅療養指導料 図

在宅療養指導料は， r在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理!を受けてい

る患者」又は「器具(人工j江戸l，人工勝!凶， 気管カニューレ，留置カテーテ

ル， ドレーン等)を装着していて，その管理に配慮を要する外来患者j に対し

て， 医師の指示に基づき， 保健(mi，助産師又は看護師がお 在宅療養上必要

な指導を個別訂 2 に行っ た場合に算定できるものです3日。

指導の流れ等は， 次のようになります。

|①医師の指示 | 判①保健師，助産師又は看護師が指導 |

(カルテへ指示内容を記載療養指導記録に記載)

診療録に看護師等への指示事項を記載するほか，指導笑施日にはその旨を記

載します。 また，患者ごとの療養指導記録を作成し， 実際に行われた指導内容

及び時間も記載しておかなければなりません。

胆規定[記載]

医mli は， 診療録に保健師，助産師又は看設師への指示事項を記載する。

眉記載等のポイント

〈診療録〉

口当該管理料を算定する旨を記載する。

口医師から保健師，助産師又は看護師への指示事項を記載する。

〈療養指導記録〉

口患者ごとの療養指導記録を作成する。

口指導の要点及び指導実施時間を明記する。

口責任の所在を明らかにするよう保健師，助産自市又は看護師の実施者氏名

を記載する。

.記載例

症例:直腸がん，人工ßI門造設患者

6 月 1 B 

S) 人工厄門の周りが，ただれることあり。パウチ交換がうまくいかない。

0) 人工庇門周囲に皮膚のびらん軽度。そのほか全身状態良好，食欲もあ

り。

A , p) 月 1@]の在宅療養指導を継続。本日指導実施。

在宅療養指導料

看護師への指示事項 :ス卜ーマの状態の観察， ì.先腸等管理方法の教育，

皮膚保護剤の使用，補助器具の使用法

〈療養指導記録〉

6 月 1 日在宅療養指導 実施時間 14 : 00-14: 45 

指導内容の要点、 省略

指導実施者 O山 O子(署名)

※ l 療養の指導に当たる保健

間i ， U)J ilÈ伺i文は看諮問lは，訪

問看護や外来診療の診療祁ì l!iJ

を兼ねることができま喧

※ 2 個別に30分以上の指導

を行った防合に算定できま

す。 同時に複数の忠者に行っ

た場合や指導時間が30分未

満の場合には算定できません

※ 3 指導は患者のプライパシ

ーが配慮されている専用の場

所で行うことが必裂であり，

保険医療機関を受診した |際に

算定できるものであって怠

2誌において行った喝合には算

定できません

( l 当該管理料をp:定する旨

を記紋します

( 2 看護朗I等への指示，jHNを

記載します

( 3 患者ごとの療養指導記録

を作成します

( 4 指導の要点及び指導実施

1時間を記il世します

( 5 実路者の氏名を記ilましま

す
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8001 特定疾患治療管理料 r14J 高度難聴指導管理料

高度難聴指導管理I料は， 対象患者に，耳1;.;\1 1問|喉科の常勤医師が，耳t:;\ 1I悶 II!長科

学的検査の結果に基づき療養上必~な指導を行った場合に算定できます :: 1

直夏室主己
1< 328人工内耳柚込術を行った患者

伝一首性剣H憾で両耳のl徳力レベルが60dB以上の場合

混合性難l隠の慾者

!惑音性刻H偲の患者

.規定[記載]

指導内容の~点を診療録に記峨する。

.記載等のポイント

口当該管理料を算定する旨を記載する。

口 K328人工内耳植込術を行った患者については，その旨及び手術臼を

明確にする。

口検査の結果に基づいた指導内容の要点を記載する。

.記載例

症例，高度感音性難聴(人工内耳植込み術を行った患者)

手術日 O年10月 3 日

11 月 1 日

S) 痛み(一) . 随分なれてきた。感度も良く気分も良い。

12月に健康診断がある

0) 耳鼻科的検査， 聴力検査(正) ー検査結果省略

人工内耳の調整

A. P ) 定期検査で， 随時， 内耳調整。リハビリテーションを継続的に行

つ

高度難聴指導管理料

-注意点 :MRI 検査・ 電気メス・神経刺激装置などでは制限があるの

で， 他医療機関受診時に人工内耳植込み患者であることを告げるよう

に。電子レンジなど日常生活の調理器具では影響がない乙と

-リハビリテーションに定期的に通うこと

※ l 人工内]司 植込術を行った

患者については. 1 iか月 に l

回を限度として，その他の患

者については 1 [i'i] に限っ て算

定できます

( l 当該管迎料を算定する旨

を言e，1誕 します

( 2 検査結果に基づいた指導

内容の要点を記放します
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8001 特定疾患治療管理料 r15J 慢性維持透析患者舛来医学管理料

慢性維持透析患者外来医学管理料は，安定した状態にある慢性維持透析患者引

について， r特定の倹食J ， '， " の結果に基づいて計図的な治療管理を行っ た場合

に算定できるものです芯 3 。 この特定の検査は，当該患者に頻繁に行うであろ

う尿検査， 血液検査， 心電図検査やx- p などで， 管理料に含まれ別に算定で

きません。

.規定 [記載l

診療録に 「特定の検任j の結果及び計画的な治療管理の要点を記載する。

.記載等のポイント

口 「特定の検査J の結果を記載する。

口計画的な治療管理の要点を記載する。

口当該管理料を算定する旨を記載する。

胆記載例

症例:慢性腎不全， 高血圧，糖尿病

血液透析患者 導入日 O年11 月 2 日

2 月 20日

S) 吐き気(ー)，倦怠感(:t) ，頭痛(:t).食欲(+ )，関節痛(一 )

K T : 36.9 B P : 120/80 p: 70 

会社の上司・同僚も，病態や治療方法，通院のパターンや注意点など

にもなれてきた。

※ l 安定した状態にある慢性

維持透析J!\者とは， 透析導入

後 3 か月以上が経過し，定期

的に透析を必裂とする外来J!\

者をいいます

※ 2 慢性維持透析患者の検査

の実施に当たっては. IMI係学

会より傑準的な検査項目及び

その頻度が示されています。

それらを踏まえ強者管理を適

切に行うことが必要です

※ 3 月 l 回に |浪り釘定できま

す

0) 肝機能 (正常).尿素窒素 (35mg/dl 中等度上昇).クレアチン | ( I 特定の検査の結果を吉凶器

(1.5mg/dl). K (5.0meq/し) ， C A (1 0.5mg/dl) , P (2.5mg/ し ます

dl) , P T H ( 180pg/ml)，甲状腺機能(異常なし) ， 肝炎ウイルス

検査(異常なし) 他省略

胸部xp: 胸水貯留なし，心陰影f広大なし

心電図 :ST-T平坦，不整脈なし

A. P) 内服療法， 食事療法， 運動指導を継続。 I (( 2 結果罰咽lに基づく，計画

内服 do。食事指導 3/15次回来院に予約 | 的な治療管理の要点を記載し

HD: 週 3 回継続 | ます

慢性維持透析患者外来医学管理料 | ( 3 当該管理料を算定する旨

検査結果は異常値に近いので， 食事療法を確実に行うこと。 I を記載します

日常の注意事項を再確認。
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8001 特定疾患治疲管理料 r16J 晴息治療管理料「ロJ 端息治療管理料2

附息治療管理li料は. IIrru息治療管理料 l 川 と 11出息治療管理料 2 があります。

ともに附怠の外来患者が対象ですが. r I J は毎月の計画的な治療管理料であ
り. r 2 J は|吸入ステロイド薬服用の幼児及び高齢者に対する初回指導の費用
です。

l腕忠治療管潤!料 2 は 6 歳未満又は65歳以上の附怠の患者が対象です。 |吸

入ステロイド薬を服用する際に吸入補助器具を必要とする患者に対して 吸入

補助器具を患者に提供し*~ )J日薬指導等を行った場合に， 初回に !浪り算定で

きます。

この指導では. 1吸入補助器具の使用方法等についての文書を交付して説明す

ることが必要となります。 そ して， その指導内容の要点を診療録に記載します。

.規定 [記載]

指導に当たっては. 1\及入補助器具の使用方法等について文書を用いた上で、思

者等に説明し， 指導内容の要点を診療録に記載する 。

.記載等のポイン ト

口吸入補助器具の使用方法等について文書を用いた上で患者等に説明した

旨を記載する。

口指導内容の要点を記載する。

口当該管理料を算定する旨を記載する。

.記載例

症例 目指息. 68歳. 00タイド使用，初回説明。

3 月 1 日

p) ①療養指導(禁煙指導等).①処方追加 : 00タイドO工アゾールO

吸入用/ 1 回 50μgx 2 回/回 診察後は，夜から吸入開始。発作

時使用薬他省略，①吸入薬の使用方法説明。

療養指導

包括的呼吸器リハビリテーション :排療法，娠動法等，横隔膜呼吸， 口

すぼめ呼吸，呼吸体操， 歩行などの運動療法

その他指導事項 激しい運動は避ける。帰宅時必ずうがいをする。規則

的な生活をする。刺激物の摂食は避ける。

目指息治療管理料 2

[配布資料] メーカ一作成使用説明書。

吸入方法 : 吸入器の使用方法を間違えると効果が少ないことの説明。

実際に吸入練習をしてもらう。

※IN-CHECK (該当薬剤の適正吸気流速 25~60Ljmin) 

※アダプタ を装着せず，適正吸気速度でゆっくり吸える練習をする

測定値 l 回目 75Ljmin 2 回目25Ljmin

〈吸気流速の評価〉 使い方は大丈夫そうだ

〈吸入手技の評価〉 力一卜リ ツジの挿入など吸入手技については上手くで

きている
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※ 2 I吸入補助昔日具に係る質問

は所定点数に含まれます

( l 当該管理料を鈴定する旨

を記載します

( 2 文訟を交付して説明した

旨を明記します

( 3 指導内容の要Jaを記íl正 し

ます
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B001 特定疾患治療管理料 r18J 小児悪性腫嬉患者指導管理料

小児怒性腹筋患者指導管潤!料は，小児科を綴務する保険医療機関において，

恕性!医務五円 を主病とする 15歳未満の外来患者又はその家族;:: 2 に対し，治療計

画に基づき療養上必要な指導管店!を行った場合に算定できるものです ; . J 

治療計画を作成 し， その治療青l illiïの婆点及び実際に行った指導内容の要点を

診療録に記載 しておく 必要があります。

.規定 [記載]

治療計画及び指導内容の袈点を診療録に記載する。

.記載等のポイント

口治療計画を作成する。

口主病を明確にし，記載する。

口当該指導管理料を算定する旨を記載する。

口治療計画及び指導内容の要点を，以下の項目などについて記載する。

1 )治療内容 2) いたみ・副作用の緩和 3) リハビリ

4) 精神的サポート 5) 学習環境 など

ー記載例

症例 ・ 成熟B細胞性リ ンパ腫(主) ， 10歳，

治療計画作成済み(内容省略)

11 月 9 日

血液検査及びPETの結果説明。 母親と定期受診。

0) 胸部 ; 呼吸音正常

腹部;軟，平坦，肝牌腫なし

皮膚;皮疹なし

頭部;リンパ腺腫脹なし

検査結果 ;WBC (5.2) , HGB ( 13.9) , PLT (19.2) , RET 

( 17.9) , T P (6.2) , A L B (4.8) , T B 1 L (0.5) , A S T 

(36) , A L T (43) , C r e (0.28) , B U N ( 11 .1), N a 

( 143) , K (4.3) , C し ( 106) ， L 0 (206) , T C H 0 

(160) , C R P (0.03) <検査伝票貼付〉

精神的には，納得して治療を継続する心構えができている。

A) 前回MRI 再発なし。新病変なし。

※ l 対象疾患小児悪性極

綴，白血病又は悪性リンパ腹

※ 2 家族に対して指導を行っ

た場合はよ1者を伴った場合

に II[~ り算定できます

※ 3 月 l 回に限り算定できま

す

( I 主病を明確にします

( 2 治療計画を作成し，その

裂点、を記;1告します

( 3 家族に対して指導を行っ

た場合は，その旨を記載しま

す

P) 経過観察，次回肝機能検査再検査，数か月後に PET を。 I ⑨ '1 ìt.需要吉 I'illii変更の可否や指

プレドニン錠 5mg内服継続。 I 導内容の要点を記載します

痛みが出た場合は，鎮痛剤を服用のこと。収まらない場合は，早期に

受診のこと。

不安を解消し， 自分らしい自立を促す。

食事はバランス良く，時間をかけてゆっくり と。

感染の予防。

運動能力を維持して，廃用にならないようにできるだけ歩きましょう。

その他何かあれば，相談センターヘ。

小児悪性腫蕩患者指導管理料 ( 5 当該指導管理料を算定す

る旨を記，1査します
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8001 特定疾患治療管理料 r20J 糖原病合併症管理料

制尿病合併症管理料は，高M尿病足病変ハイ リ スク要因;: ; ] を有し. 1去 f:mが糖

尿病足病変に限lする指導の必袈性があると認めた外来患者3ii 2 に対 し て，医r:m

又は医師lの指示に基づき， 看殺 f:日j '* :i が指導を行 っ た場合に算定できるもので

す

指導に当たっては，糖尿病足病変ハイリ スク袈囚に l期する評自lIiを行い，その

結果に基づいて指導計画を作成しなければなりません。 結果評何Ii.指導計四及

び指導内容は，診療録文は療養指導記録に記載が必要です。

①ハイリスク要因の評filli =争②指導の必要性ありの決定=争①指導計画i作成功④

記録=争⑤指導=キ⑥記録

直霊8;!W.. 9 1 . . .. ..1 回30分以上

1 1~ll4 r;tJ~ 1......爪甲切除 ( 1焔入爪. 11山手爪又は爪白糠等に対 して麻酔を裂 し

ないで行うもの).角質除去，足浴等を必要に応じて実施す

るとともに，足の状態の観察方法，足の清潔 ・ 爪切り等の足

のセルフケア方法，正しい靴の選択方法についての指導

.規定[記載l

- 看諮問Iに対して指示を行った医師は， 診療録に肴諮問lへの指示事項を記載す

る。

・ 当該管理を実施する医師又は看謎仰は， 相If}ポ11~!J:!.病変ハイリスク ~ I};I に Wlす

る ~;I( fllli結栄，指導言1・画及び;);f !jÍ!iした指導内科を診療録又は療養指導記録に記

， 1配する。

.記載等のポイント

口評価結果に基づく指導計画を作成する。

口評価結果，指導計画を，診療録又は療養指導記録に記載する。

口看護師ヘ指示をした場合は， その指示事項を記載する。

口実施した指導内容及び指導時間を，診療録又は療養指導記録に記載する。

口当該管理料を算定する旨を記載する。

※ l 該当する要因: ①g消

滅，足制 ・ 下肢切断既11. ②

閉塞性動脈硬化症， ③粕尿病

神経|路筈

※ 2 当該管理~料では，迎|流す

る患者のことをいい，在宅で

の療主主を行う患者を除きます

※ 3 専任の常勤医師l又は当該

医師Iの指示を受けた専任の'ltt

~1}J石諮問lで、なければなりませ

ん

.ifr 1t\JJ医 r:í!iについては品!3 

日以上常態として勤務してお

り，かつ，所定労働時11\1が迎

24時間以上の勤務を行 っ て

いる専任の非常勤l宏 (:jli (制尿

病治療及び糖尿病足病変の診

療に従事した経験を 5 1:1::以上

有する医師Iに限る)を 2 名以

上組み合わせることにより ，

常勤医師の勤務H寺|品MIl- と閉じ

H寺間帯に当該医師が配i白され

ている場合には， 当該 2 名以

上の非常勤医師がiilijj~ して当

該管耳目料に係る指導を実施し

た場合に |浪り ， 常1fi}J~r:iJiの配

1ì'l &~ìWを満たしているものと

しての一定できます

※ 4 月 1 @1に l恨り n定できま

す
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胆記載例

症例 2型糖尿病，閉塞性動脈硬化症

検査結果及び評価結果省略

3 月 3 日

治療計画 : 内服治療 ・イ ンスリン自己注射， 血糖コントロール，

運動療法，食事療法詳細省略

S) 食事は昼食の総菜パンからサンドイツチヘ変更した。 足先は冷える。

手先の感覚が鈍い。禁煙・禁酒は続いている。 下痢(ー) 便秘(ー)

0 ) 足背動脈 - 右良好，左触知不良

左下肢のしびれ ( +) 痛み (i:) 潰穆 ・壊痘性変化(一)

血糖自己管理ブック:ぱらつきあり

検査結果:随時血糖 130mg/dl HbA 1 C 6.9% その他異常

なし

A , P) 内服継続・インスリン自己注継続(詳細省略)，血糖値測定を 1

日 2 回ヘ増加し，次回処方検討。

次回 4/5 : 足関節上腕動脈血圧比 (A B 1 )，下肢超音波予約

合併症管理担当の看護師ヘ指示 経過観察し，足浴と可能であれば爪

切り実施。その他日常の状況を確認すること。

糖尿病合併症管理料

〈療養指導記録〉

3 月 3 日 糖尿病合併症管理指導 10 : OO~ 1 1 : 00 看護師00

(足の状態)両足ともに世先までむくみを認める。 E止先の冷感を認める。

(処 置) 足浴。 爪切り:軽度伸びている部分のみ整える。

(その他)毎日洗剤で足を洗う乙と。保湿斉lJを使用する乙と。傷など無い

か皮膚状態を確認し，異常があれば医師に相談のこと。

本人自身が行うケアは難しいため，日々の足浴や軟膏塗布，ク

リ ームで皮膚の保護など娘さんの介護が重要。 娘さんへの精神

的サポートも必、要と恩われる。次回は娘さん同行で来院するよ

う伝える。

( l 糖尿病の診断名かつハイ

リ スク要因のいずれかの診断

がさ れて いる必要がありま

す。 疑いのみでは算定できま

せん (平20.5.9医療課事務

述絡)

( 2 割引li結果及び治療昔I TIlliを

記\1誕し ま す

( 3 看護側へ指示をした場合

は， その指示事項を記載 しま

す

( 4 当該管理!料を算定する旨

を言己íI誕 します

( 5 実施した指導内容を診療

録文は療養指導記録に記載し

ます
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B001 特定疾患治療管理料 r21 J 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料

耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料は， 耳鼻咽喉科を桜傍する保険医療機関にお

い て， 耳鼻咽喉科を担当する医師 l が，対象慰者に対 して，言 I.iillî的な医学管

迎!を継続 して行い， かつ，療養上必要な指導を行った場合に算定できるもので
す号、

診療計画を作成 し， その計画内容及び実際に行われた指導内容の要点を， 診

療録に記載する必要があります。

団蓋重重日 ・… 1 5歳未消iの渉出性中耳炎の外来j時であ って下記のもの

. 発症から 3 か月以上選延している

- 当該管理!料を算定する前の 1 年間において 3ml以上繰り返 し発症 している

眉規定 [記載]

診療音|匝i及び、指導内容の袈J~を診療録に記載する。

胆記載等のポイン卜

口発症日を明確にします。

口診療計画を作成し，記載する。

口指導内容の要点を記載する。

.記載例

症例:両側性持参出性中耳炎， アレルギー性鼻炎， 5 歳

発症日O年7 月 19日

※薬物療法後に通気療法， 経過観察中。

11 月 5 日

S) 母親と来院。 聞き返しが多くなった。 ぼーっとしていることあり 。

0) 耳痛(:t) ， 耳漏(:t)口蓋肩桃異常なし

チンパノ メ トリー :B型

聴力検査 : R (40d B) , L (45d B) 

A , P) 遷延し， 指導管理実施。鼓膜換気チューブ留置術も検討か。

母親に手術について説明をする。

※ l 耳鼻咽喉科を専任する医

削lが指導管理を行った場合に

限り釘定できます。

ただし，耳L:，\l1闘 l校科にアレ

ルギー科， 気管食道科及び小

児耳L・，\ 11困 l喉科を併せて楳拐す

る場合については， これら を

担当する医師が同一であっ て

も算定できます(平20 . 7. 10

医療課事務述絡)

※ 2 月 1 回に限り n定できま

す

( l 発症日をl別般にします

耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料 | ( 2 当該指導管理!料を算定す

・学業に差し障りがあるので手術を検討する旨と ， これから指導管理を | る旨を記載します

行っていくことを説明し了承。 パンフレツ 卜焚付。

-治療予定 耳管通気+検査+経過観察。来月の状況で， 鼓膜換気チユ | ( 3 診療計画を作成し，記載

ーブ留置術又は非手術にするか検討する。 それまでは通気と鼻炎の治 | し ます
療のみで経過観察。

・ 本日 ， 母親に術及び術後についての説明を行う。 説明内容省略

(指導内容)

・発熱や耳漏が多く なったりしたら急性中耳炎が疑われるため来院する0

.日常生活への注意 : 鼻水をすすらない乙と。 風邪など引かないように

注意すること。鼻を強くかまないこと。 治療を中断しないこと。等

・子どもの状態をよく観察しておく。

-先生に伝えて， 園での状況をよく教えてもらう。

( 4 指導内容の袈点を記載 し

ます



100 第2章特掲診療料第 1 部医学管理等

8001 特定疾患治療管理料 r22J がん性痩痛緩和指導管理料

がん性終痛緩和指導管理!料は，がん性終痛の症状緩和を目的として麻薬を投

与 しているがん患者に対して ， rWH O方式のがん性終痛の治療法J ;;" 1 に従っ

て，副作用対策等を含めた言 1"1函的な治療管理~を継続 して行い， 療養上必要な指

導を行った場合 ・ 2 に算定できるものです 3 。 指導を行い，麻薬を処方 した日

に算定します。

指導には，薬剤lの効果及び副作用に関する説明，終痛|時に追加する臨時の薬

剤lの使用方法に関する説明も行う必袈があります。

.規定 [記載]

麻薬の処方市Iの終痛の程度(終痛の強さ，部位，性状，頻度等)，麻薬の処

JJ後の効*判定，副作川のイ刊tt 治療言 I" li!il及び、指導内容の要点を診療録に記載

する。

胆記載等のポイント

口治療計画を作成する。

口治療計画及び指導内容の要点、を記載する。

口下記の内容を記載する。

-麻薬の処方前の終痛の程度(終痛の強さ，部位，症状， 頻度等)

・麻薬処方後の効果判定

- 副作用の有無

口当該指導管理料を算定する旨を記載する。

.記載例

症例 . 治療計画作成済み(内容省略)

.QOLの改善には必要であることへの理解， 薬剤使用に関する説

明済み

・オピオイ ド開始にあたっての懸念についてカウンセリング済み

6 月 1 7日

ご主人と来院。 定期指導と処方。

A , P) 痛みを我慢している時間帯が長い印象あり 。 オOシコンチン00

mgでコントロール継続。 オキノOムはほとんど使用されていない様子

だが日 1 回ベースで処方しておく。

がん性終痛緩和指導管理料

(痛み評価) STAS-J : 2 

常時痛いわけではな く ， 普段は痛みがない。 突出痛が 1 週間

に 5 回程度ある。 咳をするとそのときにも痛みがあり ， 咳が

ひどいのは 1 日で 2回程度。

(処方) オピオイド : オキシコンチo 2x 

レスキュー : オキノOム屯用

補助薬 Oサプリド 3x 

(副作用) 胃もたれ : 0サプリドを処方。 オピオイド 便秘なし，幅気

なし

(計画変更) なし

※ l がんの痛みからの解放ー

W H O方式がんの終術治療法

第 21坂

※ 2 緩和ケアの経験を有する

医師 (緩和ケアに係る研修を

受けた者に限る ) が行います

※ 3 月 l 回 |浪りの算定です

(参考/Wlー1 0 方式がんの終術

治療法)

鎖Iiîí薬の使い方 5 つの基本原

則

J ) 可能な1lI"~り飲み薬で治療

2 )痛みに応じた薬の使用。 選

択基準は rWHO三段階除術

ラダーj の階段図。 痛みの強

さで第一段階から第三段|騒が

ある

第一段階級J真 ; 手 lõオピオイ

ドjj'j昂i毅:t$i'Hìií布Iì助薬

第二段階 : 絞皮~中等度 : ~W; 

オピオイド

第三段階 : g:l ~Jj度~強度 : 強

オピオイド

3 ) 側 々の摘みが消えるilI

4 )定11寺/JI~ffl

5) 1 ) から 4 )をふまえ，調11

かい配慮をする

( l 治療計画を作成し， 薬剤

使用について説明 します

( 2 当該指主事管理!料をn:定す

る旨をdê紋します

( 3 麻薬処方後の効果判定を

都度行い，記載します

( 4 副作用の有無を都度行

い， 記載します

( 5 治療音| 匝iについてを記11出

します
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8001 特定疾患治療管理料 r23J がん患者指導管理料
「イJ 医師が看護師と共同して診癒方針等について話し合い，その内容を文書等

により提供した場合
「ロ」医師又は看護師が心理的不安を軽減するための面接を行った場合
「ハJ 医師又は薬剤師が抗悪性腫窮剤の投薬又は注射の必要性等について文書に

より説明を行った場合

がん患者指導管理料は，悪性眠妨と診断され継続して治療を行う j心者に対し

て，患者の同訟を得た上で，診療方針等の説明・相談，面接，薬剤使mに |刻す

る説明・指導を行った場合に算定できるものです、バ 。 指導等の笑施者及び内

容によって. rイ J r ロ J rハ j と分かれています。 算定に当たっては，必裂に

なります。

|¥ 「イ J 「 ロ」 「ハ j

m;~性!節減と診断された fß1.性 )回協と診断された 悪性!臨場と診断された

患者であって継続して E患者であって継続して 患者であって継続して

治療を行う者 治療を行う者のうち， 抗悪性l医務剤を投薬又

対象患
STAS-j (STA は注射されてい る者
S 日本語版 .;. ~ で 2 以 (予定を含む)

上の項目が 2 項目以上
者 該当する者，又は DC

S (Dicisional 

Conflict Scale) 40点

以上のもの

君阿主; 必要 必弘{ 必~

-がん診療の経験を有 -がん診療の経験を有 - がん診療の経験を有

する医師及びがん忠 する医f:iJi又はがん懲 する医師i又は抗恕性

実施者
者の看護に従事 した 者の看護に従事 した !極湯WJに係る業務に

経験を有する専任の 経験を有する専任の 従事した経験を有す

看護削j"' '' 看諮 r:iJi る専任の薬剤Jf:ili

. i也宜必要に応じてそ -適宜必wlに応じてそ -適宜必要に応じてそ

の仙の職種と共同 の他のJIi\\l'Jìと共同 の他の職稲と共同

診断結果及び治療方法 身体液状及び精神症状 (抗悪性)Jill j広剤の投薬

等について患者が十分 の評 {illi 及び対応，病 若しくは注射の 1m始日

に耳I!解し，納得したー|二 状， 診療方針， 診療言 | 前30日以内， 又は投

で治療方針を選択でき 画. EI 'ifi生活での泊:怒 薬若しくは注射をして

るよう に説明及び相談 点等の説明，患者の必 いるj羽聞に |恨る)

要とする情報の提供， 薬剤の効能・効果. )I~ 

容等内
意思決定支媛，他1111門 用方法，投与計画， 111リ

との述絡及び調強等 ， 作用の種類と その対

!患者の心耳目的不安を il霊 策， EI'ij?生活での注怒
滅するための指導，;， '1 点，副作用に対応する

薬剤jや医療用麻薬等の

使い方，仙の裁を服用

している場合は薬物相

互作用等について文訂

により説明

患者の心理状態に十分配慮された環境で行う

※ l 患者の十分な里llWiが御ら

れない場合又は!.H者の怒RHが

確認できない場合は，算定で

きません。 また. !J:l者を |徐く

家族等にのみ説明を行った場

合も鈴定できません

※ 2 日本ホスピス・緩和lケア

研究振興財団(ホスピス財

団)の fSTAS- .1 (ST 

AS 日本語版)スコアリング

マニュアル第 3 版J (ホスピ

ス財団ホームページにHJdiX)

に沿って市首iIJ を行います

※ 3 診断結果及び治療方針の

説明等を行う際には両者が同

席して行わなければなりませ

ん

※ 4 患者の型Hfl干に Eをするた

め，必要に応じて文fl?を交付

するなど，分かりやすく説明

するよう努めることが必袈で

す
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¥ 「イ j 「ロ」 「ノ、 J

算定 患者 l 人につき l lTIl 盟、者 l 人につき 6 回 患者 l 人につき 6 回

- 指導内容等の要点を -指導内容等の要点を -指導内容等の要点を
診療録又は看説記録 診療録又は看護記録 診療録又は薬剤l管理

lこ記11誕 に記載 指導記録に記載

(看護師実施の場合) (薬剤師実施の場合)

- 患者の診療を担当す - 抗悪性l匝湯剤による

る医師iに対して，恵、 副作用の評価を行う

者の状態，指導内容 - 患者の診療を担当す

等について情報提供 る医師iに対して，指

等を行う 導内容，過去の治療

IIÆに関する患者情報

記載等 (患者の投薬歴，副

作用歴，アレルギー

歴等)，抗悪性服務

剤の副作用の有無，

JJ~禁状況，患者の不
安の有無等について

情報提供する

- 必要に応じて，副作

用に対応する薬剤，

医療用麻薬害事又は抗

恕性l陸湯河lの処方に
関する提案等を行う

胴規定[記載1 [添付]

「イ J 及び「ロ J : 指導内符等の要点を診療録又は看護記録に記載する。

「ハ J : 指導内容等の~!~J.を診療録又は薬剤l管理指導記録に記峨する。

E盟 「患者の 卜分な理解が得られない場合又は患者の意思が確認できない

場合は，算定の対象とならない。 」 とされているが，患者の十分な羽!

解が得られた場合又は患者の意思が確認できたことについて，態者の

署名がある文書等を必ずしも残す必要はない。 ただし， 患者の十分な

J!ll仰が得られたかを含め，行った話し合いの内容については診療録に

記似するとともに， 患者に対して文書を提供した場合には提供した文

， !?の写し を診療録に添付されたい。 (平22 . 3.29 医療課事務連絡)

E盟 がん患者指導管理料について， r当該患者の同意を得てJ となってい

るが， "ぷ者の同12を得ている旨をカルテ等に記録することで要件は満

たされる。 (平26.4.23 医療課事務述絡)

m.i.1 がん患者指導管理料の 「イ j には，がん患者指導管理料の 「ロ」 及び

「ハ j に係る指導が含まれることから，がん患者指導管理料の 「イ」

を算定した同一日 にがん患者指導管理料の 「ロ」 又はがん患者指導管

理料の 「ハj を算定するこ とはできない。 一方，がん患者指導管理料

の 「ロ J を算定した同一日にがん患者指導管理料の 「ハJ を算定する

ことについては，それぞれ患者の同意をとり， 指導内容等の要点を診

療録，看護記録又は薬剤管理指導記録に記録 した上で可能である。 ま

た，がん患者指導管理料の 「ロ J 及び 「ハ」について，それぞれ同一

日に複数回1平定するこ とは不可。 (平26.4.4 医療課事務連絡)

※ 5 当該!&\者について，

B005-6がん治療ìili携計画策

定料を算定した保険医療機関

及びB005-6-2がん治療述携

指導料を鈴定した保険医療機

関が，それぞれ当該カウンセ

リングを実施した場合には，

それぞれの保険医療機関にお

いて，患者 l 人につき l 回算

定できます。 ただし，当該怒

性lJill協の診断を l確定した後に

新たに診断された惑性服務

(転移性l店街及び再発性!血痕

を除く)に対して行った場合

は別にfI:定できます

。 平成30年改定において，

r 1 J → 「イ J ， r 2 J → 「ロ j

及び r3J → 「ハj に変更と

なりました。 編注を省略して

います



開記載等のポイント

口同意を得ていることを記載する(及び同意書があれば控え添付)。

口指導内容等の要点を，診療録又は看護記録，若しくは診療録又は薬剤管

理指導記録に記載する。

口患者の十分な理解が得られた旨又は患者の意思が確認できた旨を記載す

る。

口患者に対して文書を提供した場合には提供した文書の写しを添付する。

口当該指導管理料を算定する旨を記載する。

眉記載例

症例 1 転移性肝癌(乳癌) ， 同日に治療方針説明と看護飾の面接

8月 24日

A個室使用。がん看護専門看護師0000同席。

がん患者指導管理料「イJ: 同意あり。同意書控添付。治療法説明書交付。

S ) 右側腹部の違和感は変わらない。

0 ) 検査結果 CRNN: 0.76 AST: 16 ALT: 10 LDH: 268 血

糖: 101 AIC: 5.7 CRP: 0.30 Hb: 12.0 WBC: 6.7 

Pじr ・ 22.3

以上の検査を迅速実施し，結果を印刷して説明。 その他省略
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( l 患者の心理状態に十分配

隠された環境で行います

( 2 医師と看設r:i1iの阿者が同

席して行います

( 3 同怒を得ていることを記

îl世します

( 4 同窓脅があれば添付 しま

す

A , P) 転移性肝癌(乳癌)カンファレンスの検討結果を受けて. 治療方 | ⑨日 治療方量| や指導内容の嬰

針について説明。 二通りの方針を提示。家族と検討してもらい， 次回来 | 点を記載 します

院時に療法を決定し治療開始する。

①EC療法・ 内容省略

①ゼローダ療法 ・ 内容省略

。治癒が期待できる病状ではないこと。症状の進行を遅らせる乙とが治

療の目的であることをご理解頂く。 今後病状が悪化する可能性が高

く，その際は，行政の支援が必要であることを伝えた。この後，がん

看護師とのカウンセリ ングを希望するかどうかを尋ね，希望あり。 同

意を得る。

。商談指示 : がん看護専門看護師ム000

指示内容 : がん治療に伴い，心身の症状を生じています。 心理的不安

軽減のため，指導をお願いいたします。

STAS-J該当項目 (2 点・ 2 項目以上)

口不安 時に身体や行動に不安の兆候が見られる。

口病状認識.症状回復や長生きに自信が持てない。

〈看護記録〉

8 月 24日

B個室使用。相談者:本人。 面談者 : がん看護専門看護師0000

がん患者指導管理料 : 同意あり

主な相談内容 :生活上のことで気がかりなことがある。他省略

行政支援について説明し，次回カウンセリング時に市役所の担当者が同

席しても良いか尋ねる=争同席を同意。 他省略

※担当医師ヘ情報提供済み

( 6 患者の十分な型!鮮が得ら

れた旨又は患者の滋忠が確認

できた旨を記献します

( 7 看諮問lに指示した場合は

その旨及び内容を記n世します

( 8 看諮{副i との而談記録は，

看諮記録に記載し，担当医師i

へ情報提供します

( 9 指示を受 けた看設r.ilî との

面談は，がん!芯者指導管理料

の 「ロ j に該当しますが，

「イ」に は 「ロ J に係る指導

が含まれ， rイ」算定と同一

日に 「ロ j は算定できません
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症例 2 : stage 11虫垂癌切除後， (レジメン) mFOLFOX6-6か月間，

(コース数) 2 コース目 ， 薬剤師による指導

10月 10日

A , P) =争薬剤師ヘ指示 : 薬剤の効果効能，投与計画，副作用，日常生活

の注意点についてパンフレッ卜を用いて説明。

がん患者指導管理料「ハJ :同意あり 他省略

〈薬剤指導記録〉

10月 10日

C個室使用。 説明者 :薬剤師0000

がん患者指導管理料「ハJ : 同意あり

(P T より聴取)吐き気もなく，便秘も今のところ大丈夫。しゃっくり

が 2 日間 くらい， 1 日に 3~4 回起きた。何もしないと数十分続いた

が，息を止めるとおさまった。今のところ，薬は必要ない。のどのつか

えを感じた。

[患者への配布物]レジメン説明書

[指導内容(文書)] 薬剤の効能効果，投与計画， 日常生活での注意点，副

作用の種類とその対策，相互作用

[副作用の有無]

骨髄抑制:あり 白血球減少 Grade2 好中球数減少 Grade2

悪心 ・日直吐なし便秘 : なし 吃逆:あり Grade1 (1 コース目

day3) その他のどのつかえ Grade1

。治療スケジュール，予想される副作用(悪心・幅吐，骨髄抑制，末梢神

経障害， など)とその対策について説明し理解を得る。

※悪心PIiÏ吐:予防として 2 日目 3 日目にOゼア00錠とOカド口ン錠

が処方されているので， 吐き気がなくてもしっかりと服用するように

指導

※骨髄抑制 : 感染予防対策として，手洗い・うがいを励行するよう指導

※末梢神経障害 : 0ルプラットによる急性の末梢神経障害については，

冷却刺激により誘発されることがあるので，冷たいものを触る際は注

意するように説明した。また，投与を重ねると，慢性の末梢神経障害

が発現する可能性があるので，症状が発現した際には申し出るように

指導した。



特掲 B-21 ，特掲 B - 22 105 

8001 
8001 

特定疾患治療管理料 f24J 舛来緩和ケア管理料
特定疾患治療管理料 f24J 外来緩和ケア管理料

「注4 J 外来緩和ケア管理料 (特定地域)

外来緩和ケア管理料引 は， r緩和ケアチームJ による専門的な診療への割引i

です問。 対象患者に対して， 患者の同誌に基づき，外来において，綻状緩和lに

係る専従の 「緩和ケアチーム」による診療が行われた場合に算定できます元

団夏重重口…がん性終痛の症状緩和を目的として麻薬を投与している外来患
者かつ， j.客痛，倦怠感， \1干|倣困難等の身体的症状又は不安， 抑l

うつなどの精神症状を持つ者

|緩和ケアチーム |什…下記の 4 名から柿成される緩和ケアに係る専従のチ

ーム

ア 身体症状の緩和を担当する常勤医師 ロ

イ 精神症状の緩和を狙当する常勤医師'! .n (特定地域は非常勤でも可)

ウ 緩和ケアの経験を有する常勤看能川 特定地域は非常勤でも可)

エ 緩和ケアの経験を有する薬剤師1i '， 7

緩和ケアチームは， 初回の診療に当たり 患者の診療を担う保険医，看諮仰l

及び薬剤師などと共同の上，緩和ケア診療実施計画i書を作成します。 そして，

患者に計画書を交付し説明するとともに，その写しを診療録に添付しておきま

す。

なお，症状緩和|に係るカンフアレンスを迎 l 回程度開催しなければなりませ

ん。 カンファレンスには， 緩和 |ケアチームの桃成員及び必要に応じて， !llit者の

診療を担当する保険医， 看護削iなどが参加していることが必袈です。

胆規定[添付][記載]

. r緩和ケアチームj は初回の診療に当たり ， 当該E患者の診療を担う保険医，

看諮問i及び薬11IJ仰などと共同の上， rYj lJ紙様式 3J ".8又はこれに準じた緩和 l

ケア診療実施計画百を作成し，その内容を!患者に説明の上交付するととも

に， その写 しを診療録に添付する。

- 外来緩和|ケア管理料(特定地域)をね定する場合は， 指導管理の内科につい

て，緩和lケアチームの医師，看護f:m及び薬剤師の全てが診療録に記載する。

胴記載等のポイント

口緩和ケア診療実施計画書を項目に漏れがないよう作成する。

口緩和ケア診療実施計画書にはチーム全員の署名が必要である。

口緩和ケア診療実施計画書を患者等に説明し，署名入りの写しを添付する。

口同意を得ていることを記載する(及び患者の同意書があればその控え添

付)。

口当該指導管理料を算定する旨を記載する。

口症状緩和に係るカンフ ァ レンスを週 1 回程度開催し ， その記録を残す。

なお， 参加者名を明記する。

口 (特定地域) 指導管理の内容の記載は，医師，看護師及び薬剤師の全て

の分がなければならない。

※ 1 r特定地域J に所在する

保険医療機 |刻(特定機能病

院，前可病床数が400床以上

の病院， D P C 対象病院及び

一般病棟入|流基本料に係るIEil

I:Hにおいて急也 JUI一般入|旋料

l のみを届け出ている病院を

除く)にあっ ては，算定点数

は別に定められています。 ま

た，人員基準や記載しなけれ

ばならない内容が興なります

(特定地域→解釈 p275参照)

※ 2 院内の見やすい場所に緩

杭|ケアチームによる診療が受

けられる旨の掲示をするな

ど，患者に対して必要な情報

提供がなされていることが必

要です

※ 3 月 l 回 Ill~ り算定できます

※ 4 当該保険医療機関に緩和]

ケアチームが組織 |て l明稲にf~i

iEづけられていることが必裂

です

※ 5 ， ※ 6 ， ※ 7 ア又はイの

うちいずれかの医師I及びエの

薬剤師については，緩和ケア

に係る業務に闘し専任であっ

て差 し支えない

※ 8 r別紙総式 3 J →緩和Iケ

ア実施昔I. ji]jj諮 {(I的!釈 p 1178 

参照)
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8001 特定疾患治療管理料 r26J 植込型輸渡ポンプ持続注入療法指導管理料

植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料は， 植込型輸液ポンプ持続注入療

法(髄腔内投与を含む)を行っている外来!æ\者に ， 診察とと も に投与i立の確認

や調節など ' \ 療養上必要な指導を行った場合に算定できるものですメ ヘ

胆規定[記載]

指導内容の袈点を診療録に記載する。

.記載等のポイント

口指導内容の要点を記載する。

口症状に応じた適切な投与量を確認し，変更等行う場合はその旨を記載す

る。

口当該指導管理料を算定する旨を記載する。

胆記載例

症例:重度の痘性麻簿(脳性麻痔)

5 月 20日

S) 現在量で画くなっていた筋肉が，軟らかくなっています

0) Asworth Sca leの評価 2 

筋緊張なし

痛みはほとんどない

比較的よく眠れる

排尿もOK

パクロOェン 50μg/日

p) 症状も軽快しているので現在量のまま継続

3 か月後に再度確認しますので来院のこと。

急激な@縮の悪化(機器のトラブル等)がある場合は，救急外来を受

診のこと。

いずれ薬剤を充摸します。

(その他の指導内容)

圧力の変化・温度の変化に注意。

他医療機関受診時には，必ず当該療法を行っている旨を伝えること。

旅行前には受診して相談のとと。(薬剤の残量など)

植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料

※ l プログラム変更に要する

費用は所定点数に含まれます

※ 2 月に l 回に限り算定で

きます

( l 投与五十等 ， 状況を確認し

ます

( 2 変更等行う場合はその旨

を記jlまします

( 3 指導内容の要点を記載し
ます

( 4 当該指導管理料を算定す

る旨を記íl誕します
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8001 
8001 

特定疾患治療管理料 r27J 糖尿病透析予防指導管理料 図
特定疾患治療管理料 r27J 糖原病透析予防指導管理料

「注4J 糖尿病透析予防指導管理料(特定地域) 図

糖尿病透析予防指導管理料 ! は， r透析予防診療チームj による個別指導へ

の評何Iiです。 糖尿病の患者であって医師が糖尿病透析予防に関する指導の必要

性があると認めた外来患者“ に， r透析予防診療チームj が日本梢尿病学会の

「梢尿病治療ガイド」 等に基づき，生活習悦に |刻する指導等を個別 ::': 1 に笑施し

た場合に算定できます則。

E萱霊童]…糖尿病の外来患者のうち，下記のもの
・ ヘモグロビン A 1 c (J-IbAlc) が J D S 他で6. 1 %以上 (NG S P値で

6 .5%以上)であって， 粕尿病性腎症第 2 !VJ以上の患者(現に透析療法

実施者を|徐 く)

-内服薬やインス リ ン製剤jを使用 している者であって，糖尿病性腎症第 2

JVl以上の患者(現に透析療法実施者を除く)

巨璽亙罰・・患者の病j羽分類，食塩制限及び制制限等の食事指導，運動指

導，その他生活習慣に関する指導

| 透析予防診療チ ム ト ・・下記から構成されるチームれ

ア 糖尿病指導の経験を有する専任の医師

イ 糖尿病指導の経験を有する専任の看護附又は保健飢i

ウ 梢尿病指導の経験を有する専任の管理栄養士

指導の実施に当たって，透析予防診療チームは，梢尿病性腎症のリスク婆因

に関する前川lIiを行い，その結果に基づいて，指導計画を作成 します。

なお， リ スク要因に関する評側結果，指導計画及び実施 した指導内容を診療

録等に記載しておきます。 また，医師iは看護側(又は保健師)及び管理栄養士

に対して行った指示事項を診療録に記載しておきます

この管理!料を算定する場合は年間に当該指導管理料を算定した患者の人

数，状態の変化等について報告を行わなければなりませんので，その記録はと

ても大切です。

胴規定 [記載1

・看諮f:i1i (又は保健師)及び管理i!栄養士に対して指示を行った医問iは， 診療録

に指示 'J n兵を記載する 。

- 当該管理!を実施する「透析予防診療チーム」は， 糖尿病性腎症の リ スク要因

に関する評価結果，指導計画及び実施した指導内容を診療録，療養指導記録

及び栄養指導記録に記載する。

-糖尿病透析予防指導管理料(特定地域) を算定する場合は， 指導管理の内容

について， r透析予防診療チームj の医師，看設f:iIi (又は保他自:ïIi)及び管理

栄養士の全てが診療録に記; 1誕する。

. (オンライン医学管理料を算定する場合) r透析予防診療チーム」は， オンラ

イ ンにより実施した指導内容， 指導実施時1m等を診療録，療養指導記録及び

栄養指導記録に記載する。

.記載等のポイント

ロ リスク要因に関する評価結果に基づいた指導計画を作成する。対象患者

の要件となる 「透析を要する状態となることを予防するために重点的な

※ 1 í特定地域j に所在する

保険医療機関J (特定機能病

院，許可病床数が400床以上

の病院， 0 P C対象病院及び

一般病棟入院基本料に係る崩

出において急性)11j一般入|史料

l のみを届け出ている病院を

除く)にあっては， n定点数

は別に定められています。 ま

た，人員基準や記載しなけれ

ばならない内容が興なります

(特定地域→解釈 p275参!!日)

※ 2 当該管理料においては，

通院する患者のことをいい，

在宅での療養を行う忠者を除

きます

※ 3 複数の患者に同時に指導

を行った場合は算定できませ

ん(平24 . 3.30医療部事務連

絡)

※ 4 月 l 聞に限り算定できま

す

※ 5 常勤等の要件や特定地域

としての要件などは施設基準

を参照くださ い

※ 6 指導に当たり，必ずしも

l去 r:m ， 看護師又は保住ll r:iIi及び

管理栄養士が同席して指導を

行う必要はないが，それぞれ

が同日に指導を行う必要があ

る(平24.3 . 30医療税事務述

絡)

。 (オンライン医学管理料を

算定する場合)→本f，î í特掲

'゚IJ illiJ'!lJ オンライン医学管
理料を参照
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指導管理を要する」旨がなければならない。

口糖尿病性腎症のリスク要因に関する評価結果，指導計画及び実施した指

導内容を診療録，療養指導記録及び栄養指導記録に記載する。

口看護師(又は保健師)及び管理栄養士に対する指示事項を記載する。

口当該指導管理料を算定する旨を記載する。

口 (特定地域) 指導管理の内容の記載は， 医師， 看護飾及び管理栄養師の

全ての分がなければならない。

.記載例

症例・ 2型糖尿病， 自己注射実施 2型糖尿病性腎症第 3期

リスク要因に関する評価結果省略

指導計画を作成し説明済み(内容省略)

4月 2 日

※透析予防診療チームの医師

本人と家族(妻)が来院。

A , P) 

糖尿病透析予防指導管理

現在の病期は第3期(顕性腎症期) 0 e G F R早見表で説明する。

腎機能改善する薬はないこと，今の腎機能を維持していくことが大切。

維持していくために血糖・血圧コントロール，厳格な運動及び食事療法

の必要性について説明。

現在の腎機能は崖っぷちのことをお伝えし危機感を持ってくれたか。

具体的な行動目標までたてられず。

次回，腎臓を守るためにやれること 1 つ宣言を。

( l 評価結果を記載します

( 2 指導計画iを記載します

( 3 当該指導管理料を算定す
る旨を言剖まします

( 4 実施した指導内容を診療

録に記載します

[チーム看護師への指示] 本白 ， リスク要因の再評価実施及び血糖測定に | ( 5 看諮師(又は保健姉)及

ついてを重点的に指導。 I び管理栄養士に対する指示事

[チーム管理栄養士への指示] 食事療法(適切なカロリー内の栄養パラン | 項を診療録に記載します

ス等) ・ エネルギー摂取量1600kcal，タ ンパク質; 50g/日.食塩 ，

6g未満/日他省略

〈療養指導記録〉

4月 2 日 指導担当者 : チーム看護師0000

糖尿病透析予防指導管理/本人と家族(妻) に指導

.自己血糖測定手帳をチェック。

-リスク要因評価:評価結果省略

キ血糖を忘れずにチェ ックし，自己血糖測定記録をつけること。運動.睡

眠ほか日常生活への指導。

〈栄養指導記録〉

4月 2 目 指導担当者 : チーム管理栄養士0000

糖尿病透析予防指導管理/本人と家族(妻) に指導

-医師の指示に基づいて具体的な献立を例示。 植物繊維を十分にとること。

・調理のの工夫(新鮮な材料，味は薄味に， 魚を多めに，油は植物性のも

のを等) その他指導内容省略

( 6 笑施 した指導内容を療養

指導記録に記載します。 同日

に行った，それぞれの指導記

録が必要です

( 7 実施した指導内容を栄養

指導記録に記載します。 同日

に行った，それぞれの指導記

録が必要です
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8001 特定疾患治療管理料 r28J 小児運動器疾患指導管理料 図

地域において診療を担う他の保険医療機関から紹介された外来思者'バ であ

って，迎勤務f疾忠則 を有する 6 歳未満のものに対 し，小児の巡動部疾患にW!

する専門の知識を有する医師iが， 昔| 匝i的な医学管潤!を継続して行い，療養上必

袈な指導を行った場合に算定します。

初回算定時には治療計画を作成し， J:記者の家族等に説明して同怒を得なけれ

ばなりません。

胆規定[記載]

初回算定|時に治療計画を作成し，患者の家族等に説明して同訟を得るととも

に， 毎回の指導の要点を診療録にi"Ìt: d有する。

胆記載等のポイント

口 (初回算定時) 治療計画を作成 し，患者の家族等に説明して同意を得

る。なお， 同意を得た旨を記載する。

口 (毎回) 指導の要点、を記載する。

胆記載例

症例:生後 6 か月 ， 男子

乳児検診で股関節脱臼の疑いで紹介。

0月O日 整形外科， 初診

所見:股関節の開排制限， 下肢長差あ り 。 臼超音波診断: 右股関節不全脱

臼TypeD

下記の継続管理を行っていく旨を説明し， 母親の同意を得る。

〈診療計画〉

当面， リーメンビューゲル装具装着で・経過観察。

週 2 回外来受診。 超音波検査で整復の程度を観察。

整復された股関節が安定すれば3 週間に 1 回外来診療。

3 か月後にも改善しない場合は， 入院の上牽引療法。

〈指導内容〉

股関節を無理に伸ばさない乙と。(赤ちゃん体操に注意)

おむつや着衣で股関節の動きを制限しないこと。

おむつはサイド部分の幅が狭いものを使用してきつく締めない乙と。

なるべく寝かせるときは両方を向かせて下肢のうごきに差が出ないよう

にする乙と。

次回 3 日後に受診。

※ l 他の医師(他の医療機関

の整形外科を狙当する医r:m&

び当該医療機|品! の医r:iliであっ

て整形外科以外の診療科を担

当する医師を含む)の紹介に

より受診した患者又は健康診

査を担当 した医師iの助言を受

けて受診した忠者が対象です

※ 2 以下のいずれかに該当

ア先天性JI生 IMlilíí Jl児臼，斜

頚，内反足，ペルテス病，

JI出性麻痔. 1則l長不等，凶11支

の先天奇形，良tH';'軟部11m

協による |山政変形，外傷後

の四肢変形， 二分脊1ft 待

倣係留症候1詳又は側湾症を

有する患者

イ 装具を使用する患者

ウ 医師が継続的なリハビリ

テーションが必要と判断す

る状態の患者

エ その他，手術適応の評価

等，成長に応じた適切な治

療法の選択のために，継続

的な診療が必要な患者

( l 治療計画を作成します

( 2 患者の家族等に説明して

同意を得て，その旨を記載し

ます

( 3 指導の要点を記載する。
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8001 特定疾患治療管理料 r29J 乳腺炎重症化予防ケア・指導料 図

入院中以外の乳腺炎の患者であっ て，乳j腺炎が原因となり母乳育児に困難が

ある患者に対 して， 医師がケア及び指導の必要性がある と認めた場合で，医師

又は助産師※ l が，当該患者に対 して乳房のマッ サージや搾乳等の乳腺炎に係

るケア，授手しゃ生活に関する指導， 心理的支援等の乳腺炎の早期回復，重症化

及び再発予防に向けた包括的なケア及び指導を行った場合に，分娩 I 固につき

4 回に限り算定 します。

胆規定[記載]

当該ケア及び指導を実施する医師又は助産師は， 包括的なケア及び指導に|刻

する計画を作成 し計画に基づき実施するととも に， 実施した内容を診療録等に

記載する 。

胆記載等のポイント

ロ包括的なケア及び指導に関する計画を作成する。

口実施した内容を診療録等に記載する。

胆記載例

O月O日 00医師

(経過) 昨白より 37. 5 'Cの微熱，右乳房にしこり， 痔痛あり 。

(初診時所見) 右乳房 12時~4時方向に凝結・発赤・ 終痛あり。

基底部可動性良好。 乳汁分泌はポタボタ。 射入反射3本あ

り 。 乳汁白くミルク色。 乳頭・乳輪傷なし， 白斑なし。

右乳腺炎。 軽症なので薬剤の投与なし。

乳腺炎重症化予防ケア・指導を行うこととする (計画内容省略)

0月O日 0・助産師

乳腺炎重症化予防ケア・指導

自宅では横交差抱き授乳を開始したが， 硬結軽減せず。 昨日よりフット

ボール抱き。

右乳腺炎のため， マッサージ実施。 マッサージにて母乳出始めるときは

冷たい母乳だったが，段々温かい母乳が出た。 乳房の硬結もマッサージ

後は13時~3 時方向に硬結は残っているが全体的に小さ く なり ， 乳房

痛も改善した。

乳腺炎の予防 :乳管のつまりを起さないこと。

乳首の皮の亀裂， 乳管からの細菌の侵入の予防。

授乳時 :赤ちゃんがしっかり乳首を口にくわえているか

を確認。

両方の乳腺が空っぽになるよう姿勢を変えていく 。

その他省略

※ l 下記のものが行います

- 乳腺炎の重症化及び再発予

防に係る指導並びに乳房に

係る疾患を有する患者の診

療について経験を有する医

師

- 乳!涼炎及び母乳育児に関す

るケア ・ 指導に係る経験を

有する助産附

( l 医師がケア及び指導の必

要性があると認めた患者です

( 2 包括的なケア及び指導に

関する計画を作成します

( 3 笑施した内容を記載し ま

す



8001 之之地域連携小児夜間・休日診療料

地域連携小児夜間 ・休日診療料は，保険医療機関が地域の小児科を専ら担当

する診療所その他の保険医療機関の医師と述悦をとりつつ， 小児の救急医療の

確保のために， 夜間， 休日又は深夜に小児の診療が可能な体制を保つことを評

自目するものです。

地域連枕小児夜間・休日診療料 I につ いては，夜間，休日又は深夜であ っ

て， 保険医療機関があらか じめ地域に周知 している |時間に，地域連携小児夜

間・ 休日診療料 2 については，保険医療機関が241時間診療するこ と を周知 し

た上で，夜間， 休日又は深夜に，それぞれ 6 歳未満の小児を診療 した場合に算

定します引 説: 2 。

算定に当た っ ては， 夜ml. 休日又は深夜における担当医師名 とその主たる勤

務先について，予定表を作成 し院内に掲示 しなければなりません。

.規定[記載]

地域連鋭小児夜間・休日診療料を算定する場合にあっては， 診療内容の要

点， 診療医師名及びその主たる勤務先名を診療録に記載するものとする。

.記載等のポイント

日夜間， 休日又は深夜における担当医師名とその主たる勤務先について，

予定表を作成し， 院内に掲示する。

口診療日時を記載する。

口診療内容の要点，診療医師名及びその主たる勤務先名を記載する。

ー記載例

11 月 5 日 21 : 05 小児科医00 (主な勤務先 :口口病院)

[主訴]端鳴， PJl[吐

[現病歴]昨日夜間から咳歌。 時々日直吐。腹痛なし。

シックコンタクト ・ 周囲流行なし

飲水・ 食事摂取少なめ

排尿あり 。 咳あり。鼻汁あり 。 日直吐は咳込みで。 下痢なし。

0) BT36SC PRl17整 RR28 Sp0296% (RA) 

意識清明。 咽頭発赤。扇桃腫大。頭部リ ンパ節腫脹なし。

肺:両倶IJentry左右差なし。 心 雑音な し。

腹部:平坦，軟，腸螺動音滅弱元進な し。

ベネ卜リンネブライザ一 入眠してしまった。 wheezeは持続。

A , P) 気管支瑞息発作

発作強度は小発作。 咳込みに伴う幅吐であり，発作の延長と思われる。

ステロイド投与も行っておく。

DexO.1 mg/kg/day 

LABA貼イ寸

症状悪化時は再診を指示。

特掲 B-26. 特掲 B-27 111 

※ l 当該診療料は，夜間1，休

日又は派夜に急性に発症 し，

又は鳩恕した 6 歳未満の態者

であって，やむを得ず当該11寺

間帯に保険医療機関を受診す

るものを対象としたものであ

り，恨性疾患の継続的な治療

等のための受診については算

定できません

※ 2 患者本人が受診せず，家

放などに対して指導等を行っ

た場合には算定できません

( l 診療日 H寺を記載 します

( 2 診療医師名及びその主た

る勤務先名を記載 します

( 3 診療内容の要点を記載 し

ます
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8001-2-3 乳幼児育児栄養指導料

乳幼児育児栄養指導料は，小児科を探勝する保険医療機関において，小児科

を担当する医師が 3 歳未満の乳幼児に対して AOOO初診料 ( f注 sJ のただし

訟に規定する初診を除く)を算定する初診を行った場合に，育児，栄養その他

療養上必要な指導を行ったとき に算定します。 ただし， 初診料を~一定する初診

を行った後，即入院となった場合には算定できません。

胆規定 [記載]

指導の要点を診療録に記"指する。

.記載等のポイント

口指導の要点を記載する。

口指導の必要性，病状にあった指導内容が記載されているか。

口当該指導料を算定する旨を記載する。

.記載例

症例 :2歳，急性胃腸炎， 初診

2 月 2 日

S) 今朝から幅吐(+)下痢(+) K T36.7 

0) 省略

A , P) 診断 : 急性胃腸炎

感染性ではない。アレルギーの可能性もある。

育児栄養指導で経過観察。

内服処方2 日分。 内月日終了後再来のこと。

育児栄養指導:

室内では厚着をせず， 体温調整を行って下さい。

水分を多く取り，消化のいいものを与えて下さい。

落ち着くまで外出は控えて下さい。

食物日誌をつけ，アレレギーがあるかどうかみていきましょう。

。病状にあった具体的な指導の

要点が記11証されていなければ

なりません

。育児栄養指導の必要のない感

者では算定できませんので，

その必要性が記載されている

ことが大切です

( l 指導の必要性を記載 し ま

す

( 2 当該指導料を算定する旨

を言2m長します

( 3 指導の要点を記載します



8001-2-4 地域連携夜間・休日診療料

地域連携夜間 ・ 休日診療料は，保険医療機関が地域の他の保険医療機関の |室

町lì と述携を と りつつ， 救急医療の確保のために，夜 11rJ ， 休日又は深夜に診療が

可能な{本fIJ IJ を{呆つことを詞< 1ùliするものです。

地域連携夜間・休日診療料については，夜 IIIl， 休日又は深夜であって，保険

医療機|主lがあらかじめ地域に周知している H剖mに，患者を診療した場合に算定

します当 1. ;r: 2. *3 ※ 

算定に当たっては，夜間，休日又は深夜における担当医師l名とその主たる勤

務先について，予定表を作成し院内に掲示 しなければなりません。

胆規定[記載]

診療内容の要点，診療医師名及びその主たる勤務先名を診療録に記載するも

のとする。

.記載等のポイント

口夜間， 休日又は深夜における担当医師名とその主たる勤務先について，

予定表を作成し，院内に掲示する。

口診療日時を記載する。

口診療内容の要点，診療医師名及びその主たる勤務先名を記載する。

特掲 B -28 ， 特掲 B-29 113 

※ l 当該診療料は，夜間，休

日又は深夜に急性に発症し，

又は増恕した!患者であって，

やむを得ず当該時間帯に保険

医療機|品lを受診するものを対

象としたものであり，慢性疾

態の継続的な治療等のための

受診については算定できませ

ん

※ 2 よl者本人が受診せず，家

族など，bt して指導等を行っ
た場合 ICは算定できません

※ 3 800 1 -2-2地域連携小児

夜間 ・ 休日診療料を算定する

患者の場合は|徐かれます(本

f!1 1800 ト2-2地域連携小児

夜間1 ・ 休日診療料J を参照)

※ 4 8叩 1 -2-2地域連携小児

夜間 ・ 休日診療料を算定する

体制はないが，当該診療料の

体制がある場合，当該医療機

関で夜間1 ・ 休日に 6 歳未満の

小児を診た場合は， 8001 

2-4地域迎悦夜間 ・ 休日診療

料を;p:定できます(平22 .3.29

医療誠事務述絡)
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8001-2-5 院内トリアージ実施料

院内ト リ アージ実施料は， 院内ト リ アージ体制を整えている保険医療機関 ・け

において，夜間，休日又は深夜に受診した患者であっ て初診のものに対 して，

院内ト リ アージが行われた場合に算定できます則。

院内 トリ アージを行う際には，患者又はその家族等に対して，十分にその趣

旨を説明 しなければなりません。

.規定 [記載]

当該保険医療機関の院内 トリ アージ基準に基づいて専任の医師又は救急医療

に関する 3 年以上の経験を有する専任の看護師によ り患者の来院後迷やかに!患

者の状態を評価し，患者の緊急度区分に応 じて診療の優先順位付けを行う院内

トリ アージが行われ， 診療録にその旨を記載した場合に算定できる。

.記載等のポイン ト

口来院時間， トリアージを行った時間を記載する。

口 トリアージの実施者名(専任の医師名又は看護師名)を明記する。

口患者の状態を評価した内容を記載する。

口患者等に院内トリアージを行う旨及びその趣旨を説明する。

口院内卜リアージを行った旨を記載する。

口当該実施料を算定する旨を記載する。

胆記載例

12月 22日

19: 30同僚が同伴し来院

19: 45 トリアージ実施。 本人同意を得る。

判定: III (トリアージ記録添付)

院内トリアージ実施料

〈 卜リアージ記録〉

実施者 ( 00 ) 実施時間( 19: 45 ) 説明・同意 (あり)

判定( III ) 

{主訴]肱牽

[現病歴1 18: 30頃， デスクワーク中に回転性舷量出現。 上を向 く

と舷牽が増悪する気がする。

[評価内容] A: 会話 (通常の会話可能)

B : 呼吸 (正常)

C : 榛骨A触知 (整)

D : 意識 (正常，意識障害なし)

[V.S.l レベル GC S 15点

BP : 右157/103 P:82回/分

R: 14回/分 T ・ 35.8度

Sp02 : 96% (RA) NRS/10 

その他省略

※ l 院内 トリ アージの実施基

準( ト リアー ジ目標1m始時間

及び再評価時間， ト リアー ジ

分類， トリア ー ジの流れ含

む)があり，定期的に見直し

が行われます

また，院内トリアー ジの実

施について， 院内の見やすい

場所へ掲示等により周知を行

っています

※ 2 BOOト2・6夜間休日救急

搬送医学管理料を算定した患

者については算定できません

( l 速やかにトリアージが実

施された旨，来院|時間と笑施

時間を記載します

( 2 ト リ アー ジ目桜開始時間

害事に該当する旨，実施11寺 r:日 を

記載します

( 3 トリアージが実施された

旨を記載し，実施者名，患者

の状態，評価内容等を記載し

ます(トリアージ実施記録の

添付でも可)



B001-2-7 外来リハビリテーシヨン診療料

直墓重E
外来リハビリテーショ ン診療料 1 ..状態が比較的安定している患者であっ

て， リハビリテーション笑施計画書において 「疾患別リ ハビリテー ショ

ンj を l 巡i聞に 2 日以上提供することとしている患者

外来リハビリテーション診療料 2.. 状態が比較的安定している忠者であっ

て，リハビリテーション実施計画書において 「疾患別 リ ハビリテーショ

ンJ を 2 迎聞に 2 日以上提供することとしている患者

施設基準届出保険医療機関において， リハビリテーションの笑施に関する診

療を行った場合は. r 1 J については 7 日間. r 2 J については 14日間に l 回

当該診療料を算定 し，初診料. f耳診料又は外来診療料を算定しません。 その聞

は，初診料等を算定せずに行った疾患別リハビリテーションの7'1.用が算定でき

ます。

当該診療料を算定している場合は，疾患別リハビリテーションを提供する日

において，リハビリテーションスタッフ(疾患別リ ハビリテーションの実施に

係る理学療法士，作業療法士及び言語聴覚士等をいう)がリハビリテーション

提供前に患者の状態を十分に観察し，療養指導記録に記載しますl :l l

医師は疾患別 リ ハビリテーション料の算定ごとに当該患者にリハビリテーシ

ヨンを提供したリハビリテーションスタッフとカンファレンスを行い，リハビ

リテーションの効果や進捗状況等を確認 します。

胆規定[記載]

医師lîは疾忠別リハビリテーション料の算定ごとに当該忠、者にリハビリテーシ

ヨンを提供したリハビリテーシ ョンスタッフとカンファレンスを行い， 当該患

者の リ ハビ リ テー シ ョ ンの効栄や進捗状況等を確認し，診療録に記峨する。

E圏 外来リハビリテーショ ン診療料はリハビリテーション実施計画で 7 日間

又は 1 4日間に 2 日以上 リ ハビ リ テーションを笑施することになって い

るが，笑|僚はlEl しか リハビリテーションを実施できなかった場合，診

療録及びレセプトの摘要欄において， リハビリテーション実施予定日，

リ ハビ リ テーションが夫}jもできなかったJ11 !i 11 . その際に受けたw者から

の.ìili絡内容等が記載されており，事前に予惣できなかったやむを得ない

事前で 7 日間又は 1 4日 I ~II に 2 日以上リハビリテーションが笑施できな

か っ たことが明らかな場合は算定可能。 (平24.3 . 30 医療課事務連

絡)

胆記載等のポイント

ロリハビリテーション実施計画書を作成し，概要を診療録に記載する。

口リハビリテーションスタッフがリハビリテーション提供前の患者の状態

を毎回十分に観察した上で，療養指導記録に記載する。

ロカンファ レンスを行った旨及び内容の要点を診療録に記載する。

口 リハビリテーションの効果・進捗状況を診療録に記載する。

口当該診療料を算定する旨を診療録に記載する。

< 1 日しかリハビリテーションを実施できなかった場合〉

口 リハビリテーション実施予定日 ， リハビリ テーショ ンが実施て・きなかっ

た理由，その際に受けた患者からの連絡内容等を診療録に記載する。

特掲 B -30 . 特掲 B -31 115 

⑨ 当該診療料は， r リハビリ

テーションスタッフ」が毎回

十分な観察を行い，直ちに医

師IÎの診察が可能な体制をとり

つつ，カンファレンス等でリ

ハビリテーションの効果や進

捗状況を確認している場合

に，医師によるリハビリテー

ションに関する包括的な診察

を評価するものです

mー定例) リハピリ 言 | 匝fi (週

2 回)

4 パ 当該診療料 1 +巡

動リハ

4/4 運動リハ

4/6 (皮府科)再診料+

処世

4/8 当該診療料 l + lill

動リハ

4/11 運動リハ(本人よ

り希望があって医

伺lの診君主あり )

※ l 患者の状態を飢終した際

に，前回と比べて状態の変化

が認められた場合や患者の求

めがあった場合等には，必要

に応じて医師が診終を行いま

す



116 第2章特掲診療料第 1 部医学管理等

.記載例

[後療法]

傷病名経過等省略

O月O日

(評価とカンファレンス内容) ・・医師 OOPT 

術後O 日~42日目:他動外旋， 挙上(愛護的) ROMex，肩甲胸郭関節，

肘， 手関節など患部外運動励行

評価

肩甲胸郭関節屈曲90.，外旋60・

他動・外旋時痛みあり

今後も他動外旋， 挙上(愛護約) ROMex，肩甲胸郭関節，肘， 手関

節など患部外運動励行

術後12週 +1 日目 (POD85) ~: four-pack exercise開始(腿板・肩

甲骨周囲筋，上腕二頭筋など全体的な筋卜レ開始)

*装具:術後4週間 (POD28) 装着。 以後徐々に除去

今後のROM目標値を定める

術後9週 (8週間 +1 日)屈曲 130. ， 外旋70。

術後13週 (12週間+1 日)屈曲 160・，外旋術中可動域フル

術後17週 (16週間+1 日)屈曲 180・

ROMはまずまず

切離したLHBが癒痕性に癒着し終痛の原因になっているか

注射お勧めしたが希望なし。

内服処方 内容省略

本日リハ再開今後も 2/週ペース リハ継続

外来リハビリテーショ ン診療料 1

( l カンファ レ ンスを行った

旨及びlλl容の袈点を記載しま

す

( 2 リ ハビリテーションの効

果 . illi捗状況を記載 します

( 3 当該診療料を算定する旨

を記載します
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8001-2-8 外来放射線照射診療料

外来放射線!!噴射診療料は，施設基準局出保険医療機関において，級射線治療

の~施に関する診療を放射線治療医引 が行った日に算定するものです。 この | ※ I 放射線治療の経験を 5 年

算定日から起算 して 7 日間は，放射線!照射の実施に係る AOOO初診料， AOOl I 以上有するものに限ります
再診料又は A002外来診療料は算定できません。 その問は，初診料等を算定せ

ずに行った放射線照射の費用が算定できます。

なお，次の場合は，所定点数の 100分の50に相当する点数により鈴定するこ

とになります。 ①外来放射線!!;日射診療料を算定する EI から起算して 7 日以内の

期間に 4 日以上の放射線治療を予定していない場合， ①算定した臼を含め， 3 

日間以内で放射線!照射が終了する場合。

外来放射線!照射診療料を算定 した場合にあっては， 第 2 日目以降の看設ßilî ，

診療放射線技自îIî等による患者の制察については， !照射ごとに記録し，医師に報

告 します。

.規定 [記載l

E盟外来放射線!照射診療料について，放射線治療の予定が 3 EI 間以内であっ

たため，当該診療料の所定点数の50/ 1 00を算定したが，医学的理由に

より 2 日目 3 日目のJli日射を行わず， 当該診療料の50/ 100を算定した

日から 4 日目以降に再度放射線治療を継続した場合は，再診料等を算定

して差 し支えない。 なお，その|際，再診~S↓，外来診療料又は外来放射線

!!日射診療料のいずれかを医学的判断により}ì:定する こと 。 また，診療録

及びレセプ 卜の摘皇制聞に医学的即位l を記 11&すること。

(平24 . 3.30 医療訴事務連絡)

l!m放射線治療を 5 日間実施する予定で外来放射線!照射診療料を算定した

が，医学的な必要があって 2 EI11IJで治療終了となった場合は， 100分の

100を針4定できる。 ただし， 早!切に治療終 fとな っ た医学的な則rll を診

療録及びレセプ卜の摘要欄に記i践すること。

( 王JZ24.3 . 30 医療誠事務連絡)

.記載等のポイント

〈放射線治療予定が 3 日間以内であり当該診療料の所定点数の50ハ 00を

算定したが，医学的理由により 2 日目， 3 日目の照射を行わず， 当該診療

料の50ハ 00を算定した日から 48目以降に再度放射線治療を継続した場

合〉

口医学的理由を記載する。

〈放射線治療を 4 日以上実施する予定で外来放射線照射診療料を算定した

が，医学的な必要があって 2 日間で治療終了となった場合〉

口早期に治療終了となった医学的な理由を記載する。
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8001-2-9 地域包括診療料 図
8001-2-9 地場包括診療料
8001-2-10 認知症地域包括診療料
8001-2-10 認知症地域包括診療料

「注 3J 薬剤適正使用連携加算 図
図
「注 3J 薬剤適正使用連携加算 図

地域包括診療料主 l 及び認知1症地域包指診療料は，外来の機能分化のrm点か

ら，主治医機能を持った中小病院(許可病床数200床未満)及び診療所の医師

が，継続的かっ全人的な医療を行うことについて評価したものです。 地域包括

診療料は， 脂質異常症，高血圧症，糖尿病又は認知症のうち 2 以上の疾患を有

する患者が対象であり，認知1症地域包括診療料は認知疲の患者であって認知症

以外に l 以上の疾患(疑いは除く)を有する!O!J、者が対象です。

地域包括診療料については， 当該医療機関で診療を行う対象疾病(上記 4疾

病のうち 2 つ) と重複 しない疾病を対象とする場合に限り，仙医療機IMIでも当

該診療料， AOOl再診料の 「注 1 2 J 地域包括診療加算，同 「注 1 3 J 認知症地域

包括診療JJU算又はBOOI-2- 10認知]症地域包指診療料が算定可能で、す。

また，認ま;[1症地域包括診療料について は， 当該医療機関で診療を行う疾病

(認知症を含む 2 つ以上)と重複 しない疾病を対象とする場合に |浪り， 他医療

機関でも地域包括診療加算又は地域包括診療料を算定可能ですが，他医療機関

で当該診療料又は認知症地域包括診療加算は算定できません。

算定に際しては患者の同意が必要であり，療養上必要な指導及び診療，;， 2 を

行い， 他医療機関との連携， JJ医薬管耳11，健康相談を行うなどが算定要件となっ

ています。

薬剤適正使用連携加算は，仙の保険医療機関又は介護老人保健施設に入院

(入所) した R患者について，入院 (入所) 中に内服薬の穏類数が減少 した場合

であって，退院後に当該他の保険医療機関等から処方内容について情報提供を

受けた場合に算定できるものです に

胆規定 [記載1 [貼付1 [添付]

1) )JJii薬管理等について [記載] [l!占付・記載]

-他の保険医療機関と述悦の」二， rr\者が受診している医療機関を全て把螺す

る とともに， 当該!.k\者に処方されている医薬品を全て管理し， 診療録に記

峨する。

・|涜外処方を行う場合は，診療録にお策手l恨のコピー若 し く は保険薬局から

の文書のコピーを l!Mt， 又は， 当該点数の算定時の投薬内容について診療

録に記峨する。

2 )健康相談について [記i削

健康診断や検診の受診勧奨を行い， その結架等を診療録に記; 1誕する。

3 )忠者の同意について [添付]

当該診療料の初回算定時に， r別紙様式48J ';' 4 を参考に ， 当該!.!.\者の28名

付の同k!. -In を作成し， 診療録に添付する。 ただし，直近 1 年n日に 4 @1以上の

受診E訟を有する患者については， 別紙様式48を参考に診療の袈 J誌を説明し

ていれば，同意の手続き は省略して差 し支えない。

胆記載等のポイン ト

〈共通〉

口 (初回算定時) 患者の著名付きの同意書(別紙様式48) を添付する。

※ l 地域包括診療料とAOOl

再診料の「注 1 2J 地域包括

診療加算ーはどちらか一方に限

り届出することができます

※ 2 当該患者を診療する担当

医(慢性疾患の指導に係る適

切な研修を修了した医ßili)に

より指導及ひっき療を行った切

合に算定できます

※ 3 本@ rAOOl 再診料 「注

14J 薬剤適正使用 illHj~JJJl P

国j を参!!日

~ rmt に ついては，本 ill

rAOO l再診料「注 1 2J 地域

包括診療加の， r泊二 1 3 J 認知

症地域包括診療加算」 を参!!1日

※ 4 r別紙様式48J → 「地域

包括診療料J . r認知 |症地域包

括診療料」に閲する説明白 ・

同意書(解釈 p 1 267参照)



口受診している全ての医療機関について記載する。

口他医療機関も含め， 直近の投薬内容の全てを記載する。

〈院外処方〉

口当該患者が受診している医療機関のリスト及び当該患者が当該診療料を

算定している旨を，処方議に添付して患者に渡すことにより，当該薬局

に対して情報提供を行う。

口 (受診時) 患者に，薬局若しくは当該医療機関が発行するお薬手帳を持

参させる。 また， 当該患者の院外処方を担当する保険薬局から文書で情

報提供を受けることでもよしい' 1 。

口お薬手帳のコ ピー若しくは保険薬局からの文書のコピーを貼付する，又

は， 当該点数の算定時の投薬内容について記載する。

〈他医療機関でも地域包括診療加算，地域包括診療料，認知症地域包括診

療加算又は認知症地域包括診療料を算定している場合〉

口医療機関名及ひ.項目名(診断名を含む) 等を記載する。

〈診療所において連携薬局以外で院外処方を行う場合は下記を追加〉

口連携薬局以外での処方について， 患者の同意がある旨を記載又は同意書

を添付する。

口時間外でも対応できる薬局のリストを文書で提供し，説明する。

胆記載例

※本書 r AOOl 再診料「注 1 2J 地域包括診療加算. r注 1 3J 認知症地域

包括診療加算j を参照

※本書 rAOOl 再診料 「注 1 4J 薬剤適正使用連携加算J を参照
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※ l 保険薬局から文訟でfft報

提供を受けた場合も，当該!r\

者に対 し， 事後的におlif!l手帳

の提示に協力を求めることが

望ま しい
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8001-3 生活習慣病管理料

生活習慣病管理!料は，脂質異常症，高lfll圧症又は糖尿病を主病とする患者の

治療においては，生活'gltr1に関する総合的な治療管理!が霊袈であることから設

定されたものです。 治療計画を策定し，生活習慣に関する総合的な治療管理liを

行った場合にt}定できます

算定に当たっては， JI眠薬，運動，休養，栄養， I喫煙及び飲酒等の生活習似に

関する総合的な治療管理!を行う旨，患者に対して 「療養計画設 (初回f:f:J)J 
( r別紙様式 9J '; ' 2又はこれに準 じた様式)により丁寧に説明を行い，患者の

同意を得るとともに， 当該日 | 回訟に!怠者の箸名を受ける必致ーがあります" . 3 

また， 生活習悩病管沼1料を算定する月においては， JJ~薬，運動，休養，栄

養， I喫煙， 家庭での体重や1(ll圧のìITlJ定，飲酒，特定健診 ・特定保健指導に係る

情報提供及びその他療養を行う に当た っての問題点等の生活習慣に関する総合

的な治療管理に係る「療養昔|図書(継続用)J ( r別紙様式 9 の 2J ' ;' " 又はこれ

に準じた様式)を交付します に

胆規定 [貼付]

・ 交付した 「療後百|阿，!?(似JllilnD J の写 しは診療録にfll'j付 しておく 。

・ 交付した 「療養引阿川 (継続nj) J の勺'しは診療録にjUj付 しておく 。

.記載等のポイント

〈初回算定月〉

口 「療養計画書(初回用 )J を作成し ・ 患者に説明し， 同意(署名)を

受けて交付する。

口患者の署名が入った「療養計画書(初回用)J の写しを貼付する。

〈算定 2 月目以降 . 計画に変更がない場合は4月に 1 回以上， 変更があっ

た場合は都度〉

口 「療養計画書(継続用 ) J を作成し，患者ヘ説明し，同意(署名)を受

けて交付する。

口患者の署名が入った 「療養計画書(継続用)J の写しを貼付する。

.記載例

O月O日内科外来A医師

理学的所見 : BT36.3 P64 BD136/72 その他省略

検査結果: HbA 1 C (JDS) 7 . 3，空腹時血糖155 (一部抜粋)

体重0.5kg増加。甘い物控えているが，暑く て運動を控えている。

血糖値が下がらない(前回 157) 司処方変更

アマ・ール錠 30日分

本日， 栄養指導を指示

生活習慣病療養計画書 (継続用)作成・説明(署名を受ける)

(署名付き療養計画書の写しを貼付)

※ l 許可病床数が200床未満

の病院及び診療所に限り算定

できます

※ 2 15)IJ紙織式 9J →生活~I

悦病療養計画箆 初回用

(解釈 p 11 92頁参照)

※ 3 療養言|画百は，当該患者

の治療管理において必要な項

目のみを記iI書する ことで差 し

支えありません。 ただし， 結

尿病の患者については血糖値

及びHbA l cの値を，高血圧

症の態者については血圧の値

を必ず記i紋します

※ 4 IY)IJ紙J様式 9 の 2J →生

活溜似病療養音I'î図書継続

用(解釈 p 11 93頁参照)

※ 5 ただし， 当該療養計画書

の内容に変更がない場合は 4

月に l 回以上交付することで

の一定できます

※ 6 検査項目，血液検査項目

及び目標の達成状況と次の目

標の療養計画苫への記載など

は十分に記i械を します

( l 療設言 | 函it!?を作成し，説

I VJ し，署名を受けます

( 2 著名付きの療養計画沓の

写しを J I，';付します



8001-3-2 =コチン依存症管理料

ニコチン依存続管理料は，然艇を希望する!心者であっ て， スク リ ーニングテ

スト ( '1' 0 S) 等によ り ニコチン依存症である と診断されたものに対 し， 治療

の必要を認め， 治療内容等に係る説明を行い， }心者一の同意を文苫によ り得た上

で， 禁煙に|刻する総合的な指導及び治療管理を行 う とともに， その内容を文書

により情報提供した場合に釘定できるものです。

.規定 {記載]

治療官.f1J!の~点 を診療録に記載する。

.記載等のポイント

ロブリンクマン指数・呼気一酸化炭素濃度・スクリーニングテスト

(TDS) の結果を記載する引 。

口禁煙治療に関する同意書の写しを添付する

口治療管理の要点を記載する。

口当該管理料を算定する旨を記載する。

.記載例

9 月 1 日

ニコチン依存症管理(初回)

喫煙歴: 35年 (20才より ) ブリツクマン指数 300 TDS8 点

呼気一酸化炭素濃度: 20ppm 

禁煙開始日は 1 週後かつ キ お酒の席があり不安。自信がない。

喫煙によるデメリッ卜 ・ メリットについて説明 (C 0使用)

薬剤の効果， 使用方法，副作用について説明(説明文書交付)

次回 1 週間後に来院のこと。その日からチャンピックス開始。

(署名付き同意書添付)

9 月 8 日

ニコチン依存症管理 (2 回目)

処方:チャンピックス (0.5mg) 1 錠 1 日 1 回食後 (3 日間服用)

4 日目より 2錠 1 日 2 回朝夕食後服用。 その後 1 週間チャンピッ

クス (1 mg) 2 錠 1 日 2 回朝夕服用。

禁煙を継続するための工夫(運動等で気をそらす，おi酉の席は避ける

等)

禁煙日誌を渡して，本日から記載するよう指導。

禁煙を継続すること。他の禁煙補助薬を使用しないこと。

次回 2週間後に来院のこと。
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※ l ニ コチン依存症である こ

との診断根拠と なります

※ 2 同意する ことで，祭煙の

j'::JJよl有{(:認となり ます

( l 当該管理料を針定する旨

を言èîl正します

( 2 テス ト の*古来を記il世し ま

す

( 3 治療官耳Hの袈 ~~を記;1正し

ま す

( 4 禁煙治療に |品|する同意iE

の写 しを添付します
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8001-7 リンパ浮腫指導管理料

リンパ浮腫指導管理!料は，手術前又は手術後において，リンパ浮腫の重症化

等を抑制するため下記の表 l に示す事項について，個別に説明及び指導管理引

を行った場合に算定します。

| 算定対象手術 卜 ・・子宮恕性!陸路，子宮附属機感性臨場，前立腺惑性l団協又は)肢

Z当部事日清を伴う乳!協恕性)Jill jÞlに対する手術を行った患者

E歪E… (入院中)当該指導管理料の算定対象となる手術を受けた保険医療機

関に入院中に当該説明及び指導管理!を行っ た場合に l 回M

(退院後)下記のいずれか一方において l 回限り削

A: 当該保険医療機関

8 : 当該患者の退院後において 8005-6がん治療ìili携計画策定料の

r �:l: 1 J に規定する「地域連携診療言| 函U に基づいた治療を担

う他の保険医療機関(当該患者について ß005-6-2がん治療連

携指導料を算定 した場合に限る。 )

[表 リ

ア リンパ浮!屈の病因と病態

イ リ ンパ浮腰の治療方法の概要

ウ セルフケアの重 (イ) リンパドレナージに関する こ と

要性と局所へのリ (ロ) iJ単位着衣又は~lìl性包帯による圧迫に関するこ と

ンパ液の停滞を予 制御性着衣又は~~!性包帯を着用した状態での述動に

|坊及び改善するた 関する こ と

めの具体的実施方 (ニ) 保湿及び清潔の*!U寺等のスキンケアに関すること

法

エ 生活上の具体的 リ ンパ浮l屈を発症又は増惑させる感染症又は肥満の

注意事項 予防に |刻すること

オ 感染症の発症等 感染症の発症等による増悪時における診察及び投薬

増惑|時の対処方法 の必要性に関すること

贋規定[記載]

指導内容の要点を診療録に記減する。

胆記載等のポイント

ロ リ ンパ浮腫に関して原因・治療方法の概要を説明したことを記載する。

口指導内容を具体的に記載する。

口当該管理料を算定する旨を記載する。

〈他職種 (OT又は看護師)に依頼・指示した場合〉

口依頼・ 指示内容を記載する。

.記載例

9 月 1 日

リンパ浮腫指導管理料

リ ンパ郭清が必要であったこと・リ ンパの流れがせき止められ容易に浮

腫が来しやすいこと・また適切な治療は必要なこと及び治療方法(マッ

サージ， 弾性包帯などの使用，患肢の保湿・清潔の維持， 感染予防，肥

満など生活上の注意)の概要を説明。感染徴候があれば緊急に受診のこと

※ l 医師又は医師iの指示に基

づき看護師，理学療法士若し

くは作業療法士が行います

※ 2 対象手術を行った日の属

する月又はその新l月若しくは

翌月のいずれかに算定します

※ 3 退院した日の属する月又

はその翌月に算定します

( l 当該管理料を算定する旨

を記11世します

( 2 リンパ浮腫に関して原

因 ・ 治療方法の概要を説明 し

た こ とを記載します



8001-8 騎ヘル=ア圧迫指導管理料

l 歳未満の麟ヘルニアの患者の保護者に対して以下に示す事項について， 個

別に説明及ぴ指導管理を行っ た場合に算定 し ます月

ア隣ヘルニアの病態

イ 鱗ヘルニア圧迫療法の概要及び具体的実施方法

ウ !隣ヘルニア圧迫療法の治癒率と治癒 しなかった場合の治療法

エ 想定される合併症及び緊急時の対処方法

.規定{記載]

指導l人j容の~}去を診療録に記峨する。

.記載等のポイント

口指導内容の要点、を記載する。

(自然治癒の可能性，圧迫療法の具体的方法，感染の予防，緊急時の

対応等)

口当該管理料を算定する旨を記載する。

胆記載例

6 月 1 日

瞬ヘルニア圧迫指導管理 : 母親に説明・指導

・原因 隣の緒の周りの筋肉が閉じないことによること。

-自然治癒 .開口部が小さいので (2cm) ， 90%は 3年以内に自然治癒。

・ 感染の機会硬貨を貼り付ける，紳創膏を貼るなどしない。 医療用テー

プを使用すること。 貼り方の説明。

・保存的に行っても治癒しない場合は，手術療法0

・腸が脱出したままになった場合は，緊急に医療機関を受診の乙と。
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※ I !.H者 l 人につき I ITIII恨り

TI定 し ます

( l 当該管理!料を1平定する旨

を記紙 します

( 2 ~{fに説明等を行ったかを

?cìl世します

( 3 指導内谷の嬰点を記載 し

ます
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8001-9 療養・就労両立支援指導料 図

がんと診断された患者 川 について，就労の状況を考慮して療養上の指導を

行うとともに，患者の同意を得て，産業医に対し，就労と治療の両立に必要な

情報を文書により提供した上で， 当該産業医から助言を得て，治療計画の見直

しを行った場合に算定します。 算定に当たっては，以下の全ての医学管理を実

施します。

ア 恕性脳協の治療を担当する医師が，病状，治療計画，治療に伴い予想さ

れる症状，就労上必要な配慮等について， r別紙様式49J から「別紙様式

49の 2J 之 まで又はこれに準ずる様式を用いて，患者の勤務する事業場

の産業医あてに診療情報の提供を行う 九

イ !W性腫協の治療を担当する医師又は当該医師の指示を受けた看諮職員若

しくは社会福祉士が，患者から就労の状況を聴取したうえで，治療や疾患

の経過に伴う状態変化に応じた就労上の留意点に係る指導を行う 。

ウ 怒性Jlilì湯の治療を担当する医nilî又は当該医師の指示を受けた看護職員若

しくは社会柄tll 士が，患者の勤務する事業場の産業医から ， 文書で， 療養

と就労の両方を継続するために治療上望ま しい配l也、等について， D}J言を得

ている。

エ ウの助言を路まえ，恕性服務の治療を担当する医師Iîが治療計画の再評価

を実施し，必要ーに応じ治療計画の変更を行う とと もに，患者に対 し治療計

画変更の必要性の有1fttや具体的な変更内容等について説明する。

.規定 {記載]

j主者に対する指導必び説明並びに産業医による助言'を診療録等に記;1現する。

胆記載等のポイン ト

口指導及び説明並びに産業医による助言を記載する。

.記載例

例 胃癌 ・ ステージ rn (0年 3 月O日病名確定) ， 48歳，男性

3/20入院にて胃切除術(悪性腰霧手術)施行， 4/10自宅ヘ退院

5 月O日 外来 ・ 術後の定期受診

A) S) 5 月末から職場復帰予定。他省略

0 , P) 産業医宛に主治医意見書と治療計画を作成し，説明・ 交付

指導等 職場復帰可。 業務については配慮を希望すること。ラッシユ時を

避けた出勤時間に。体力を使ったり重いものを持ったりする仕事が難し

いため， 業務内容及び量を調整。 言切除により 1 由の食事量減少のた

め， 通常食事+間食。 食事摂取指導を看護師に指示。 その他省略

※ l 産業医(労働安全衛生法

(1Ii:l痢]47年法律第57号)第

13条第 1 JNに規定する産業

医をいう)が選任されている

事業場において就労している

ものに限ります

※ 2 fyjlJ紙綴式49J → 「戦場

復帰の可否等についての主治

医窓見合 J (解釈 p 1269参

!t日)

「日IJ紙織式49の 2J →「治療

の状況や就業継続の可否等に

ついての主治医意見~r1J (解
釈 p 1 270参照)

※ 3 患者の勤務する事業場の

産業l窒があらかじめ指定した

様式を用いて診療官i報を提供

しでも差 し支えありません

( l 産業l云あてに診療情報の

提供を行います

( 2 忠者に対する指導及び説

明の内特を記載します



8002 開放型病院共同指導料

|時IJjj(型病院に 自己の診察 した患者を入院 さ せた保険医が. IJfJ放型病院に赴

き . Jj日以型病院の保険医と共 |百lで診療，指導等を行った場合に l 人のj心者に 1

日につき ]回算定できるものです。

1m放型病院共同指導料 ( 1 ) : 当該患者を入院させた保険医が服する保険医療

機関において 3~: ;.:E 当 診療録に， 開放型病院に

おいて患者の指導等を行っ た事実を記載する

1m放型病院共同指導料 (11 ) ・ 当該患者を入院させた保険医が属する保険医療

機|見l が. 1m!.成型病院共同指導料 ( 1 )を算定 し

た場合に . IJfJJi主製病院において算定 =キ 診療録

に，当該患者を入院させた保険医の指導等が行

われた旨を記載する

胆規定[記載]

nfJ1.成型病院共同指導料(1 )を算定する場合， 当該fdl、者を入院させた保険医

の診療録には. IJflI.成型病院において!!\者の折持切:を行った引~を記11誕 し. I苅放

型病院の診療録には当該j以内を入院させた似|吹|災の指導等が行われた 門を記載

する。

胆記載等のポイント

〈主治医・開放型病院に患者を入院させた保険医〉

口開放型病院において指導等を行った旨を記載する。

口当該指導料を算定する旨を記載する。

〈開放型病院〉

口患者を紹介した主治医の指導等が行われた旨を記載する。

口当該指導料を算定する旨を記載する。

.記載例

症例 : 00クリニック 00医師より ， 口口開放型病院ヘ患者を紹介し入

院となる

(00クリニック〉

12月 1 日

開放型病院共同指導料(I)

1 3 : 00 -1 4 : 00 口口開放型病院にて，病状確認し療養指導を実施。

-近日中に退院予定。

・退院後の在宅での過ごし方，食事，廃用による筋力低下に対するリハ

ビリテーション，仕事への復帰の時期等について指導。

- 退院後の在宅療養計画。 退院後は当院で経過観察

〈口口開放型病院〉

12月 1 日

開放型病院共同指導料(日)

13: 00-14: 00 00診療所00医師と共同で指導実施。

- 現在の病状，退院予定，今後の療養について話す。
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( l 当該指導料をJ'):j'gする旨

を記献 します

( 2 1;日放生!病院において指導

等をfrった旨を記;1世 し ます

( 3 当該指導料を算定する旨

を記iI出します

( 4 主治医の指導等が行われ

た旨を記載 します
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8004 退院時共同指導料 1
8005 湿院時共同指導料2

退院11寺共同指導料は， 保険医療機関に入院中の患者について， 在宅療養担当

医療機1M]'" ' の保険医又は当該保険医の指示を受けた当該保険医療機関の看設

r:ni等 : . ? 薬剤師， 管理栄養士，理学療法士，作業療法士， 言語聴覚士若 しく

は社会福祉士が， 患者の同訟を得て，退院後の在宅での療養上必要な説明及び

指導を，入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等，薬剤r:m. 管理栄養士，

理学療法士，作業療法士， 言語聴覚士若しくは社会福祉士と共同して行った上

で，文古により情報提供した場合に，それぞれの保険医療機関において算定す

るものです。

退院H寺共同指導料退院後の在宅療養を担う保険医療機関において算定

退院時共同指導料 2: 当該患者が入院 している保険医療機|具l において算定

.規定 [記載][添付]

行 っ た指導の内容等について，要点を診療録に記載するとともに， Jit者又は

その家紋等に提供した文_~r~の写 しを診療録に添付する。

.記載等のポイント

口共同指導を行うことについて同意を得た旨を記載する。

口行った指導の内容等について要点を記載する。

口誰が指導を行ったのか(職種含む)を記載する。

口患者等に提供した文書の写しを添付する。

口当該指導料を算定する旨を記載する。

胆記載例

症例. 脳梗塞，右片麻簿，日常生活自立度 ランク B

共同指導について同意あり

11 月 10日

口口病院入院中の患者

退院時共同指導料 1

本人及び家族(妻，息子)に文書交付し指導。 実施者 . 医師00. 看護師

66. 理学療法士口口

-予定どおり 11 月末退院できそう

・退院後は訪問診療とし，病態に変化があったら随時往診する

・ 訪問看護，訪問リハビリを通じて，病状の把握・リハビリテーション

を継続する

-退院後の外来にて再度，詳細な療養計画を説明する

患者及び家族から理解を得る (説明文書の写し添付)

※ l こ の区分において，地域

において当該!心者の退院後の

在宅療養を担う保険医療機I~I

をいいます

※ 2 この区分において，保健

師. I!iJ虚飾，看護自:jli若しくは

准看護側iをいいます

( l 共同指導を行う ことにつ

いて同誌を得た旨を記載しま

す

( 2 当該指導料をn定する旨

を記載します

( 3 誰が指導を行ったのかを

記載します

( 4 行った指導の内容等につ

いて要点を記ílæ します

( 5 患者等に提供した文書の

写しを添付します



特掲 B-40 . 特掲 B - 41 127 

8005-1-2 介護支援連携指導料 図

介護支援述書t指導料は，入院の原|玉! となった疾患・障害や入院|侍に行った患

者の心身の状況等の総合的な評価Iiの結果を踏まえ，退院後に介設省:サービス公 i

を導入する ことが適当である と考え られ， また，本人も導入を望んでいるI患者

が，退院後により適切な介護等サービスを受け られる よ う ， 入 |涜1'1:1 から居宅介

護支援事業者等の介護支援専門員(ケアマネジ、ヤ ー)又は指定特定相談支援事

業者等!: : 2 の相談支援専門員 と連携 し退院後のケアプラン等“の作成につなげ

る こ とを評仰lするものです。

医師1又は医nHiの指示を受けた看護日Hi等父 4 が， 介護支援専門員等 5 と共同 し

て，患者に対し，患者の心身の状況等を踏まえ導入が望ま しい と考えられる介

護等サービスや， 当該地域において提供可能な介護等サービス等の情報を提供

した場合に算定できるものです。

.規定[記載][添付]

行った指導の内容等について，要点、を診療録に記載する とと もに， !心者又は

その家版等に提供した文書の写しを診療録に添付する。 ま た，指導の内容を踏

まえ作成されたケアプラン等については， f&l者の同意を得た上で，当該介設支

援専門員又は相談支援専門員に情報提供を求める こ と とし， ケアプラン等の写

しを診療録に添付する 。

E盟診療録に添付するケアプランは，いわゆゐケアプラン原案でもよい。

(平22 . 3 . 29 医療税事務述絡)

&m Iケアプラ ンの写 しを診療録に添付する こ と」と されて いるが， ケアプ

ランは， その原案やケアプランに位i位付ける予定のサービスを記;1現した

文』でもよい。 (平22 . 4. 1 3 医療課事務辿絡)

胆記載等のポイント

口行った指導等の要点を記載する。

口誰が行ったかを記載する。

口患者等に提供した文書の写しを添付する。

口患者の同意を得て，ケアプラン等の写しを入手し添付する。

口当該指導料を算定する旨を記載する。

胴記載例

1 月 20日 介護支援連携指導 9 : 00-9: 45 

本人，従兄弟夫婦ヘ病状及び退院後の介護サービスについて説明

メンバー: OODr, OONs, OOSW， 福祉総合相談センタ -， 00

ケアマネジャー

. Dr 前立腺がんの経過と現状説明=宇今後今まで通り自宅で独居生活

を続けることは難し く， 施設入所又は自宅で生活するのであれば介護

サービスの利用の検討を提案。

-本人: 自宅で過ごすことを希望。

-ケアマネジャー :施設入所はまだ考えられないかもしれないので，ヘ

ルパーや訪問看護に入ってもらう方が希望に沿える。

次回までにケアプランの原案と複数のサービス事業所の提案を持って

く るので，本人の希望と擦りあわせを予定する。

※ l こ の区分において，介談

サービス又は |邸寄稿tJI サービ

ス，山相談支援若 しくは附

害児通所支援をいいます

※ 2 この|玄分において，指定

特定相談支援事業者若しくは

指定障害児相談支援事業者を

いいます

※ 3 この区分において ， ケア

プラン又はサービス等利用計

画若 し くは障害児支援利用計

闘をいいます

※ 4 看諮問1 ， 社会相1'1 1 こi二 ，S!tli

剤 flili，理学療法士， 作業療法

土，言詐\1偲1'ií:士，その他，退

院後に導入が望ましい介殺害事

サービスから考え適切な医療

関係職種が該当します

※ 5 患者の入院llíiからケアマ

ネジメントを担当していた介

護支援専門員若 し くは相談支

援専門員又は退院後のケアプ

ラン等の作成を行うため患者

が選択 した居宅介諮支援事業

者，介護予防支援事業者， 介

殺保険施設等の介護支援専門

員若しくは指定特定相談支援

事業者等の相談支援専門員が

該当します

( l 当該指導料をn定する旨

を言国道します
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8005-1-3 介護保険リハビリテーション移行支援料

「維持則の リ ハビ リ テー ション ::" を受けて いる入院中の患者以外の者に対

して，患者の同意を得て， r介護保険に よる リハビ リ テー ション」 へ移行する

ため，居宅介護支援事業者等の介諮支媛専門員(ケアマネジャー)及び必要に

応じて ， r介護保険による リ ハビ リ テーション ":" 2 を当該患者に対 して提供す

る事業所の従事者と述携し，介設サーピス計画書(ケアプラン)作成を支援 し

た上で， r介護保険による リ ハビ リ テーションj を開始 し， r維持JUJの リハ ビ リ

テーシヨンj を終了した場合に釘定できるものです !:;:{ " i ， 4 。

.規定 [添付]

患者の同意を得た上で，介護支援専門員よ り情報提供を受け， 介護サー ビス

計両， I} (ケアプラ ン)の写 しを診療録に添付すると とも に ， 診療報酬|別調u舎の

摘要榔に当該患者が 「介談保|倹によ る リ ハ ビリ テーション」 を開始 した 日及び

「維持期の リ ハビ リ テー ションj を終了した日 を記載する。

.記載等のポイント

口患者の同意を得た旨を記載する。

口介護サービス計画書(ケアプラン)の写しを添付する。

口当該支援料を算定する旨を記殺する。

.記載例

症例・脳梗塞 (平成29年 9 月 1 0日発症)， 80歳男性， 要介護3

発症直後から当院に入院し，脳血管疾患リハビリテーショ ン (I)

を実施。 その後退院。 現在， 外来通院にてリハビリ継続中(標準的

算定回数 1 80臼超え)

4月 3 日 外来受診

医師 : 本人と娘夫婦に病状と外来リハ実施状況及び介護保険によるリハピ

リ移行について説明(週2 回 1 単位)

本人・家族. 家族の仕事の都合で通所リハビリ希望

医師 . 居宅介護支援センターのケアマネジャーに通所リハビリテーション

の情報提供を行う旨確認

通所リハビリ 晃学日程4月 1 0日予定

本人及びご家族より同意を得る

4月 1 2日 ケアマネジャー来院

4 月 1 0日の通所リハビリ見学時の様子，通所リハビリセラピス卜からの

見解， 患者の病状と現在のリハビリ実施状況を再度提供， 必要情報を基に

ケアプラン作成内容を支援

4月 1 3日

ケアマネジャーよりケアプラン(写し)の提供， 診療録に貼付

4 / 1 6に維持期リハビリテーシ ョン終了。 5 / 1 から通所リハビリテー

ションンを開始(週 1 回 2単位)

介護保険リハビリテーション移行支援料算定

※ 1 r維持J~Iのリハビリテー

ション」 → ト1 00 l JJm血管疾忠

等 リ ハビリテーション料の

「注 4 J, rì主 5J ， 1-1 00 1 -2廃

用症候群リハビリテーション

料の「注4J， r注 5 J 及びH

002巡動部リハビリテー ショ

ン料の「注4J， r注 5J に規

定するもの

※ 2 r介護保険によるリハピ

リテーシヨンj →介護保険法

第 8 条第 5J兵に規定する訪問

リハビ リ テーション， 同法第

8 条第 8J員に規定する通所リ

ハビリテーション，同法第 8

条の 2 1'.f~4 J.貨に規定する介諮

予防訪問!リハビリテーション

又は同法第 8 条の 2第 6 項に

規定する介護予防適所リハビ

リテーション

※ 3 維持Wlの リ ハビリテー シ

ョンと介護保険によるリハビ

リテーションを併用して行う

ことができる 2 月 間 (r医療

保険と介殺保険の給付調強に

|刻する留意事項及び医療保険

と介護保険の相互に関連する

事項等について J の第 4 の

1 0に規定する 2 月間をい

う 。)は，当該支援料を 11:定

できません

※ 4 当該jぷ者が， 当該医療後

関内で維持l切のリハビリテー

ションから介護保険によるリ

ハビリテーションに移行 した

場合はりー定できません

( l 店、者の同訟を得た旨を記

載します

( 2 ケアプラン作成に係るm

報提供を行った旨を記載しま

す

( 3 ケアプラン(写し)を貼

付します

( 4 当該支援料を算定する旨

を記載します



8005-4 ハイリスク妊産婦共同管理料( 1 ) 
8005-5 ハイリスク妊産婦共同管理料 (1)

診療に基づき患者を紹介した医師(紹介元|翠 r:ni)が，当該患者が入院中であ

る紹介先の病院に赴き， *H介先の病院の医師と共同で，医学管型I!害事を行っ た場

合に態者 l 人につきそれぞれ 1 1mに限り算定できるものです。

ハイ リ スク妊産婦共同管理料(I) : 紹介元|翠 ni!iが属する保険医療機関にお

いて算定

ハイリスク妊産婦共同管到!料(II) :紹介先の病院において算定

胆規定[記載]

ハイ リ スク妊産婦共同管珂!料(1)を算定する場合. r紹介元医r:niJ の診療

録には， 紹介先の病院において j心者の医学?雪国等を行った事実を記íj i~ し，紹介

先の病院の診療録には 「紹介元|引:I Ii J に よる |於下位JiI!等が行われた肖を記載す

る 。

.記載等のポイント

〈紹介元医師が属する保険医療機関〉

口紹介先の病院において患者の医学管理等を行った事実を記載する。

口当該指導料を算定する旨を記載する。

〈開紹介先の病院〉

口 「紹介元医師J による医学管理等が行われた旨を記載する。

口当該指導料を算定する旨を記載する。

胆記載例

症例妊娠27週， 多胎妊娠，切迫早産。 7/0 Aウィメンズクリニック

00医師より B大学附属病院ヘ患者を紹介し入院。

8 月 8 日 (Aウイメンズク リニツク(紹介元医療機関))

13: 00~ 14 ・ 00 B大学附属病院にて病状を確認し療養指導を実施。

0/0に退院予定。 退院後の過ごし方について(その他省略)

ハイリスク妊産婦共同管理料(I)

8 月 8 日 (B大学附属病院(紹介先医療機関))

13: 00~14 ・ 00 Aウィメ ンズクリニック00医師と共同で指導実施。

・入院からの経過， 退院予定，今後出産までの療養について

特掲 ß-42. 特掲 ß-43 129 

( l 紹介先の病院において，

j患者の医学管理"等行った事実

を言問者します

( 2 当該指導料を算定する旨

を言êíl誕します

. A ウィメンズクリニッ ク00医師から退院後の療養について指導 (指導 | ( 3 紹介元医師による医学管
内容省略 政が行われた旨を記載します

ハイリスク妊産婦共同指導料(II ) 
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8005-6 がん治療連携計画策定料

| がん治療連携計画策定料 1 | 計画策定病院において算定するものです。

① がんと診断され，がんの治療目的で初回に入院 した際に ， 11也域述悦診

療計画J ". I に沿っ て治療を行うことについて患者の同意を得た上で， r地

域連携診療計画j に基づく個別の患者ごとの治療計画を作成するととも

に， 説明し，それを文書にて患者又は家族に提供した場合に，退院H寺又は

退院した日から起算して30日以内に計画策定病院において算定します。

② 病理診断の結果がi士iない又は退院後一定期間の外来診療を必要とする等

の理由で，個別の患者の治療音1 iI!îî を入院中に策定できない場合であって

も，退院した臼か ら起算 して30日以内に速やかに個別の治療計闘を策定

する とともに，文書にて態者又は家Jj主 に提供 した場合にあっては，算定で

きます。

| がん治療連携計画策定料 2 | 計画策定病院において算定するものです。

がん治療連携計画策定料 2 は，がん治療ìili携計画策定料 l を算定 した患者

主主ヱ玉虫遡惑捜飽述ど三思虫全校企塗壁遡鑓豊監設主主主
どゑ毘査について，当該患者の状態の変化等により連監毘理捌艶主鎧企を

受け，当該患者を診療 した上で， 当該患者の治療計画を変更し，患者又はそ

の家族等に説明するとともに，文書にて提供 した場合に計画策定病院におい

て算定 します。

.規定[添付]

交付した治療計画書の写 しを診療録に添付する 。

胴記載等のポイント

くがん治療連携計画策定料 1 の上記①及び①， がん治療連携計画策定料 2 )

口患者の同意を得た旨を記載，又は同意書を添付する。

口患者等に交付した治療計画書の写しを添付する。

口当該策定料を算定した旨を記載する。

胆記載例

症例 . 下行結腸がん， 左結腸半側切除術施行 (D2)

く> rx x 県共用がん地域医療連携パス (大腸がんステージ 1 . II)J 

患者氏名 00太郎生年月 日O年O月O日 58歳

計画策定病院ムO病院説明者 : 0ム医師連絡先: ムO病院

連携医療機関・ 口口クリニック ロO医師

連携パスに沿った治療を行う旨の同意を得る。

く〉治療計画書 (入院中の治療内容，退院後の目標ほか)

本人と息子夫婦に説明し交付。(治療計画書の写し添付)

0月O臼

術後経過: BT ・ 36.40 p: 65 R: 15 

創部ク リア， 腹部平坦軟，食事摂取良好，昨日排便なし

(酸化MG投与)本日退院

口口クリニツクへの情報提供文書交付 (診療情報提供書写し添付)

がん治療連携計画策定料 1

※ 1 r地域連携診療計画j →

あらかじめがん診療連携拠点

病院等において，がんの種類

や治療方法等ごと に作成さ

れ，当該がん診療速約拠点病

院等からの退院後の治療を共

同 して行う複数の述携保険医

療機関との問で共有 して活用

されるものであり，病名，ス

テージ，入院中に提供される

治療， 退院後， 言 | 函i策定病院

で行う治療内容及び受診の頻

度，連携医療機関で行う治療

の内容及び受診の頻度，その

他必要な項目が記載されたも

の

( l 地域連携診療計画に沿っ

て治療を行うことについて11\

者の同意を得ます

( 2 個別の治療言iiilli訟を作

成・説明 ・ 交付し，写しを添

付します

( 3 退院H寺又は退院した日か

ら起算し て30日以内に当該

別の保険医療機関に診療情報

を文書によ り提供します

( 4 当該策定料を算定する旨

を記載します



8005-7 認知症専門診断管理料

|認知症専門診断管理料 1 1 

基幹型， 地域型又は迎携型認知|症疾患医療センターが， 他の保険医療機関

から紹介された認知症の疑いのある忠者であって， 入院"1:'の息者以外のもの

又は当該他の保険医療機関の療養病棟に入院 している患者に対 して，息者又

は家自主等の同意を得た上で，認知l症の鍛別診断を行った上で療養方主| を決定

(認知症と診断された患者については認知|症療養計画芯 l を作成)し，説明

し，それを文書にて患者又は家族等に提供した場合であって，紹介を受けた

仙の保険医療機関に対して文書にて報告した場合に算定 します。

|認知症専門診断管理料 2 1

基幹型又は地域型認知1症疾患医療センターが， 地域において診療を担う仙

の保険医療機関から紹介された患者であって認知症の症状が増恕 したもの

(入院中の慾者以外の患者又は当該他の保険医療機関の療養病棟に入院 して

いる忠者に限る)に対 して，患者又は家族等の同意を得た上で，今後の療養

青| 画等を説明し，それを文書にて忠者又は家族等に提供 した場合であって，

紹介を受けた他の保険医療機関に対して文訟にて報告した場合に算定します。

胆規定[貼付}

!ぶ11に交付した文書の写 しを診療録に l !r ' j付する。

胴記載等のポイン卜

口患者等の同意を得た旨を記載する。

口患者等に交付した説明文書の写しを貼付する。

口当該管理料を算定する旨を記載する。

特掲 ß- 44. 特掲 ß - 45 131 

※ l 認知症療主主言 I f!!liは， rfJI) 

紙様式32J から [別~l.\様式

32の 2 J 又はこれらに準じ

て作成された，病名，検If.結

果，症状の評価(認知 i機能

(MM S E, H 0 S -H 等 l.

生活機能 (ADL ， I ADL

等)，行動・心理症状 (N P 

1, 0 B D等)等)， 家紋又

は介護者等による介護の状況

(介護負担度の評価 (N P 1 

等)等) ， 治療言 I'iillî (受診品Ji

度，内服薬の詰，~~宣等) ， 必裂ー

と考えられる医療辿携や介殺

サービス， 緊急I~の対応， そ

の他必要な項目が記;1出された

ものであり，認知l症に係る専

門知識を有する多服組がiill携

していることが望まれます

r fJ IJ紙様式32J →認知]症療養

計蘭書(解釈 p 1 244参!!Ic!l

UJI)紙約，32の 2 J →削l杭
療設計 画沓(解釈 p 1 245参

!!~i) 
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8005-7-2 認知症療養指導料 図

認知症療養指導料を3平定する保険医療機I:WI は，認知症の患者に対して，認知l

症療養計画に基づき，各種の定期的な言平和Ij"" l を行い，診療録にその要点を記

載し，療養指導を行います。

認知症療養指導料 l は，認知症疾患医療センターで認節目定と診断された患者

について，当該センターにおいて作成された認知症療養計画に基づき，定期的

な評価等を行った場合に算定します。

認知l症療養指導料 2 は，認知症の患者であって，病状恕化や介設負担の増大

等が生じたものについて，療養に係る助言を得ることを目的に認知症サポー ト

医日 に紹介した場合であって，当該認知症サポート 医の助言を受けて，認知|

症に係る療養計画を作成した上で，定期的な評価等を行った場合に算定 します。

認知症療養指導料 3 は，初めて認知|症と診断された患者又は認知症の患者で

あって病状怒化や介護負担の増大等が生じたものに対し，地域において認知症

患者に対する支援体制の確保に協力している認知症サポート 医が， r別紙様式

32J から「別紙i様式32の 2J .， ';j 又はこれらに準じて認知症療養吉 I'jj!jjを作成 し

た上で，定期的な評価等を行った場合に算定します。

認知症療養指導料 l 及び2 は，患者又はその家族等の同意を得た上で，他の

保険医療機関に患者に係る診療情報を文書により提供し，認知症療養指導料 3

は，患者又はその家族主事の同意を得て認知症療養計jj!jjを作成・説明し，文書に

より提供します。

.規定[記載]

-認知症療養指導料は，保険医療機関が認知]症の患者に対して，認知症療養計

画に基づき， JÎÊ状の定JVJ的 な~'1'1i1li (認知機能 (MM SE ， HD S- H. 等)，

生活機能 (A D L ， 1 A DL 等)，行動・心理症状 (N P1 ， DßD等 )

等)，家族又は介護者等による介護の状況 (介護負担度の評価 (N P 1 等))

の定期的な評価li，抗認知疲柴等の効巣や副作用の有無等の定期的な詐{\lI i等 を

行い，診療録にその~}去 を記峨 し，療養指導を行う 。

・ 認知症療養指導料 2 について， 認知|綻に係る療養言I'j固については診療録に記

叫する。

.記載等のポイント

口定期的な評価等の要点を記載する。

口当該指導料を算定する旨を記載する。

〈認知症療養指導料 1 及び 2)

口患者又はその家族等の同意を得た旨を記載する。

〈認知症療養指導料 2 )

口認知症に係る療養計画を記載する。

〈認知症療養指導料 3 )

口認知症療養計画書の控えを添付する。

※ l 定期的な評価とは下記の

ものなどです

- 認知機能 (MMS E, H 0 
S-R等)

- 生活機能 ( ADL ， IAD

L 等)

・行動 ・ 心理症状 (N P 1 , 

DßD等)

- 家族又は介護者等による介

殺の状況(介護負担皮の評

filfi (N P 1 等))

-抗認知症薬等の効果や副作

用の有無等

※ 2 地域において認知疾患者

に対する支援体制の確保に協

力している認知症サポート医

とは，アに加え， イ又はウの

いずれかを満たす医師をいい

ます

ア 国立研究開発法入国立長

景子医療研究センターが都道

府県又は指定都市の委託を

受けて実施する認知症サポ

ート医養成研修を修了した

医師であること

イ 直近 l年間に， r認知1症

初期集中支援チームJ 等，

市区l町村が実施する認知症

施策に協力している実総が

あること

ウ 直近 l年間に，都道府県

医師会又は指定都市医flili会

を単位とした，かかりつけ

!窓等を対象とした認知症対

応力の向上を図るための研

修の講師を務めた実績があ

ること

※ 3 r別紙様式32J →認知症

療養計画書(解釈 p 1244参

J!i日)， rJJIJ 紙様式32の 2J →

認知症療養計画書 (解釈 p

1245参!!日 )
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8005-7-3 認知症ザポート指導料 図

認知症サポート指導料は， 地域において認知|抗j心者に対する支援体tlH1の確保

に協力している認知症サポート 12:~ ' J が， 他の保険医療機関から紹介された認 | ※ l 本智 r I3005-7-2認知症

知症の患者に対して，患者又は家族等の問訟を得た上で， j退者又は家係等に文 I j架設指導料」を参!!日

訟を用いて療養上の指導を行うとともに，今後の療養方針について，紹介を受

けた他の保険医療機関に対して文 ;11にて助言を行った場合に算定します。

なお，紹介を受けた他の保|倹 |玄1'1;1機関に対してU))言 を行う文訂において，認

知症サポート指導料を算定 した !ill\者である旨を記秘する必要があります。

胆規定[貼付]

患者及び街{介を受けた他の |夫療機IJHに交付した文古の写 しを診療録に貼付す

る。

胆記載等のポイント

口当該指導料を算定する旨を記載する。

口患者又は家族等の同意を得た旨を記載する。

口患者又は家族等に療養指導時に交付した文書の写しを貼付する。

口紹介を受けた他の医療機関に対して助言を行った文書、 2の写しを貼付

する。

※ 2 この文書には.iæ知症サ

ポート指導料をn定した患者

である旨を記îl世します
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8005-8 肝炎インターフエロン治療計画料

インターフエロン治療を受ける肝炎患者に対して，治療前回iに沿って治療を

行うこと について患者の同慈を得た|こで，治療計画を作成し，剛作用等を含め

て患者に説明し，文ilfにより提供するとともに，地域で述抗して当該インター

フエロン治療を行う保険医療機関に当該忠者に係る治療音| 函i及び診療情報を文

書により提供した場合に算定します ::: 1 。

.規定[砧付]

患者に交付した治療日 I- jillj I I ~の写 しを診療録に 'li'î付する 。

.記載等のポイント

口患者の同意を得た旨を記載する。

口患者に交付した治療計画書の写しを貼付する。

口地域で連携して当該インターフエロン治療を行う保険医療機関に提供し

た治療計画及び診療情報文書の写しを添付する。

口当該治療計画料を算定する旨を記載する。

※ 人につき l 回に限り算

定 します



8005-9 排尿自立指導料

当該保険医療機関に排尿に関するケアに係る専門的知識を有した多職種から

なる 「持| 尿ケアチーム j 引 を殻但し， 当該患者 授 2 の診療を担う|玄自m. 看諮問i

等が，羽i 尿ケアチームと述携して，当該患者の材| 尿自立の可能性及び下部尿路

機能を評価し，下部尿路機能の回復のための「包括的緋尿ケアj を実施した場

合に算定します。

胆規定[記載]

以下の①から③までについて，診療録に記d現する 。

① 病棟の看護伺i等は，以下の取組を行った上で， r排尿ケアチーム j に材 l

談する。

ア 尿道カテーテル抜去後の患者であって，尿失禁，尿閉等の下部尿路機

能障害の症状を有する患者を制l出する。

イ アの患者について下部尿路機能評価のための情報収集(材| 尿日誌，残

尿測定等)を行う 。

ウ 尿道カテーテル挿入中の店、者について，尿道カテーテル抜去後の，材|

尿 I~I立の可能性について評{illi し，抜去後に下部尿路機能障害を生ずると

見込まれるが，持| 尿自立の可能性がある患者を抽出する。

② 「お| 尿ケアチーム j は， ①を基に下部尿路機能障害を評価し，病棟の看

謎師等と共同して，封| 尿自立に向けた包括的緋尿ケアの計画を策定する。

包括的拘| 尿ケアの内容は，看護flin等による封| 尿誘導や生活指導，必要に

応じ理学療法士号事による拘| 尿に IMJìlliする動作訓練，医師による薬物療法等

を組み合わせた計画iとする。

① 「材| 尿ケアチーム J，病棟の看護師等及び、関係する従事者は，共同して②

に基づく包括的排尿ケアを実施する。 実施中及び実施後は定期的に評仰iを

行う 。

胆記載等のポイント

ロ該当患者であること及び根拠等を記載する(抽出)。

口包括的排尿ケアの計画について記載する。

口実施した包括的排尿ケアの内容を記録する。

口定期的な評価の結果を記載する。

口当該指導料を算定する旨を記載する。

.記載例

症例. 前立腺がん， 排尿困難あり ， 残尿量100mL以上， 尿失禁あり，重

度の頻尿日16回~20回

〈下部尿路機能障害の評価〉

排尿自立度移動・ 一部介助， トイレ動作. 一部介助他省略

下部尿路機能尿意の自覚 . 一部な し，尿失禁 . ほとんど失禁， 24時

間排尿回数: 15回以上，残尿量 200mL以上

〈包括的排尿ケア計画/内容省略〉

〈排原アセスメ ント〉

0/0 尿道カデーテル抜去後，失禁 ・ 残尿ともに多い。 排尿日誌のつけ

方がH愛昧で情報が不十分であ り記入方法の指導を行った。その他省略
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※ l 押| 尿ケアチームの桝成

ア 下部尿路機能障害を有す

る患者の診療について経験

を有する医師他の保険医

療機関を主たる勤務先とす

る泌尿器科の医師iが対診等

により当該チームに参画し

でもよい)

イ 下部尿路機能障害を有す

る患者の看設に従事した経

験を 3 年以上有し， 所定の

l州政修了した専任の常的J
看護師

ウ 下部尿路機能|母筈を有す

る患者のリハビリテーショ

ン等の経験を有する専任の

常勤理学療法士又は専任の

常勤作業療法士

※ 2 対象患者

ア 尿道カテーテル抜去後

に，尿失禁，尿悶l等の下部

尿路機能障害の症状を有す

るもの

イ 尿道カテーテル留置中の

患者であって，尿道カテー

テル抜去後に下部尿路機能

陥害を生ずると見込まれる

もの

( l 対象患者を抽出し，評側

のための情報収集内容を記載

します

( 2 下部尿路機能障害の評価

を行います

( 3 包括的排尿ケアの計画iを

策定します

( 4 実施したケアの内容を記

載します
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8006-3 退院時リハビリテーシヨン指導料

入院していた患者の退院に際 し，患者の病状， 患家の家屋構造，介設カ等を

考慮しながら ， 窓、者又はその家族等退院後患者の看護に当たる者に対して，リ

ハビリテーシ ョ ンの観点から退院後の療養上必要と考え られる指導を行った場

合に算定します 骨

3霊童口 ・ 当該患者の入院仁1:1主として医学的管理を行っ た医f:ili又はリ ハ ピ

リテーションを担当 した医師i

- 医師の指示を受けて，保険医療機関の理学療法士，作業療法士

又は言語版t'J:土が， 保健削J ， 看諮問î ， 社会福祉ご1: ， 粕事1 1保健福

利士とと も に指導を行っ た場合

胆規定 [記載]

指導(又は指示) 内容の ~I.~ を診療録等に記載する 。

.記載等のポイン卜

口指導(又は指示)内容の要点を記載する。

胆記載例

11 月 10日

退院後のリハビリテーションの指導を理学療法士に依頼

(指導内容の指示書添付) 一内容省略一

〈指導記録〉

指示のありました退院時指導を下記内容で指導致しました。

記載者 ・ 理学療法士 00 00 

1 指導実施日 : 0年 1 1 月 1 8日

2 実施指導者:理学療法士 00 00 

担当看護師 Aムムム子

3 被指導実施者.ご本人様

4 実施内容 :

〈基本的動作能力〉

指導項目 :運動について

0有酸素運動形態 ;歩行，時間 回20-30分， 頻度，週 5 回以

上， 種類 ; 歩行.距離; 800- 1Q00m程度

注意事項: ・ 比較的楽に運動できる強さで行う (修正Borg呼吸 4以下ま

たは歩行中に楽に会話ができる程度)

- 食後 1 時間以上あけてから開始する その他省略

〈応用動作能力〉

指導項目 ・術創部痛を軽減した日常生活動作の獲得

注意事項. ・ 動作をするときには腹圧がかかると痔痛が増強するので，呼

気に合わせて行う その他省略

6 実施内容に対する理解度:理解良好

※ l 指導を行った者及び指導

を受けたものが慾者又はその

家族等であるかの卯1何を間わ

ず， 退院日に i 回に!浪り算定

します

。 指示した こ との記載，い

つ， illÊに，討をが指導したかの

記載，退院後のリハビリテー

ションの内容を具体的 に記

載， その際の注意事項の要点

を記載など

( l 指示 した旨を記;1ま し ます

( 2 指導内容の要点を記íI正し

ます



8007 退院前訪問指導料

継続して l 月を超えて入院すると見込まれる入院患者の円滑な退院のため，

入院中(外泊時を含む)又は退院日 にJl!.~家を訪問し，患者の病状， }~~家の家屋

構造， 介護力~;を考応しながら， :患者又はその家版等退院後に!怠者の看護に当

たる者に対して，退院後の在宅での療養上必嬰と考えられる指導を行った場合

に算定します ' 1

ー規定 [記載]
指導又はJ行示内容の要点を診療録等に記il&する。

胆記載等のポイン ト

口指導又は指示内容の要点を記載する。

.記載例

症例 : 在宅酸素療法の必要な慢性呼吸不全患者

11 月 1 日

退院前訪問指導を看護師伝指示

〈指導記録〉

0退院前訪問指導

評価日 0/11/17 
指示のあ り ま した退院前訪問指導について報告いた します

訪問日 0/11/17 
訪問者 看護師00 00. 看護師ムムムム

訪問目的 動作指導

<ADL評価〉

〈家族の意向 (転l局))

〈家族の状況〉

〈患者 ・ 家族の希望〉

内容省略

自宅退院. HOT導入

内容省略

内容省略

〈アセスメン ト/解決すべき住環境課題〉 福祉用具導入 ー 屋外歩行時の酸

素ボンベ携帯用の歩行器， その他 : HOT導入

〈アセスメン卜/達成すべき動作能力〉 移動 屋内無杖歩行自立，屋外は

シルバー力一歩行自立，排j世 : 自立，食事.自立，入浴 : 自立

〈アセスメン ト/導入すべきサービス〉 ・ 導入すべきサービス HOT導入

〈患者家族指導〉

・ 指導内容: HOT管理，安全な日常生活活動や家事動作

. 患者家族の理解度:理解良好
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※ l 医師の指示を受けて保険

医療機|羽の保他r.i!i.者jîYi r.ijî ，

11l!学療法士， 作業療法=1::等が

訪問l し J 指導を行った場合に

も算定できます

※ 2 指導の対象が!忍者又はそ

の家族等であるかの如何を問

わず， 1 聞の入院につき l 回

を限度と して，指導の実施日

にかかわらず，退院1:1 に算定

します

( l 指示した旨を記似します

( 2 指導内容の必点を記îI古 し

ます
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8007-2 退院後訪問指導料

当該保険医療機関が，保険医療機関を退院 した別に厚生労働大臣が定める状

態の患者の地域における円滑な在宅療養への移行及び在宅療養の継続のため，

患家宅事を訪問 し， 当該患者又はその家族等に対 して， 在宅での療養上の指導を

行った場合に算定しますì:o l 。

入院保険医療機関の医師又は当該医r:iIiの指示を受けた当該保険医療機IMIの保

健r:iIi.助産r:m又は看護師が患家，介謎保険施設又は指定!日t害者支媛施設省:にお

いて患者又はその家族等の患者の看訟に当たる者に対して， 在宅での療養上必

要な指導を行った場合です。 介諮老人保健胞設に入所中文は医療機関に入院中

の患者は対象外となります。

.規定[記載]

指導又は指示内容の要点を診療録等に記峨する。

.記載等のポイント

目指導又は指示内容の要点を記載する。

※ I 退院した日から起算 して

l 月 (退院日を除く)を限度

として . 51ITIに限り算定 しま

す

。 指示した湯合はその旨を記

1践します

O 指導の要点は，具体的な内
容(日常生活動作(歩行 ・ ト

イレ・入浴等).定期的な薬

剤lのlIa薬，緊急時の対応等)



8008-2 薬剤総合評価調整管理料

内服を開始して 4 週間以上経過した内服薬が 6 極類以上処方されている入院

中の息者以外の患者に対して複数の梨WJの投与により期待される効果と副作

用の可能性等について，当該患者の病状及び生活状況等に伴う JJI~薬アドヒアラ

ンスの変動等について十分に考慮した上で， 総合的に評価lを行い，処方内容を

検討した結果，当該保険医療機関で処方された内服薬の種類数が 2 種類以上減

少し，その状態が4週間以上継続すると見込まれる場合に算定します・ l 泳 九

また，処方の内容の調整に当たって，別の保険医療機関又は保険薬局に対し

て， !!日会ヌは情報提供を行った場合には，連携管理力n算が算定できます。

.規定 [記載]

医師が内)J眠薬を調整するに当たっては， 評れIfiし た 内容や調絡の要点を診療録

に記載する。

胴記載等のポイン ト

ロ自院で処方された内服薬の種類数が 2種類以上減少 し，その状態が4週

間以上継続すると見込まれる。

口評価した内容や調整の要点を記載する。

口当該管理料を算定する旨を記載する。

胆記載例

症例 : 高血圧，高脂血症，糖尿病， 帯状箔疹後終痛

7 月 1 日
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※ l 仙の保険医療機関から技

裂を受けていた忠者について

は，当該保険医療機関及び当

該仙の保険医療機関で処方さ

れた内服薬を合計した租矧数

から 2 積類以上減少した場合

については， A250薬剤総合

評仰l調書室加算と合わせて， I 

か所の保険医療機関に|浪り n:

定できます

※ 2 保険薬局からの提案を踏

まえて，処方内容の評価を行

い，処方内容を調整した上場合

には，その結果について当該

保険薬局に情報提供を行いま

す

p) 左前胸部の帯状庖疹後の痔痛にリO力， カOナールを内服中だが，痛 | ( l 評価した内容や調態の袈

みも軽減してきたので効果低く，増量による継続投与か服用中止につ | 点を詰院します

いて患者と検討。

服薬を中止することに不安もあるが，痛みに対しではなれることが重

要であることを説明。理解し，リO力 ， カOナールを中止とした。

Rp : 00ジン (5) 1 錠

00プ口 (50) 1 錠

00スタチン ( 10) 1 錠

00ピア (50) 1 錠

00グルコン (1.25) 3 錠
E . r、 ー01-. { ""7 L 、 門-.

ーるー・r、目 I r:- r、 r、、 ，、。ぜヲ

薬剤総合評価調整管理料 ( 2 当該管理料を3平定する旨

を記íI誕します
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8009 診療情報提供料( 1 ) 図

保険医療機関が， 診療に基づき他の機IJUでの診療の必要性等を認め，患者に

説明し，その同意を得て当該機関に対して， 診療状況を示す文71?を添えて患者

の紹介を行った場合に算定します ~:. I ※ 1 !i1者 l 人につき月 l 回限

医療機関!日lの有機的連携の強化及び医療機|弘|から保険薬局又は保健 ・ 福制限J I り算定します
係機関への診療情報提供機能の評価を目的として設定されたもので、あり，両者

の患者の診療に IYlIする J情報を相互に提供することにより，継続的な医療のlì((C

保，適切な医療を受けられる機会の湘大，医療・社会資ìJJliの有効利用を|霊lろう

とするものです。

.規定[添付1

0 紹介に当たっては，事前に紹介先の機関と調整の上，下記の紹介先機関ご

とに定める様式~: . 2 又は これに準じた綴式の文書に必要事項を記載 し，患者

又は紹介先の機関に交付する。 また， 交付した文書の写 しを診療録に添付す

るとともに，診療情報の提供先からの当該患者に係る問い合わせに対して

は，懇切丁寧に対応するものとする。

ア イ及びウ以外の場合 I r別紙糠式 IIJ

イ 市町村又は指定居宅介護支援事業 I r別紙様式 12J から

者等 I r別紙様式 12の 4 J まで

ウ 介護老人保健施設又は介護医療院 I r別紙様式13J

0 下記のア，イの場合については，患者 I 人につき月 1 @]に限り，所定点数

を算定する。 また，いずれの場合も診療情報の提供に当たって交付した文書

の写 しを診療録に添付する。

ア COO I 在宅患者訪問診療料(I)又は C OOI-2在宅忠者訪問診療料

( 11 )を算定すべき訪問診療を行っている保険医療機関が，患者の同意

を得て，診療の日から 2 週間以内に，当該患者に対して継続して C005

在宅j心者訪問看護・指導料又は C005 ト2同一建物居住者訪問看護・指

導料を算定すべき看護若しくは指導又は C 006在宅患者訪問リハビリテ

ーション指導管理料を算定すべき指導管理を行っている別の保険医療機

|刻に対して，診療日，診療内容，忠者の病状，日常生活動作能力等の診

療情報を示す文書を添えて， 当該患者に係る療養上必要な情報を提供し

た場合

イ C005在宅恕者訪問看護 ・ 指導料又は C005-1引百lー建物居住者訪問

看護 ・ 指導料を算定すべき看護若しくは指導又は C006在宅患者訪問 リ

ハビリテーション指導管理料を算定すべき指導管理I! を行っている保険医

療機関が，患者の同意を得て， 診療の日から 2週間l以内に，別の保険医

療機関に対して，病歴，診療内容，患者の病状等の診療状況を示す文書

を添えて，当該患者に係る療養上必要な情報を提供した場合

眉記載等のポイント

口患者の同意を得た旨を記載する。

口交付した診療情報提供書の写しを添付する。

口診療情報提供書の項目は全て記載する ， 3。該当なしの場合はその旨の

記載等で明確にする。

口当該提供料を算定する旨を記載する。

※ 2 

「別紙様式 1 1 J →診療情報舵

供苫(医療機関宛) (解釈 p

1196参!!日 )

「別紙様式 1 2J →診療情報提

供啓(市町村宛) (解釈 p

1197参!日n

[別紙様式 12の 2J. r 7J IJ紙様

式 1 2の 3J →診療情報提供

-;t} (市 町村宛 ・ 1 8歳以下)

(解釈 p 1 198. p 1 1 99参!!m

「別紙綴式 12の 4 J →診療情

報提供由(都道府県が指定す

る指定居宅介;{l!!支援事業所等

向け) (解釈 p 1200参照)

「別紙様式 13J →診療情報提

供苫(介護老人保健施設 ・ 介

諮医療院宛) (解釈 p 1201 参

!!官)

※ 3 準じた線式を使用の場合

は，規定されている様式の全

ての項目を網縦している必要

があります
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8009 診療情報提供料 ( 1) r注 3 J 保隙薬局に対する情報提供

在宅での療援を行っている疾病， 負傷のため通院困難な「在宅忠者J に対し

て， 適切な在宅医療を確保するため，当該j心者の選択する保険梨局の保|没薬剤

師が，訪問薬剤l管理"指導を行う場合であ っ て，当該f&l者又はその右ー設等に当た

る者の同怠を得た上で，当該保険薬局に対して処方主主又はその写 しに添付し

て， 当該J官、者の訪問薬剤l管理指導に必要な診療情報を提供した場合に算定 し ま

す※ 1 。

胆規定 [添付]

交付した文3の他， 処方婆の写 し を診療録に添付する。

胴記載等のポイント

口交付した診療情報提供書の写しを添付する。

口処方豊富の写 しを添付する。

口当該提供料を算定した旨を記載する。

.記載例

症例 高血圧症，脳梗塞，脳梗塞後遺症，認知症

82歳，男性， 要介護 2 . 自宅にて独居

訪問診療 (週 1 回) .訪問介護 (週 1 回) を継続中

O月O日 訪問診療

S ) 前回訪問以後の状態，服薬状況について確認するも覚えていない。ヘ

ルパーによる服薬状況の確認はあるものの服用指示通りに飲まれてい

ない。薬管理が本人のみであり ， 認知症状が進行し服薬管理が困難な

状況。 その他省略

O. p ) 本人に，服薬の重要性について指導を行う。薬剤師が訪問 し， 服

。 | 保険医療機関 |

(院外処方裳交付， 訪日11薬剤
官辺!指導の依頼; 1 1 (診療情報

払!供三n を添付)

直亙歪E
c澗~IJ . 在宅忠者初 I I \J楽WJ1雪

印指導を行う ・ 指導料算定)

※ I 患者 I 人につき月 I 回に

|浪り算定 します

薬管理を行うことを提案。 本人の同意を得る。 I ⑨ l 態者等の同怠を得た旨を

本人が希望するA薬局に， 訪問薬剤管理の依頼の連絡を し ， 可能との | 記，1出します

了承を得る。

処方皇室と診療情報提供書を交付。

(処方釜及び診療情報提供書の写し添付)

0月O日 A薬局からの訪問薬剤指導報告書を貼付

薬の飲み忘れについて， お薬カレンダーは面倒で使えていないとのこ

と。 また，夕方以後は，ぼーっ としてしまう。 他省略

→処方薬を適時に服用していないことが原因か。薬の置き場所，薬ケー

スを再検討し，継続服用が可能な指導を行う。 他省略

( 2 処方主主及び診療悩報提供

II~の写 しを添付します

( 3 訪問結果についての文書

を l!ll j付します
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8009 診療情報提供料( 1) r注引退院時診療情報等添付加算
「注11 J 精神科医連携加算

〈退院時診療情報等添付加算〉

患者の退院日の属する月又はその翌月に，添付の必要を認め，患者の同意を

得て， 別の保険医療機関，精神障害者施設又は介護老人保健施設に対して，退

院後の治療計画， 検査結果，画像診断に係る画像情報その他の必要な情報m l

を添付して紹介を行った場合に加算 します。

〈精神科医連携加算〉

身体症状を訴えて精神科以外の診療科を受診した患者について，当該精神科

以外の診療科の医師が，その原因となりうる身体疾患を除外診断 した後に， う

つ病等の精神疾患を疑い，精神医療の必要性を認め， 態者に十分な説明を行

い， 同意を得て，精神科を椋携する別の保険医療機関の精神科に 「当該患者が

受診する日j の予約を行った上で， 患者の紹介を行った場合に加算 します。

胴規定{貼付又は記載1 [記載]

〈退院時診療情報等添付加算〉

添付した写し文はその内符を診療録に Jh'i付又は記載する。

〈精神科医連携加算〉

精神科を椋携する別の保険医療機関の紛争11科に当該患者が受診する日 (紹介

した日より l 月間以内と し，当該受診日を診療録に記載すること)について予

約を行った上で， 患者の紹介を行った場合に算定する。

.記載等のポイント

〈退院時診療情報等添付加算〉

口患者の同意を得た旨を記載する。

口診療情報提供書に添付した写し又はその内容を貼付又は記載する。

口当該加算を算定した旨を記載する。

〈精神科医連携加算〉

口患者の同意を得た旨を記載する ' 2

口精神科を予約した受診日を記載する。

口当該加算を算定した旨を記載する。

※ I 心電図， 脳波，画像診断

の所見等診療上必要な検査結

果，画像情報等をいいます

。 診療情報提供E~に対する留

意事項のほか，左記の記載及

び添付が必要となります

※ 2 理学的所見， 検査 ・ 画像

診断などの結果，身体疾患を

除外 し たことを店、者が理解

し， 精神科専門医への受診が

必要であることを了解してい

る こ と等が記載されている必

要があります
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8009 診療情報提供料( 1) r注13J 歯科医療機関連携加算

保険医療機関(歯科診療を行う保険医療機|刻を除く)が，歯科をJ際椀する保

険医療機関に対して，当該歯科を模様する保険医療機関において口腔内の管理

が必要であると判断した患者に関する情報提供を，以下のア又はイにより行っ

た場合に算定します。

ア 歯科を標携していない病院が， 医科点数表第 2章第10部手術の第 I 節

第 6 款，第 7款及び第 9 款に掲げる悪性腫務手術(病理診断により惑性

腫務であることが確認された場合に限る)又は第 8款に掲げる心 ・脈管

系(動脈 ・ 静脈を除く)の手術，人工関節箇換術若 し くは人工関節再置

換術(股関節に対して行うものに限る)又は造血幹細胞移植の手術を行

う患者について，手術前に歯科医師による周術期口腔機能管理uの必要性

を認め，歯科を様梼する保険医療機関に対して情報提供を行った場合引

イ 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に属する医師が，訪問診療

を行った栄養障害を有する患者又は摂食機能障害を有する患者につい

て，歯科訪問診療の必要性を認め，在宅歯科医療を行う，歯科を楳携す

る保険医療機関に対して情報提供を行った場合

.規定 {記載]

診療録に情報提供を行っ た歯科医療機関名を記載する 。

.記載等のポイント

口手術前に歯科医師による周術期口腔機能管理の必要性若しくは歯科訪問

診療の必要性があり，歯科を標携する保険医療機関に対して情報提供を

行うことについて，患者等の同意を得た旨を記載する。

口情報提供先の歯科医療機関名を記載する。

口当該加算を算定した旨を記載する。

.記載例

10月 1 日

0月O臼胃がんの根治手術予定

本人に周術期口腔管理が術後の合併症の軽減等に必要と説明=キ狸解良

本人が定期的に口腔ケアを行ってもらっているクリニックがあるとのこと

手術前の周術期口腔機能管理を依頼することに本人同意を得る

00歯科医院に診療情報提供書交付

(診療情報提供書の写し添付)

診療情報提供料(I)・歯科医療機関連携加算

※ I 本欝 「手術 「迎則 17J 
周術j剖口腔機能管理後手術

加算」を参!t\!

( l 患者等の同意を得た旨を

記載します

( 2 情報提供先の歯科医療機

|耳l名を言[!U員 します

( 3 当zh加算を算定した旨を
記.1出します
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8009-2 電子的診療情報評価料

(対象患者)

保険医療機|主l が， 他の保険医療機関から診療情報提供書の提供を受けた患者

※次のうち主要なもの(女は必須)について，下記の①又は②を行うことで川 ，

当該検査結果や画像を評側して診療に活用した場合に算定します : 2 

-検査結果(女 I . 投薬内容

-画像情報(女・注射内容

-画像診断の所見 -退院|時要約等

①医療機関間で福子的に医療情報を共有するネットワークを通じ閲覧

又は

②電子的に送付された診療情報提供書と併せて受信

.規定[記載]

検査結果や画像の評価の要点を診療録に記載する。

.記載等のポイント

ロ治療内容・経過の要点を記載する。

口検査結果・画像診断の評価の要点を記載する。

口評価の結果，その後の診療にどの様に活用したかが確認できることを記

載する。

※ l 提供された情報が当該保

険医療機関の依頼に基づくも

のであっ た場合は，当該評価

料は算定できません

※ 2 検査結果や画像情報の電

子的な方法による閲覧等の回

数にかかわらず，診療情報提

供料 ( 1 )をZ7.定する他の保

険医療機関からの I 聞の診療

情報提供に対 し， 1 回に|浪り

算定します
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8010 診療情報提供料 ( U)

診療を担う医r:m以外の医師による助言 (セ カ ンド ・ オピニオン)を得るこ と を

推進するものと して ， 診療を担う医師がセカンド・オピニオンを求める患者 、 i

又はその家族からの申 し出に基づき沼 治療言 l iilli. 検査結果， 画像診断に係る

画像情報等，仙の医r:mが当該患者の診療方針について助言~:; :5 を行うために必要

かつ適切な情報を添付した診療状況を示す文書を. !!\者又はその家族に提供し

た場合に算定できるものです。

胆規定[記載]

診療情報提供料(II )を算定すべき診療情報の提供に当たっては， 店、者又は

その家族か らの希望があっ た旨を診療録に記載する 。

.記載等のポイント

口患者又はその家族からの希望があった旨を記載する。

口当該提供料を算定 した旨を記載する。

.記載例

1 1 月 24日

本日， ご家族よりセカンド ・オピニオン希望あ り 。

診療情報提供書交付

紹介先 : 00000病院呼吸器内科 00 00 先生

傷病名・肺肩平上皮癌 stage阻 B

T3-4 (60mm PA浸潤あり) N3 (#4L. #7. #4R. #11 S. 

#5. #6). MO 

添付書類。病理レポー ト，放射線治療計画書 ( 11 / 5 作成)

添付画像:胸部レン トゲン (6/2. 8/23. 10/18. 11/2. 

11/11. 11/15) 

胸部 C T (6/11.8/20.10/18.11/16) 

PET (6/9) 

頭部M R I (6/23. 11/15) 

(診療情報提供書の写し添付)

診療情報提供料 ( II )

※ l 入院 rl'の忠者に対して当

百五↑fj報を提供 した場合であっ

ても算定できます

※ 2 医師が日1)の保険医療機関

での診療の必要性を認め. !&¥ 

者の |司認を得て行う診療情報

提供料( I) をn定すべき診

療情報の提供とは明確に区別

されます

そ
そ
映

は

'
反

又
は
な
す

者

て

分
ま
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い

十
り

た
つ
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と
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一言
l
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る

助
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の
せ

家
後
さ

3

の
の
を

※
 

( l 患者又はその家族からの

希望がキつ た旨を記11正し ます

( 2 当該提供料を1干定 した旨

を記載します
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8010-2 診療情報連携共有料 園

診療情報連携共有料は，歯科診療を担う別の保険医療機関との閥で情報共有

することにより，質の高い診療が効率的に行われることを評価するものであ

り，歯科診療を担う別の保険医療機関からの求めに応じ，患者の同意を得て，

当該患者に関する検査結果，投薬内容等の診療情報を提供した場合に，提供す

る保険医療機関ごとに算定します※ l 。

.規定[添付]

診療情報を提供するに当たっては，次の事項を記載 した文書を作成 し， 患者

又は提供する保険医療機関に交付する 。 また， 交付した文書の写 しを診療録に

添付する 。

ア 患者の氏名， 生年月日，連絡先

イ 診療情報の提供先保険医療機関名

ウ 提供する診療情報の内容(検査結果， 投薬内容等)

エ 診療情報を提供する保険医療機関名及び担当医師名

胆記載等のポイント

口患者の同意を得た旨を記載する。

口患者又は提供する保険医療機関に交付した文書の写しを添付する。

口当該共有料を算定した旨を記載する。

※ l 診療情報述掠共有料を算

定するに当たっては，歯科診

療を担う別の保険医療機関と

連携を図り，必要に応じて問

い合わせに対応できる体制

(窓口の設慣など) を確保し

ていることが必要です



8011-3 薬剤情報提供料

入院1:1:1 の患者以外の患者に対して，処方した殺到lの名称(一般名又は商品

名 ) ，用法，用量，効能，効果， 副作用及び、相互作用に関する主な情報を，当

該処方に係る全ての薬剤lについて，文語 (楽袋等に記載されている場合も含
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む)により提供した場合に算定できます ※ l 月 1 回に限り算定しま

す。 ただし，処方内容に変更

.規定[記載]

薬剤情報提供料を算定 した場合は， 柴)'jiJ↑fi慨を提供した旨を診療録に記載す

る。

胆記載等のポイント

ロ薬剤に係る主な情報を文書により提供する(薬袋等への記載でも可) 。

(薬剤名， 用法， 用量， 効能効果， 副作用，相互作用，その他注意事

項等)

口薬剤情報を提供した旨を記載する。

胆記載例

10月 1 日

R P) 

※01 0グミット錠 3T 

※02 0 リエツ卜錠 1 T 

※03 0クツロースゼリー 2包

他省略

内服. 食後 朝昼夕 x 28日分

内服 .食後 朝 x28日分

内服:食後朝夕 x28日分

薬剤情報提供書交付 (薬剤情報の文書は院内薬局にて交付 ・ 管理)

があった場合は，その都度TI

定できます

( l 薬剤情報を文書で提供し

ます

( 2 薬剤情報を提供した旨を

記jJ正 します

( 3 処方内容に変更がない場

合であっても，薬剤情報提供

出が交付されている場合は月

l 匝|算定できます
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8014 退院時薬剤情報管理指導料

退院l時薬剤情報管理指導料は，医薬品の副作用や棺互作用， 重複投薬を防止

するため， 下記について行った協合に算定 します l 。

①(入|涜 l侍)薬WJJJIiI用股や!ぷ者が持参した医薬品等(医薬部外品及びいわゆ

る健康食J31等を含む)を確認=宇診療録に，確認した結果の袈!誌

を記，1誕

②(入院中)使用した主な薬剤の名称等について， 患者の薬剤JJ服用原が経l時

的に管型I!できる 「手Ip長 ":" ~ に記載

③(退|即時)退院に |際して 1J:1者又はその家族等に対して，退院後の~JWJの JJ院

用等に |共lする必裂な指導 、 s を行う=宇診療録に，薬剤情報を提

供した旨及び提供した情報並びに指導した内容の要J~lを記載

.規定[記載]

- 入|涜l時に，医薬品のJII~用状況及び薬剤服用歴を 「手l脹j 等により確認すると

ともに，患者が， 医薬品等を持参している場合には， 当該医薬品等について

実際に確認し， その名称等及び確認した結果の要点を診療録に記峨する。

・退院i時薬剤IJt育報管理指導料を鈴定した場合は， 薬剤情報を提供した肖及び促

{J~した情報並びに指導した内容の要点を診療録に記載する。 なお ， 8008薬

剤l管理指導料を算定している患者の吻合にあっては，薬剤l管理指導記録に記

載することで差 し支えない。

.記載等のポイント

〈入院時〉

口医薬品の服用状況及び薬剤服用歴を「お薬手帳」等により確認し，その

結果を記載する。

口医薬品等を持参している場合には， 当該医薬品等について実際に確認

し， その結果を記載する。

〈入院中〉

口使用した主な薬剤lの情報を， rお薬手帳J に記載する。

・どの薬剤を記載するかは，患者の病態や使用する薬剤jの種類による。

・退院直前(概ね退院前 1 週間以内)に使用した薬剤及び入院中に副作

用が発現した薬剤については記載する。

-副作用が発現した薬剤jについては，投与量， 当該副作用の概要，投与

継続の有無を含む講じた措置，転帰等について記載する。

〈退院時等''(4 )

口下記の内容を「お薬手帳」に記載する。

-退院後の療養を担う保険医療機関での投薬又は保険薬局での調剤に必

要な服薬の状況及び投薬上の工夫に関する情報

-指導の要点、

口 (必要に応じて)退院時の処方に係る薬剤の情報を文書で提供する。

ロ下記の内容を診療録に記載する 5 。

- 薬剤情報を提供した旨

-提供した情報

. 指導した内容の要点

口当該管理料を算定した旨を記載する。

※ l 退院の日に lllil に限り釘

定します

※ 2 r手帳j →いわゆる「お

言語手帳」のことで，経11寺的に

薬剤lの記録が記入でき，かっ

次のア)からウ)までに摘げ

る事項を記録する欄がある薬

剤の記録用の手帳をいいます

ア)患者の氏名，生年月 EI，

lili絡先等患者に|刻する記録

イ)患者のアレルギ-IÆ，副

作用l蕊等薬物療法の基礎と

なる記録

ウ)患者の主な既往歴等疾病

に |刻する記録

※ 3 保険医療機関を受診する

際や保険薬局に処方主主を挺出

する際に ， 手帳を提示する旨

の指導を含みます

※ 4 退院後，在宅療養を必要

とする患者であって，手帳に

かかりつけ薬剤師の氏名が記

載されている湯合は，退院後

の薬学的管理及び指導に|主l し

かかりつけ薬剤師への相談を

促すよう努めます。

また，入院時に当該患者が

持参した医薬品の服用状況等

について保険薬局から提供を

受けた吻合には，患者の退院

に |祭して，患者の同意を得た

うえで，当該保険業局に対し

て当該患者の入院中の使用薬

剤lや IIIi!裂の状況等について悩

報提供します

※ 5 8008薬剤管理指導料を

算定している患者の湯合にあ

っては，薬剤l管理n指導記録に

記載することで差し支えあり

ません




